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政策の企画立案と並走して調査をすすめること 

神奈川県政策研究担当局長 
政策研究・大学連携センター所長 竹本 治  

当センターは、県内大学との総合窓口を担うとともに、庁内の調査セクションとして事務を遂行し
ている。特に調査事務については「学術的な『研究』ではなく、足許の政策の立案・遂行に直接役立
つこと」を目指している。 

本ジャーナル（12号）に掲載した調査物の多くは、目下、県庁がまさに足許で重要政策として推し進
めている『人生100歳時代の設計図』に深く関連したものである。このように政策の企画立案と並走す
るかたちで今回の調査を進めてきたが、それを通じて改めて感じたことを二点述べてみたい。 
 一つは、機動的・積極的に情報提供することの重要性である。当センターでは、政策立案等に役立

つタイミングで報告することを優先させ、調査途上のものであっても、出来る限り頻繁に情報を整理す
ることを心がけてきた。 

具体的には、庁内関係者向けには、個々のヒアリング結果や先進的な事例などは、数次に亘って情報提供
を行った。対外的にも、『かながわ人生100歳時代ネットワーク』の参加団体等には折々に事例報告などを行
ったほか、フォーラム（「『人生100歳時代の設計図』を考える」）に出席した一般の方々にも参考資料を提供
した。このほか、他の自治体シンクタンクとも積極的に意見交換をするとともに、中間報告のホームページ
掲載等も行ってきた。 

「旬」が大事な情報ほど、こうした中間報告を積極的にすべきであろうし、調査部署としても、その
時点でのフィードバックを得ることで、新たな視点を加えながら調査を継続・発展させられるというメ
リットもあるように思う。 
 もう一つは、調査のスコープを明確にすることの重要性である。調査報告書（『事例調査』の「Ⅰ．

総論」）に記載の通り、『人生100歳時代』を巡っては、官民の議論は百花繚乱の状態にあり、また庁内
の政策対応も幅広い分野を対象とせざるを得ない。そうした中で、当センターでは、自分たちはどこに
焦点をあてるのかを自他ともに明らかにしながら、調査を進めることとした。マンパワーが限られてい
る中で意味のある調査・分析を行うためには、こうした対応は当然のことではあろうが、今回のような
間口の広いテーマを扱う際には、特に留意すべき点であったように思う。 

 2017年度も、県外の広域自治体や市町村を含む自治体、大学研究者や有識者、民間企業やＮＰＯなど、
多方面の専門家・実務家から多大なるご教示やご協力をいただいた。そうした皆さんのお蔭で、調査分
析事務並びに大学連携事務を進めることができたことにつき、心から感謝申し上げたい。 
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【図表１】『人生100歳時代』を巡る様々な問題
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神奈川県における「人生 100 歳時代の設計図」の取組み 

神奈川県政策局政策部総合政策課 

（はじめに） 

神奈川県では、健康寿命が延び、人生 100 歳時代を迎える中、県民一人ひとりが、「人生 100 歳
時代」のライフデザインを描いていくことを自分のこととして、その重要性を考えてもらえるよう
に、「意識改革」を促すとともに、市町村や大学、ＮＰＯや民間企業等と連携しながらそうした個々
人の人生設計を支える「環境整備」に取り組んできている。以下、当県が最近行っている様々な取組
みについて簡単に紹介することとしたい。 

１．『人生 100 歳時代』における課題への対応 

（１）『人生 100 歳時代』の課題の多彩さ 

近年、『人生 100 歳時代』に関する議論が色々な主体において活発になされているが、『人生 100
歳時代』に関する個別の課題は、個々人の健康維持や経済基盤の確保ばかりでなく、それらを支える
社会保障制度や雇用・教育システムの見直しに至るまで非常に多岐にわたる 1（【図表１】）。 

                             
1 『人生 100歳時代』における様々な課題については、神奈川県政策研究・大学連携センターの『事例調
査「人生 100歳時代」：現状と課題』（当ジャーナル掲載）の「Ⅰ．総論」を参照。 

特集「人生 100 歳時代」
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（２）諸課題への対応―「(a)意識改革」と「(b)環境整備」 

このように多岐に亘る課題に対して、まず我々が対応する上で重要となるのは、一人ひとりの「(a)
意識改革」である（【図表2】）。 

人生設計については、ともすれば現役時代のことが中心となり、高齢者となった先まではあまり
考えないことが多い。しかし、これだけの長寿社会となった中では、生涯を生き生きとすごすため、
もっと積極的・主体的に自分自身の「人生100歳時代の設計図」を描くことが重要になってきている。 

また、そうした個々人が思い描いている人生設計が実現しやすくなるように「(b)環境整備」を進
めていくことが必要となる。 

例えば、仮に住民が「高齢になっても、健康である限りは、働いたり学んだりしたい」と考えてい
たとしても、社会においてそうした活動をする受け皿が十分に用意されていなかったり、受け皿へ
のコーディネートが十分でない限りは、それらを実現することが難しくなるであろう。 

【図表２】『人生100歳時代』における課題への対応の柱 

（a）意識改革 

（b）環境整備 

２．当県における対応（概要） 

当県では、そうした意識の下で「（a）意識改革」と「（b）環境整備」の二つの分野について、近年
様々な取組みを進めている。 

具体的には、（１）昨年度（平成28年度）は「議論の年」とした上で、主に「（a）意識改革」をす
すめるべく、人生100歳時代におけるライフデザインの大切さを、社会全体で考えてもらい、議論す
るために、シンポジウムやワークショップ、県民との対話の広場などを開催してきた2。また、（２）
今年度（平成29年度）は「基盤づくりの年」として、「（a）意識改革」の分野における各種イベント
を引き続き開催するだけにとどまらず、「（b）環境整備」に向けて、県や市町村や大学、ＮＰＯや民
間企業等によるネットワークを立ち上げ、必要な知識・スキルを習得する学びの場から活躍の場に
つなぐしくみづくりの検討もしてきている。 

そして、（３）来年度は「しくみの稼動の年」として、これまで検討してきた様々な企画を実行に
移していくことを想定している（【図表3】）。 

                             
2 詳細は、『かながわ政策研究・大学連携ジャーナル No.11』の p.6～9 参照。 
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【図表３】『人生100歳時代』―県における対応（概要）

（a）意識改革
 

（b）環境整備
 

 
平成 28 年度

 
《議論の年》

 

・キックオフ・シンポジウム 

・知事との『対話の広場』（8 回） 

・大学生とのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（3 大学） 

・有識者ヒアリング 

 

平成 29 年度 

《基盤づくり
の年》 

・フォーラム（「『人生 100 歳時

代の設計図』を考える」） 

・セミナー（「人生 100 歳時代」） 

・大学生とのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

・かながわ人生100歳時代ネットワーク

 

・学びから活動の場へつなぐしくみづくり

 

 

平成 30 年度
 

《 し く み の
稼動の年》

 

（・普及啓発（継続）） ・協働事業（「大学発・政策提案制度」） 

・協働事業（「かながわボランタリー活動 

推推進進基基金金 2211」」）） 

・つなぐしくみの実施（プロジェクトの実施）

 

３．平成 29 年度の取組み 

（１）フォーラム（「『人生 100 歳時代の設計図』を考える」）の開催 

このうち、平成 29 年度の取組みについてみてみると、まず、「(a)意識改革」の分野では「『人生
100 歳時代の設計図』を考える」というフォーラムを開催した。当フォーラムでは、社会人になっ
てから学び直しをされて弁護士となった菊間千乃氏に基調講演していただくとともに知事が登壇
したパネルディスカッションを行い、すべての世代で自らのライフデザインを考えることの大切さ、
現役世代から社会参加することの大切さなどを訴えた。 

特集「人生 100 歳時代」
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【開催日・場所】 
平成29年10月23日 横浜情報文化センター（６階・情文ホール） 

第一部：基調講演 
弁護士 菊間千乃氏（弁護士法人松尾綜合法律事務所 所属） 

［概要］ 
・今から「100歳になったら何をするか」というところまで考えておく必要がある。 
・過去を振り返って自分の本質を理解した上で、自分らしい人生の目標を主体的に考え

ることが大切。 
・目標を立て、具体的な行動と順序を自分でデザインし、諦めずに取り組むことが重要。 

第二部：パネルディスカッション 
「多様な生き方」をテーマに、人生100歳時代における生き方、それを支える社会のあ
り方などについて、議論を深めた。 

［パネリスト］ 
    的場康子（第一生命経済研究所 上席主任研究員） 
    阪本節郎（博報堂 新しい大人文化研究所 統括プロデューサー） 
    牧野篤（東京大学大学院教育学研究科 教授） 
    黒岩祐治（神奈川県知事） 

［主な意見］ 
・複数の仕事や活動に関わるマルチライフ型人生は、人生100歳時代を生きるための究

極のリスクヘッジとなる。 
・大人世代が若者世代を応援すること、高齢者が若い世代の世話役・先生役・相談役

という新たな社会的役割を担うことが重要。 
・多様な生き方や活躍の仕方が認められる社会を目指す必要がある。 
・若い人々や子どもたちを対象に、どのような人生を歩むべきかについて教えたり、

考えさせたりすることが重要。 
・地域社会を考えていくには、高齢者が「自分が役立っている」「孤立していない」と

いう感覚を持つことができること、また、子どもも大人から認められているという
環境をつくることが大事。 

 
※「人生100歳時代の設計図」を考えるフォーラムの開催結果（概要）については県ホーム

ページ（http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f534891/）を参照。 
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（２）セミナー（「人生 100 歳時代」）の開催 

主に中高年齢者を対象に、複数の仕事や活動に関わるなど、マルチステージで活躍するための資
格・スキルを習得するためのセミナーを開催した（県が主催し、横浜国立大学が企画・運営）。 

セミナー（「人生 100 歳時代」）の概要 

《未来設計》（全５回） 
定年準備世代などの中高年齢者が人生100歳時代のライフデザインを描けるよう、

様々なケースによる体験談等により、自分の強みや軸を発見し、自分が本当にやりた
いことを見つけていく。 

 《ベンチャー設立・運営》（全５回） 
自ら培った知識やノウハウを活かして地域に貢献したいという意識を持ってい

て、起業を目指している中高年齢者を対象に、専門家が会社設立に関する基礎知識や
起業成功例・失敗例を紹介することで、起業を後押しし、成功へと導いていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特集「人生 100 歳時代」
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（３）『かながわ人生 100 歳時代ネットワーク』における検討 

 「（b）環境整備」の分野については、『かながわ人生 100 歳時代ネットワーク 3』において、市町
村や大学、ＮＰＯや民間企業等の様々な主体とともに、学びの場から活躍の場へつなぐためのしく
みづくりや地域コミュニティの活性化につながる課題解決策などの検討を進めている。 

 

『かながわ人生 100 歳時代ネットワーク』の概要 

１．構成員 

 有識者（３名）のほか、行政（本県、市等）、大学、民間企業、ＮＰＯ等から多様な主
体（39 団体）が参加（平成 29 年 12 月末現在）。 
 

（※順不同）  

 

２．取組内容 

  ア テーマ 
   ①意識改革（普及啓発） 

・若い世代や現役世代を対象 
②環境整備（しくみづくり） 

    ・社会参加…高齢者と活躍の場のマッチング、コミュニティの活性化 
・働き方…有償ボランティア（報酬が少しでももらえる働き方）の検討 
・学び…中高年齢者の学びの機会の拡大 
 

牧野　篤　座長・ワーキンググループリーダー
  東京大学大学院教育学研究科 教授、東京大学高齢社会総合研究機構 副機構長
前田　展弘　ワーキンググループリーダー
  ニッセイ基礎研究所 主任研究員、東京大学高齢社会総合研究機構 客員研究員
澤岡　詩野　ワーキンググループリーダー
　ダイヤ高齢社会研究財団 主任研究員

行　政
神奈川県、横浜市、相模原市、横須賀市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、大和市、綾瀬市、三
浦市、神奈川労働局

大　学
横浜国立大学、横浜市立大学、神奈川県立保健福祉大学、神奈川大学、関東学院大学、東海大
学、松蔭大学、昭和音楽大学、星槎大学

民　間 第一生命保険、横浜銀行、大塚製薬、タウンニュース社

ＮＰＯ
ソーシャルコーディネートかながわ、ＮＰＯサポートちがさき、ＹＵＶＥＣ、藤沢市民活動推
進機構、さがみはら市民会議、ＹＭＣＡコミュニティサポート

団　体
神奈川県社会福祉協議会、神奈川県住宅供給公社、神奈川県経営者協会、神奈川県商工会議所
連合会、神奈川県中小企業団体中央会、神奈川県商工会連合会、神奈川県シルバー人材セン
ター連合会、プラチナ構想ネットワーク、ＵＲ都市機構

有識者

                             
3 県や市町村、大学や企業、ＮＰＯ等の多様な主体が情報を共有し、協働して取組みを進めていくために、
平成 29 年(2017 年)６月に立ち上げた新たなネットワーク。 
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イ 取組方法 
・フォーラムやワークショップの開催 
・中高年齢者を対象とした専門性の高いスキルを学ぶセミナーの開催 
・３つのワーキング部会でのしくみづくりの検討 

３．ワーキング部会における検討内容 

《第１部会：高齢者と子ども・若い世代との交流（多世代交流）》 
リーダー：東京大学 牧野篤教授 

［主な意見］ 
・子どもを主体とし、高齢者を巻き込むような住民主導型の仕掛けが必要。 
・セミナーの開催等により高齢者を組織化し、地域活動の担い手を増やしていく

ことが大事。 
・例えば、団地などを実践の場として、学校などとも連携し、高齢者が子どもの

地域活動を支えながら、一緒にコミュニティ活動ができるような仕組みが必要。 
・これらの基本は、相互に認めあうこと。子どももおとなもすべての人々が自分

がこの社会に居場所があると思えること、人のために役立っていると思えるこ
と。こういう関係をつくる施策が必要。 

《第２部会：高齢者の働き方（人生100歳時代の生き方、働き方）》 
リーダー：ニッセイ基礎研究所 前田主任研究員 

［主な意見］ 
・人生100歳時代のロールモデルが不在。若い世代が抱く将来への不安の解消、

高齢者のセカンドライフの空洞化などが課題。 
・例えば、若い世代の自己防衛策（100歳時代の生き方・働き方等）などのコンテ

ンツの開発、企業などと連携しながら、現役世代の社会参加を実践・検証する
ことで、高齢になっても活躍できるようなしくみが必要。 

《第３部会：高齢者と地域社会（学びと活躍の場をつなぐしくみづくり）》 
リーダー：ダイヤ高齢社会研究財団 澤岡主任研究員 

［主な意見］ 
・地域活動に消極的な人の社会参加を促すためにも、気軽に立ち寄れるような場

づくりやワンストップで住まいに隣接する圏域も含めた地域参加の情報が入手
できる場づくりが必要。 

・地域のコミュニティスペースを実践の場に、高齢者が学びから、子どもをはじ
めとする多様な地域課題に主体的に関われるしくみが必要。 

特集「人生 100 歳時代」
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（おわりに） 

 来年度は「しくみの稼動」の年として、県民一人ひとりが、生涯にわたり生き生きと暮らせる社
会の実現に向けて、「大学発・政策提案制度」や「かながわボランタリー活動推進基金２１」による
協働事業、大学等と連携したフィールドワークなどを実施していく。 

 こうしたことにより、当県では市町村や大学、企業やＮＰＯなど、様々な主体の連携、つながりを
さらに発展させながら、引き続き、かながわ人生100歳時代ネットワークを中心に「人生100歳時代」
に向けた取組みを進めていく。 
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事例調査「人生 100 歳時代」：現状と課題 
―個々人の『時間』の充実に向けて―  

神奈川県政策研究・大学連携センター1 

【要 旨】 

○ 『人生100歳時代』からイメージされる社会課題は、高齢者の健康増進、社会保障制度の持続性から、

働き方改革、人材育成や地域コミュニティの再生に至るまで、実に多彩であるが、そうした中、本稿で

は、長い人生において「健康」と「経済的基盤」の次に重要な要素となる「『時間』の充実」という側面

に焦点を当てている。具体的には、「①学ぶ（学び直し）」・「②働く（働き方の見直し）」・「③地域（地

域貢献・社会活動）」という３つの領域を中心に、『人生100歳時代』に適応した社会改革を進めている

先進的・特徴的な事例を調査するとともに、それら事例の成果や今後の課題等について概観している。 

〇 「①学ぶ」については、一般教養を深める生涯学習の機会は従来から用意されていたが、これからは

「②働く」や「③地域」に繋がるような学びの機会の充実が一段と必要になる。このうち、日本型雇用

システムの下であまり重視されてこなかった「学ぶ→働く」の分野では、好事例は依然少なく、対象世

代を問わず充実が望まれる。一方、「学ぶ→地域」の分野では、高齢者向けのプログラムは増えつつあ

るが、現役世代の参加意識は希薄であり、このルートを様々なかたちで太くしていく必要がある。 

〇 「②働く」では、現役世代が「働き方改革」から生まれる余力を「③地域」に振り向けていくこと、

高齢者では自己実現のメニューの一つとして就業機会を増やしていくことがポイントとなる。このうち、

現役世代の「働く→地域」の分野は、雇用者、中間支援組織や行政による支援や仲介の動きが活発化し

ているが、プロボノ・その他の活動が一段としやすくなるような環境整備が望まれる。また、高齢者雇

用については、定年延長などの雇用制度の見直しは一部企業等でみられているが、雇用機会全般の拡充

が必要であり、特に高齢のホワイト・カラー層の雇用機会を人材のマッチング等を通じて拡充すること

が望まれる。 

〇 「③地域」では、地域の課題の解決という側面でなく、人生の「『時間』の充実」という観点からも、

個々人が地域貢献・社会参加を積極的に行うことが重要と考えられる。特に現役世代の「早期からの参

加」と高齢者における「活動に消極的な層の参加促進」が鍵となる中、自治体・NPOでは、情報提供や

マッチング等を熱心に行っている。もっとも、肝心の裾野拡大は十分に実現できておらず、無関心層や

参加を躊躇している人々への効果的なアプローチ（インセンティブ作り）が大きな課題となっている。 

○ 北欧では、「自立した個人」が、自分の価値観やライフ・ステージにあわせて、人生における諸要素

を「アラカルト方式」で組み立てている。社会システムの個々の要素は有機的に繋がっているものであ

ることから、個別事例を単純に真似することはできないが、わが国としては、日本の社会システム全体

のあるべき将来像について、関係者間で一定程度の共通認識を持ちながら、先進事例として参照してい

くべきである。 

                                                   
1 金子眞理子、笹山岳大【主にⅡ.第１章】、佐藤肇弥、竹本治、武山尚道（特任研究員）【主に補論１、補論
３】、長沼みずき【主にⅡ.第２章】、中村佐知子【主にⅡ.第３章、補論２】（50 音順）が調査・執筆を担当。 

特集「人生 100 歳時代」
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第３章 地域貢献・社会活動 

１．基本的な考え方 

２．先進的な事例等からみた特徴 
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（個票）『人生100歳時代』に適応した社会改革をすすめている先進的・特徴的な事例 
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（２）働き方の見直し 

 （３）地域貢献・社会活動  
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（はじめに） 

日本の超高齢社会を巡る課題については、最近では「人生 100 歳」「人生 100 年時代」といっ
たキーワードで議論されることも多い 1。この『人生 100 歳時代』といった言葉からイメージさ
れる社会課題は実に多彩であり、今や、健康・医療問題、マネープラン・年金問題から、日本的
雇用慣行の見直し、さらには、人材育成やまちづくり、地域コミュニティの再生に至るまで、幅
広く議論がなされている。 

そうした中にあって、幸福な人生の土台である「健康」、「経済的基盤」の次に重要な要素であ
るともいえる「『時間』の充実」については、個々人が思い思いに対処すべきものとしてとらえ
られがちで、超高齢社会においてわれわれが一緒になって乗り越えるべき「社会的な課題」とし
ては、これまで必ずしも十分に議論されてこなかった印象がある。 

こうしたことから、本稿では、『人生 100 歳時代』の中でもこの「『時間』の充実」に焦点を
当てている。具体的には、個々人の人生の時間を充実させていく上で大きな要素となりうる「①
学ぶ（学び直し）」・「②働く（働き方の見直し）」・「③地域（地域貢献・社会活動）」という３つ
の領域について、『人生 100 歳時代』に適応した社会改革を進めている先進的な事例を調査する
とともに、それら事例の成果や今後の課題等について概観している。 

本稿の主な構成としては、まずは「Ⅰ．総論」で、基本的な問題意識や『人生 100 歳時代』
における「『時間』の充実」に向けて注力すべき分野を示すとともに、あらかじめ各論の要旨を
紹介する。その上で、「Ⅱ．事例からみた『人生 100 歳時代』への対応」では、「①学ぶ」・「②
働く」・「③地域」の３つの領域における先進的・特徴的な事例等を紹介し、そこから抽出される
課題等について整理する。 

また、「補論１」では、『人生 100 歳時代』に適合した社会を既にある程度構築しているとみ
られる北欧諸国の社会システム、「補論２」では、高齢者の就業意欲と雇用機会、そして「補論
３」では、地域貢献・社会活動のインセンティブ作りの考え方について、それぞれ簡単に触れる。 

今回の調査報告が、『人生 100 歳時代』に適応した政策を形成したり、企業・団体等と協働し
て事業を実施したりする上での一助となることを期待している。 

                                                   
1 本県においては、『人生100歳時代の設計図』というテーマの下で、県民や関係団体との対話を深めつつ、
個々人の意識改革と社会環境整備に向けて様々な政策を検討している。最近の関連施策の検討・実施状況につ
いては、県ホームページあるいは『神奈川県における「人生100歳時代の設計図」の取組み』（当ジャーナル掲
載）参照。 
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Ⅰ．総論 

第１章 「人生 100 歳時代」における課題―時間の充実― 

１．基本的な問題意識 

（１）『人生 100 歳時代』からイメージされる社会課題 

わが国は高齢化社会になって久しく、最近生まれた子どもの平均余命は90歳を超えることが予
想される2など、『人生100歳時代』がすぐそこに到来しているといっても過言ではない。 

こうした『人生100歳時代』という言葉からイメージされる課題は、高齢者の健康増進、社会

保障制度の持続性から、働き方改革、人材育成や地域コミュニティの再生、さらにはまちづくり

に至るまで、実に多彩である（【図表Ⅰ－1】）。 

【図表Ⅰ-１】『人生 100歳時代』からイメージされる様々な課題 

このように『人生100歳時代』を巡っては様々な課題があるが、これらを便宜上整理してみると、
対象分野の面では、「健康」「経済」「生きがい」「地域」の大きく４つに分けることが出来る。また、
「個人」か「社会（社会制度）」か、という観点から２つに分類することも出来よう（【図表Ⅰ－２】）。 

健康増進

地域ｺﾐｭﾆﾃｨの再生

マネープラン

年 金

生涯学習

まちづくり

世代間交流

健康増進

未病改善

地域貢献・

社会活動

社会保障制度の持続性

働き方改革・人材育成

産業創出

生 涯 現 役

就 労介護予防

介護保険制度 年金制度

医療保険制度
孤独死

働き方改革・人材育成

雇用システム

独居老人

                                                   
2 今後男女とも平均寿命は延びて、2065 年には男性 84.95 歳、女性 91.35 歳となると見込まれている（『高
齢社会白書（平成 29 年版）』）。 

特集「人生 100 歳時代」
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3 「充実した高齢生活を過ごすためには『生きがい』を持つことが大事」「生涯現役社会を作るべき」といった
趣旨で語られることは少なからずあるが、本稿ではもう少しスコープを広くとり、「『時間』の充実」を大きな
課題としている。その上で、「①学ぶ」「②働く」「③地域」の3つの領域における様々な活動を整理している。 

 

健康増進

地域ｺﾐｭﾆﾃｨの再生

マネープラン

年 金

生涯学習

まちづくり

世代間交流

未病改善

地域貢献・

社会活動

健 康 経 済 生きがいなど

個
人

社
会

社会保障制度の持続性

働き方改革・人材育成

地
域

産業創出

生 涯 現 役

就 労介護予防

介護保険制度 年金制度

医療保険制度
孤独死

雇用システム

独居老人

【図表Ⅰ-２】『人生 100歳時代』の諸課題の分類 

最近では、官民の色々な主体において『超高齢社会』・『人生100歳時代』に関する意見交換が
活発になされているが、それらは上記の諸課題のうちのいくつかに焦点を当てながら、今後の政
策対応の方向性を議論しているといえる（【BOX１】）。 

（２）個々人の『時間』の充実 

こうした中、本稿では、上記分類でいえば、「個人」という側面に軸足をおきながら、そして、

特に個々人の「『時間』の充実」という観点3から『人生100歳時代』を巡る問題を整理することと
している（【図表Ⅰ－3】）。  
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【図表Ⅰ-３】本稿のスコープ：個々人の「『時間』の充実」 

すなわち、個々人の生活に着目すると、幸福な人生を送る上では、まず「健康」という土台があ
ることが重要であることは言うまでもない。そして、「経済的基盤」も大変重要である。そうした
２つの要素をベースとした上で、次に、自分の「時間」を充実させられることが人生において大変
重要となってくる、といえる4（【図表Ⅰ―４】）。 

【図表Ⅰ-４】個々人の「時間の充実」の重要性 

 『人生 100 歳時代』 

「健康」と「経済的基盤」が重要 

 ↓ 

 （とくに高齢者生活における） 

 「時間の充実」が課題に 

このように「時間」の過ごし方は、大変重要な課題であるにも拘らず、社会保障面での課題に直
結する「健康」や「経済的基盤」といった問題に比べると、個々人が思い思いに対処すべきものと
してとらえられがち5で、社会共通の課題として必ずしも十分に議論されていないのが現状である。 

こうしたことから、本稿では、『人生100歳時代』、特に「『時間』の充実」という課題に取り組

健康増進

マネープラン

年 金

生涯学習

健康増進

未病改善

地域貢献・

社会活動

健 康 経 済 生きがいなど

個
人

生 涯 現 役

就 労介護予防

金

生涯学習

地域貢献・

社会活動
役

就 労

時間の充実

                                                   
4 本稿で取り上げている「『時間』の充実」は、本県が進めている『ヘルスケア・ニューフロンティア』(健康
寿命の延伸と新たな市場・産業の創出)の下で未病の改善が実現する中において、人生を一層充実させるための
要素である、ということが出来る。 
5 従業員を対象とした企業のライフ・プランニング研修においても、退職後の健康管理やマネープランが主た
る内容となっている。 

特集「人生 100 歳時代」

17かながわ政策研究・大学連携ジャーナルNo.12　2018.3



む方策として、「①学ぶ（学び直し）」、「②働く（働き方の見直し）」、「②地域（地域貢献・社会活
動）」の３つの領域を中心に、先進的・特徴的な事例を整理している。そして、そこから浮かび上
がる日本社会の課題や、今後の対応の方向性について概観することとしている （【図表Ⅰ―5】、
【BOX2】）。  

【図表Ⅰ-５】「『時間』の充実」を考える上での３つの領域 

【BOX１】『人生 100 歳時代』に関する主な検討会等 

 『人生100歳時代』や『超高齢社会』への対応と銘打って、色々な会議体・検討会で議論がな
されているが、議論の焦点はそれぞれ異なっており、一口に『人生100歳時代』といっても、様々
な要素を検討する必要があることが窺える。 
 例えば、自由民主党の『人生100年時代の制度設計特命委員会』は、高齢者偏重の社会保障制
度の是正に焦点を当てたものであるのに対して、首相官邸の『人生100年時代構想会議』では、
人材育成（マルチ・ステージの人生にあった「学び直し」と「人材活用」等）に力点が置かれて
いるといえる。 

   

 働 く 

 

学 ぶ      地 域 学 ぶ 地 域

働 く

会

 

健康増進

地域ｺﾐｭﾆﾃｨの再生

マネープラン

金

生涯学習

まちづくり

世代間交流

未病改善

地域貢献・

社会活動

健 康 経 済 生きがいなど

個
人

社会保障制度の持続性

働き方改革・人材育成

地
域

産業創出

生 涯 現 役

就 労介護予防

介護保険制度 年金制度

医療保険制度
孤独死

雇用システム

独居老人

「人生100年
時代構想会議」
（首相官邸）

「人生100年時代
制度設計委員会」

（自民党）

 【図表BOX１- 】『人生100歳時代』に関する主な検討会のスコープ１
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また、『人生100歳時代』『人生100年時代』という名前を冠していない場合でも、超高齢社会
への対応について議論する会議体・検討会は多数存在しており、例えば、『プラチナ社会研究会』
では、健康寿命の延伸と、超高齢社会にふさわしい産業創出が主たるテーマとなっている。 

なお、雑誌の特集号などでは、購読者の関心が高いと思われる「定年到来後の健康・医療」「年
金・マネープラン」、あるいはそれらを支える「社会保障制度の持続性」の情報を中心に掲載し
たものが多くみられる。 

 
 

【BOX２】「『時間』の充実」を巡る要素 

当然のことながら、人々の時間の過ごし方は、「①学ぶ」「②働く」「③地域」という３つの領
域だけで語りつくせるわけではない。例えば、そもそも家事や子育て・介護などに充てている
時間も非常に大きいであろうし、余暇－友人や家族と遊んだり、のんびり過ごしたりすること
等－も、人生において大きな位置を占めていることは間違いない。 

そうした中で、本稿の掲げる「人生モデル」においては、議論の単純化のために、「①学ぶ」
「②働く」「③地域」の３つの領域に絞って事例等を整理することとしている。 

 遊ぶ            
               働く     

のんびり 
する 

学ぶ                    家事 
        子育て 

地域 
 介護 
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6 以下で述べるように、（定年後の）「『時間』の充実」という課題が一番顕著に表れるのは、こうした典型的
なサラリーマン人生を歩んでいるケースであると考えられることから、代表的な類型として提示している。一
方、サラリーマンといっても人生の展開はまちまちであることは勿論のこと、専業主婦、あるいは自営業に従
事している人などにおいては、こうした類型が全く当てはまらないケースが多い点は当然留意すべきである。 
7 例えば、「定年を迎えたからには、のんびりする」ということを重視する人にとっては、定年到来後の悠々
自適の日々は十分満足できるものとなろうが、ここでは、「何かしたいのだが、やることがない」「何をしてい
いかわからない」といった思いで日々を過ごしてしまうようなケースを想定している。 

２．「人生 70 歳モデル」と「人生 100 歳モデル」 

（１）従来の「人生 70 歳モデル」（サラリーマンのケース） 

人生の過ごし方は、個々人によってまちまちであるし、決まった型に押し込めるべきでもない。
したがって、それを類型化したりすることについても慎重に考えるべきであるが、以下では、単純
化のため、典型的な日本の「サラリーマン層6」の人生モデルを想定し、議論を整理している（【図
表Ⅰ―６】）。 

この「人生70歳モデル（サラリーマンのケース）」をみると、(A)若年期には「①学ぶ」ことを中
心に過ごしたのち、新卒として就職し、転職等が仮にあったとしても、その後は概ね定年まで勤務
することが一般的である。また、(B)働き盛りには、「②働く」ことが中心となることから、「①学
ぶ」・「③地域」に時間を振り向ける余裕のないケースが多いとみられる。 

そして、(C)定年到来時には、「②働く」要素が急激に縮小する一方、それまでの「②働く」領
域以外での活動の蓄積もなかったことから、「①学ぶ」・「②地域」といった領域を充実させるこ
ともなかなか難しい。こうしたことから、定年を迎えたサラリーマンについては、長い高齢生活に
おいて日常生活の中心となる活動領域を明確にもつことに苦労する7、といった状況が生まれがち
である。 

＜若年期＞    ＜働き盛り＞   ＜「余生」＞ 

 

 

  学 ぶ 

 

        地 域 

 

 

 

    働 く 

 

     

 

 

 

 

 

 

【図表Ⅰ-６】従来の「人生70歳モデル」（サラリーマンのケース） 
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（２）目指すべき「人生 100 歳モデル」 

平均寿命が今よりも相当短かった数十年前であれば、定年退職後の人生を「老後」・「余生」と捉
えても概ね差支えなかったが、しばしば言われているように、『人生100歳時代』を迎えつつある
わが国では、定年後の人生が既に相当長くなっている。こうしたことから、人生全体の時間、とり
わけ長い高齢生活を充実させていくためには、典型的な日本の「サラリーマン層」も含め、これま
でとは異なる新しい「人生の設計図」を念頭に置きながら過ごしていくことが必要となってきて
いる（【図表Ⅰ―7】）。  

【図表Ⅰ-７】目指すべき「人生100歳モデル」 

「（目指すべき）人生100歳モデル」を概観すると、まず、(A)若年期を「①学ぶ」ことを中心に
過ごす点は、従来と変わらないとしても、新卒として採用されたあと、長期に亘り働き続けること
ばかりではなく、「②働く」と「①学ぶ」との間を行き来することがもっと当たり前になっていく

＜若年期＞    ＜働き盛り＞  ＜「余生」＞ 

 

 

  学 ぶ 

 

        地 域 

 

 

 

    働 く 

 

     

 

 

 

 

 

 

＜若年期＞ ←行き来→ ＜働き盛り＞

 

 

  学 ぶ 

 

 

       地 域 

 

 

    働 く 

 

   

学 ぶ    地 域 

 

 

    働 く 

     

 

学 ぶ   

 地 域 

 

＜充実した高齢者生活＞
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とみられる8。 

また、(B)働き盛りには、「②働く」ことが日常生活の中心となること自体はこれまでとさほど変
わらないとしても、「①学ぶ」・「③地域」といった領域にも十分時間を振り向ける余裕をもち9、多
様な活動をしていく姿が考えられる。 

そして、(C)高齢になった際には、定年到来時に突然「②働く」という領域を失うのではなく、
本人の能力や希望等に応じた何らかの仕事を継続する一方、個々人が自分自身の価値観にあった
かたちで「①学ぶ」「③地域」といった領域を含めて、様々な活動をバランス良く展開させている
ことがイメージされる。 

このように、「人生70歳モデル」を「（目指すべき）人生100歳モデル」に変えていくということ
は、「一人ひとりが、『①学ぶ』『②働く』『③地域』という３つの領域の大きさを変えていきながら、
その人の価値観にあったかたちで一段とバランスのとれた人生にしていくこと」だと言える。 

個々人が、自分自身にとって最適な「人生100歳モデル」を実現していくことは、決して簡単で
はないが、(1)まずは一人ひとりが、長くなった人生の過ごし方について日頃から考えるようにす
る（「意識改革」）とともに、(2)個々人が思い思いの人生を送れるように、教育制度や雇用システ
ムを含め、社会全体を変革していくこと（「社会環境の整備」）が必要となろう。 

なお、以下では、このうち、主に「(2)社会環境の整備」部分を中心に、事例の収集・整理並び
に今後の課題等について概観している。 

                                                   
8 例えば、北欧諸国では、高校を卒業して一旦就職してから大学に入ったり、働き盛りが退職して学生に戻っ
たりすることは稀ではなく、大学入学者の平均年齢は 25 歳以上である（【補論１】参照）。 
9 所謂「働き方改革」では、勤務時間帯や場所を柔軟に選択できるようにするとともに、全体の勤務時間も減
らすことを中心に議論がなされているが、本稿では、そうした改革を通じて生まれた心身のゆとりの使い方―
「①学び」「③地域」等に振り向けていくこと―に軸足を置いて、調査・分析している。 
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第２章 「人生 100 歳時代」の充実に向けた注力分野とその課題 

１．５つの注力分野 

「人生70歳モデル」を「（目指すべき）人生100歳モデル」に変えていくためには、様々な社会
慣行の改変や関係主体による新たな工夫が必要となるが、上述の３つの領域（「①学ぶ」「②働く」
「③地域」）は相互に関連する部分もあることから、本稿の第Ⅱ部では、参考となる先進的な事例
等を「１．学ぶ→働く」、「２．学ぶ→地域」、「３．働く→地域」（現役世代）、「４．働く」（高齢者）、
「５．地域」という５つの注力分野10に纏め、収集・整理している（【図表Ⅰ―８】）。  

【図表Ⅰ-８】「人生100歳モデル」の実現に向けた注力分野 

領域 注力分野 内容 

学ぶ 

(0．学ぶ) （生涯学習や一般教養を深める学び） 

１．学ぶ→働く 学んだことを活かして働く 

２．学ぶ→地域 学びを地域貢献・社会活動に活かす 

働く 
３．働く→地域 現役の働く余力を地域貢献・社会活動に充当する 

４．働く 高齢者が働く機会を増やす 
地域 ５．地域 地域貢献・社会活動の機会を増やす 

２．各々の注力分野の視点と課題 

上記注力分野別に、それぞれの視点と、先進的な事例から窺われる最近の動きや今後の課題につ
いて予め概観すると、以下のとおりである。 
                                                   
10 所謂生涯学習や一般教養を深める学びといった「①学ぶ」要素自体を大きくする様々な活動も、時間の充
実を図る上で大変重要であることは言うまでもない。ただ、これら活動については、既に様々な団体において
幅広い取組みがなされていることから、以下では『人生100歳時代』を作っていく上で参照する先進事例とし
ては明示的に取り上げていない。 

１１．．学学ぶぶ→→働働くく ２２．．学学ぶぶ→→地地域域  ３３．．働働くく→→地地域域 ４４．．働働くく ５５．．地地域域 

   働く   

          

学ぶ        

  

地域 

            

     働く 

学ぶ      

  

    地域  

            

      働く  

                          
学ぶ    

地域  

  

    働く  

                      

学ぶ          

地域 

            

働く 

        
学ぶ    

        

      地域  
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（１）「１．学ぶ→働く」（現役世代、高齢者） 

（視点） 

「学ぶ」ことはそれ自体が喜びでもあり、これまでも生涯学習制度や一般教養を深める講座な
ど、社会人の学びを充実させるための様々な取組みがなされてきている。 

一方、長期に亘る高齢生活を想定すると、「①学び」が「②働く」・「③地域貢献・社会活動」と
いった他の活動と一段と有機的に繋がるようにしていくことも重要である。 

このうち、まず「１．学ぶ→働く」（学んだことを活かして働く）という分野についてみると、
『人生100歳時代』においては、(A)現役世代は、「学び」によって、今の仕事の中でのステップ・
アップや知識のブラッシュ・アップをしたり、転職・起業・再就職に直接役立つような知識を得た
りすることが一層求められる。 

また、(B)高齢者についても、これまでのように一般教養を深めることを中心とした「学び」だ
けではなく、新たな就業につながる「学び」にも焦点を当てていくことが重要となろう（【図表Ⅰ
―9】）。 

（先進的な事例から窺われる最近の動きと今後の課題） 

この「１．学ぶ→働く」（学んだことを活かして働く）の分野における先進的・特徴的な事例を
みると、現役・高齢者向けのいずれについても「就業等に繋がる学び直し」の機会を作ろうとする
動きは、いくつかの大学・自治体等で実践されている。 

もっとも、わが国の雇用システムの下では、社会人の「学び直し」はどちらかというと、一般教
養を深めることを中心になされてきたこと、また雇う企業側でも「学び直し」をした人材をきちん
と評価する仕組みを十分に整えてきていないことから、「学んだことが仕事に直結する」というル

【図表Ⅰ-９】「１．学ぶ→働く」（学んだことを活かして働く）

 働 く 

 

 

学 ぶ 
   地 域      

《《現現  役役》》  

・・仕仕事事にに必必要要なな知知識識ののブブララッッシシュュ・・アアッッププ  

・・転転職職・・起起業業・・再再就就職職へへのの活活用用  

《《高高齢齢者者》》  

・・新新たたなな就就労労へへのの活活用用  

【【今今後後のの課課題題】】  

現現  役役：：スステテッッププ・・アアッッププ、、転転職職等等にに直直結結すするる講講座座

のの充充実実  

高高齢齢者者：：「「新新たたなな就就労労にに繋繋ががるる学学びび」」ののルルーートトのの開開拓拓  
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ートは依然大変細く11、今後かなり強化していく余地がある。 

具体的には、(A)現役世代については、ステップ・アップ、転職等に直結する講座の一段の充実
が必要であり、(B)高齢者にとっても、新たな就労に繋がる学びのルートの開拓が望まれる。 

（２）「２．学ぶ→地域」（現役世代、高齢者） 

（視点） 

「２．学ぶ→地域」（学びを地域貢献・社会活動に活かす）という分野についてみると、(A)現役
世代では、「学ぶ」ことによって地域貢献・社会活動そのものへの関心を持つとともに、そうした
「学び」が、仕事以外の場所で充実した活動をすることに繋がっていくことが望まれる。 

また、(B)高齢者も、「学び」によって、地域社会の課題などを知るとともに、「学び」の場を通
じて得られた新たな仲間と一緒になって地域貢献・社会活動を一段と行うようになることが望ま
れる（【図表Ⅰ―10】）。 

（先進的な事例から窺われる最近の動きと今後の課題） 

この「２．学ぶ→地域」（学びを地域貢献・社会活動に活かす）の分野における先進的・特徴
的な事例をみると、高齢者については基礎自治体の多くで様々な学びの機会を提供しており、そ
こから地域貢献・社会活動へと繋げる工夫が成功している。 

一方、現役世代については、「地域貢献・社会活動」に縁遠く、そのための学びの場への参加
者も大変少ない状況にある。今後は、そうした現役世代を対象とした「学び直し」の機会の拡充
が望まれる。 

【図表Ⅰ-10】「２．学ぶ→地域」（学びを地域貢献・社会活動に活かす） 

    働 く 

学 ぶ    

 

地 域 

      

《現 役》 

・地域貢献・社会活動への参加のきっかけに 

《高齢者》 

・新たな仲間と地域貢献・社会活動に一段と参加 

【今後の課題】 

現 役：「地域貢献・社会活動」に繋がる学び直し

の機会の拡充 

                                                   
11 北欧では、必要なときにはいつでも学び直しができる「ライフロング・ラーニング」の仕組みが出来ており、
それがスキルアップや新たな就業・起業にも直結している（【補論１】参照）。わが国においても、雇用者側が
「学び直し」を積極的に評価するような社会システムを整える必要がある。 

特集「人生 100 歳時代」
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（３）「３．働く→地域」（現役世代） 

（視点） 

現役世代が「②働く」ことについては、「働き方改革」の旗印の下で、様々な取組みが検討・実
施されてきているが、「『時間』の充実」という観点からは、こうした改革を踏まえて、一人ひとり
が早い時期から「③地域」に携わるルートを太くしていくことが一層必要となる。 

実際にこれを実現していく上では、まず企業の積極的な対応が重要となる。例えば、(A)企業が、
従業員向けの研修等を通じて、個々人の地域活動の重要性についての理解醸成を図る、あるいは
(B)人事制度の見直しなどを通じ、従業員が地域貢献・社会活動等をしやすいような職場環境を作
る、といった対応が重要であると考えられる。 

また、中間支援組織12や自治体等の役割も重要であり、例えば、(C)個人がプロボノ13のような活
動をしていく上で、中間支援組織や行政等が協力しながら情報提供や具体的なマッチングをすす
めるなど、様々なかたちで支援することが考えられる（【図表Ⅰ－11】）。 

                                                   
12 業務時間外に社会貢献したいとする社会人と、そうした社会人のスキル等を必要とするNPOや地域活動団
体とを結びつける組織を指す（Ⅱ．第２章参照）。 
13 一般に「社会人が仕事上専門的な知識や経験を提供するボランティア活動」を指すことが多い（Ⅱ．第２章
参照）。 

【図表Ⅰ-11】「３．働く→地域」（現役の働く余力を地域貢献・社会活動に充当する）
 

働  く  

  

学 ぶ   

  

  地  域  

            

《《現現  役役》》  

・・働働くく余余力力をを地地域域貢貢献献・・社社会会活活動動にに充充当当すするる  

①①企企業業：：従従業業員員のの意意識識改改革革  

②②企企業業：：人人事事制制度度のの見見直直しし、、従従業業員員のの地地域域・・社社会活動

等等のの支支援援  

③③中中間間支支援援組組織織・・自自治治体体等等：：ププロロボボノノ・・そそのの他他の活動

のの支支援援ややママッッチチンンググ  

【【今今後後のの課課題題】】  

現現  役役：：従従業業員員のの地地域域貢貢献献・・社社会会活活動動（（ププロロボボノノ・・その他

のの活活動動））にに対対すするる企企業業・団体等の 支支援援・・仲仲介介機機

能能のの強強化化  
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14 北欧では、「働くのはあくまで生活の糧のため」という勤労観にあり、社会保障制度が整備されているこ
とと相俟って、高齢者は比較的早く引退して「③地域」等の領域で幅広く活躍することがより一般的。この
ため、65歳以上の就業率も低い（【補論１】参照）。 

（先進的な事例から窺われる最近の動きと今後の課題） 

この「３．働く→地域」（現役の働く余力を地域貢献・社会活動に充当する）の分野における先
進的・特徴的な事例をみると、雇用者側が、従業員が積極的に地域貢献・社会活動に参加するよう
に後押しする動きや、またそれを支援する中間支援組織の動きも見られ始めている。 

しかし、まだまだそうした動きはごく一部に留まっていることから、企業及び中間支援組織等
による支援に広がりが出ることが望まれる。また、それを行政が側面支援することも必要となる。 

（４）「４．働く」（高齢者） 

（視点） 

高齢者については、働くことばかりが「『時間』の充実」に繋がるわけではない14。しかし、わが
国においては「自分の経験・蓄積を活かし、働くことを通じて社会に引き続き貢献したい」と考え
ている健康な高齢者が大勢いる一方、これまでの雇用システムにおいては、高齢者の能力や体力
に見合った適切な就業機会が十分提供されてきていないのも事実である（高齢者の就業意欲と雇
用機会については【補論２】参照）。 

高齢者の就業が広がるためには、日本的雇用システム、雇用制度の見直しが重要な要素となる。
具体的には、企業側において、(A)定年年齢の引き上げや定年制度そのものの廃止、あるいは、再
雇用年齢の上限を引上げといった対応がポイントとなる。また、(B)高齢者に限った雇用形態では
ないが、短時間雇用がより一般化することで、高齢者雇用の機会が広がると考えられる。 

また、 就業者のうち多くの割合を占めるホワイト・カラー層については、それらの持つスキル
やノウハウを活かしたいとする就業ニーズと、雇用者側が高齢者に求める人材とのミスマッチが
みられる。 

そうしたことから、(C)高齢のホワイト・カラー層については、企業、中間支援組織、そして自
治体等が協力しながら、就業・転職に関する一段の情報提供を行ったり、マッチングをすすめるこ
となどが有効と考えられる（【図表Ⅰ－12】）。 

特集「人生 100 歳時代」
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15 人生100歳時代にふさわしい地域社会を作るためには、現役世代が「早くから」参加することが非常に重要
である（『「人生100歳時代」にふさわしい地域社会の構築に向けて』神奈川県 政策研究・大学連携センター （当
ジャーナル掲載）参照）。 

（先進的な事例から窺われる最近の動きと今後の課題） 

この「４．働く」（高齢者が働く機会を増やす）の分野における先進的・特徴的な事例をみると、
定年年齢の引き上げなどを通じて高齢者雇用を積極化する動きは徐々に見られ始めている。 

しかし、そうした事例は、①人手不足の企業や、②年功賃金を廃止するなど高齢者を雇用しやす
いような賃金体系を既に導入している企業等に限られており、今後こうした動きの裾野が広がる
ことが望まれる。特に、就業ニーズとのミスマッチの多いホワイト・カラー層の雇用の積極化が必
要となっている。 

（５）「５．地域」（現役世代、高齢者） 

（視点） 

「地域貢献・社会活動」については、年齢層を問わず、参加する人々は熱心であるし、こうした
活動が盛んな地域は少なからずみられてはいる。しかし、こうした活動に無関心であったり、ある
いは参加することの敷居が高いと感じたりして、なかなか進んで参加しようとしない層は引き続
き大勢存在している。こうしたことから、上述の「２．学ぶ→地域」（学びを地域貢献・社会活動
に活かす）、あるいは「３．働く→地域」（現役の働く余力を地域貢献・社会活動に充当する）、と
いったルートを太くしていくこととともに、地域貢献・社会活動そのものに参加しやすい環境を
作っていく必要がある。 

具体的には、(A)現役世代については、なによりもこうした活動に早期から参加する15ように、活
動にかかる情報の提供、参加の機会作りやインセンティブ付けなどをしていくことが重要となる。 

【図表Ⅰ-12】「４．働く」（高齢者が働く機会を増やす） 

    働  く  

  

学 ぶ   

          地 域 

《《高高齢齢者者雇雇用用》》  

①①定定年年延延長長・・定定年年廃廃止止、、再再雇雇用用年年齢齢上上限限引引上上げげ  

②②短短時時間間雇雇用用  

③③ホホワワイイトト・・カカララーーのの就就業業・・就就職職  

【【今今後後のの課課題題】】  

企企業業・・行行政政：：雇雇用用全全般般、、特特ににホホワワイイトト・・カカララーー

層層のの雇雇用用のの機機会会のの拡拡充充  
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また、(B)高齢者についても、参加に消極的な層が確実に存在することから、そうした人々に対
して参加のきっかけを幅広く作っていくことが重要である（【図表Ⅰ－13】）。 

（先進的な事例から窺われる最近の動きと今後の課題） 

この「５．地域」（地域貢献・社会活動の機会を増やす）の分野における先進的・特徴的な事例
をみると、各団体・自治体では、参加の裾野を拡大するためにいろいろな工夫はしてきている。 

もっとも、現役世代・高齢者問わず、活動に参加するメンバーが限られているという声は依然強
い。こうしたことから、参加に消極的な層へのより効果的なアプローチが必要となっている（人々
の地域貢献・社会活動を促進する「インセンティブ」については【補論３】参照）。 

３．今後の課題（まとめ） 

 このように、官民で様々な先進的・特徴的な取組みはみられるものの、こうした動きは依然一部
に留まっているといえる。 

こうしたことから、特に下記５つの分野を中心に、残された課題を解決していきながら、『人生100
歳時代』にふさわしい社会システムを作っていくことが望まれる（【図表Ⅰ－14】）。 

【図表Ⅰ-13】「５．地域」（地域貢献・社会活動の機会を増やす） 

  働 く 

学  ぶ   

    地 域 

      

 

《現役世代》 

・地域貢献・社会活動への早期参加促進 

《高齢者》 

・消極的な層の参加促進 

【今後の課題】 

参加に消極的な人向け（特に現役世代）：効果的

なアプローチ（インセンティブ作り） 

特集「人生 100 歳時代」
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【図表Ⅰ-14】今後の主な政策課題 

 課 題 

０．意識改革全般 推進主体（市町村、企業等）の裾野の拡大 

１．学ぶ→働く ステップ・アップ、新たな就労に繋がる学び 

２．学ぶ→地域（現役） 地域活動・社会活動に繋がる学び 

３．働く→地域（現役） プロボノ、その他活動への支援・仲介 

４．働く   （高齢者） 特にホワイト・カラー層の雇用機会拡充 

５．地域 インセンティブ作り 
 

なお、上記の諸課題はいずれも相互に繋がりを持っており、単独で解決するというよりは同時並
行的に改善していくことが必要となると考えられる。 

例えば、柔軟な働き方が実現し、中高年の転職等がもっと一般的になっていく中で、(1)現役世代・
高齢者を問わず、学び直した内容を雇用者が積極的に評価する土壌が生まれるであろう（「１．学ぶ
→働く」）し、そうした中で(2)高齢者雇用ももっと盛んとなり（「４．働く」）、(3)現役世代が「働く」
以外の領域に積極的に関与する余地も増えてくる（「３．働く→地域」）であろう。 

また、(4)様々なインセンティブが効果的に発揮されれば地域貢献・社会活動をする裾野が広がる
こととなり（「５．地域」）、(5)そうした活動に必要な学びをする層も厚くなる（「２．学ぶ→地域」）
と考えられる。 

こうした今後の主な政策課題を、世代別に改めて図示してみると、以下のとおり（【図表Ⅰ－15】）。 
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【図表Ⅰ-15】世代別にみた今後の主な政策課題 

【現役世代】 

【人生 70歳時代】⇒       今後の主な政策課題   ⇒ 【人生 100歳時代】 

 

   働  く  

 

     

学ぶ        地域  

 

働  く  

  

学  ぶ                地  域   
 

    働  く 

   

学   ぶ     地  域 

 

 

【高齢者】 

【人生 70歳時代】⇒         今後の主な政策課題   ⇒ 【人生 100歳時代】 

   働く  

     

学ぶ      地域  

 

 

            働く  
     

 

学  ぶ                地  域   

 

      働く  
     

 

学  ぶ      地  域  

 

特集「人生 100 歳時代」
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Ⅱ．事例からみた「人生 100 歳時代」への対応 

第１章 学び直し 

１．基本的な考え方 

「学び直し」や「生涯学習」については、これまで高齢者を中心にして主に「一般教養を深める」
ことを柱に様々な学習機会の充実が図られてきた。こうした一般教養等を深める「生涯学習」は、個
人の楽しみや勉学意欲に応えることにより、生きがいの創出、ひいては心身の健康増進にも繋がる
ものであることから、今後とも充実していくべきである（【図表Ⅱ－１】のA部分。大学における生
涯学習機会の提供状況は、【BOX３】）。 

一方、『人生100歳時代』を踏まえた「『時間』の充実」という観点からは、これからは、(1)高齢

者においても、新たな就業（「学ぶ」→「働く」）や地域貢献（「学ぶ」→「地域」）など、さらなる活

動につながる学び直しが重要となる（【図表Ⅱ－１】のB・C部分）。 

また、(2)現役世代についても、早い時期から「学び直す」ことによって、①仕事に直接役立つよ

うな知識を得たり（「学ぶ」→「働く」）、あるいは②仕事以外の場所でも充実した時間を過ごすこと

（「学ぶ」→「地域」）に繋がる機会を拡充したりすることが一層重要となる（同。現役世代の学び直
し意欲については、【BOX４】）。 

こうしたことから、以下では、個々人の「『時間』の充実」という観点から、現役世代・高齢者双
方を対象として、(1)「学ぶ→働く」（学んだことを活かして働く）、および、(2)「学ぶ→地域」（学

びを地域貢献・社会活動に活かす）を軸に、先進的・特徴的な事例等を抽出・整理し、その特徴や成
果、そして、そこから窺われる今後の課題についてみていくこととする（【図表Ⅱ－2】）。 

【図表Ⅱ-１】「学び直し」の意義 

AA．．学学ぶぶ（（一一般般教教養養））  BB．．学学ぶぶ→→働働くく CC．．学学ぶぶ→→地地域域  

   働く 

          

学学ぶぶ    

  

  

地域      

   働く  

          

学ぶ        

  

  

地域 

            

     働く 

学ぶ      

  

  

    地地域域  
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【図表Ⅱ- ２】「人生100歳時代」の時間の充実に向けた注力分野（「学ぶ」） 

【BOX３】大学による生涯学習機会の提供 

大学は、地域や社会の「知の拠点」として、課題解決に向けた積極的な貢献が求められており、
具体的には、公開講座（市民講座）の開催をはじめ、社会人学生の受け入れなど、地域住民に対
する学習や学び直しのための様々な機会を提供している（【図表BOX３－１】）。 

【図表BOX３-１】大学における公開講座の位置付け 

 

 

 

 

 

（出所）「公開講座の実施が大学経営に及ぼす効果に関する調査研究」（文部科学省） 

このうち、公開講座は、ほぼ全ての大学16において開設しており、学生数を多く抱え、多様な
学部を擁する大学等を中心に、年間100講座以上を開催している大学も多数みられる（県内大学
の取組み状況については、参考２参照）。 

〇 大学の知の開放 

〇 地域の生涯学習機関の中核 

〇 生涯学習推進人材の育成 

〇 社会人・卒業生の学び直し 

                                                   
16 公開講座を開設している大学は、調査対象となった741大学のうち95％にのぼる（「開かれた大学づくりに
関する調査研究」文部科学省、平成27年度）。 

【学ぶ→働く】 

  働く 

     

学ぶ    

地域 

 

 

 

 

 

 

【学ぶ→地域】 

   働く 

学ぶ   

  地域 

      

 

 

 

 

 

  

【現役世代】

①学びによるブラッシュアップ
②起業・再就職向けのプログラム

【高齢者】

③学んだ内容を活用した新たな

就労機会の獲得

【現役世代】

①学びが社会活動のきっかけに

【高齢者】

②学び直しから、新たな仲間ととも

に地域・社会活動に参加

（１）学んだ 

ことを活か 

して働く 

（２）学びを 

地域貢献・ 

社会活動 

に活かす 
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このほか、大学内に社会人の生涯学習専門の組織を有して、多数の受講者に対して数百の講座
を提供している大学もみられる（例．早稲田大学エクステンション・センター、明治大学リバテ
ィ・アカデミー）。 

また、社会人が一般の学生向けの授業等を履修できる制度としては、多くの大学で、①社会人
特別選抜入試、②科目等履修生といった制度を導入しているほか、③聴講生、④昼夜開講17、⑤
長期履修学生18といった制度を導入している大学もみられる（【図表BOX３－２】。県内大学の取
組み状況については、前掲参考２参照）。 

【図表BOX３-２】社会人向け生涯学習制度（大学の一般カリキュラムの履修） 

 

 

 

 

 

 

この中で、近年は、特に高齢者が受講しやすいように聴講生制度を整備する動きもみられ
ている。 

▼湘南工科大学：希望の科目を自分で選択して一般の大学生と同じ授業を受講できる制度（「アカ 
デミックパス」）を実施（2004年度～）。従来の聴講生制度と異なり、年齢や学 
歴などの条件をなくした。  

▼相模女子大学：年齢や学歴を問わず、大学で開講されている科目から希望に合わせ何科目でも 
聴講できる仕組み（「まなびのパスポート」）を導入（ 2013年度）。  

 

  

①社会人特別選抜入試 

②科目等履修生 

③聴講生 

④昼夜開講 

⑤長期履修学生 

                                                   
17 １つの学部や研究科の中に昼間主コース、夜間主コースを設け、どちらのコースでも同じカリキュラムの授
業を行う制度。夜間主コースに所属する学生は、主に平日の夜間や週末に授業を受けることにより必要な単位
を取得することができる。 
18 社会人などを対象に、通常の年数（学部：４年、修士課程：２年）を超えた期間でのカリキュラムの履修を
予め認める制度。 
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19 一度社会人になった後に、大学等において「学んだことがある（現在学んでいる）」、「学んだことはないが、
今後は学んでみたい」と答えた者に質問したもの。 

【図表BOX４-１】「学び直しをしたい」と考える社会人の割合（％） 

 
（出所）「平成 27 年度 教育・生涯学習に関する世論調査」（内閣府(2016)）を改変 
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【BOX４】 現役世代における学び直しの意欲 

現役世代における学び直しの意欲は高い。例えば、「学び直しをしたい」と考える比率は
６割にものぼり、高齢者（同４割弱）よりも有意に高い（【図表BOX４－１】）。 

また、学び直しの分野をみると、一般教養を深める学びばかりでなく、より実践的な学び
（「今の仕事におけるスキルのブラッシュ・アップ」や「就職や転職の準備」向け）への関心
も相当高い（【図表 BOX４－２】）。 

【図表BOX４-２】「学び直し」をしたい理由19（％、複数回答） 

（出所）「平成 27年度 教育・生涯学習に関する世論調査」（内閣府(2016)）を改変 
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【図表Ⅱ-３】「学ぶ→働く」（学んだことを活かして働く）【現役世代】 

 

 

 

 

【現役世代】

①学びによるブラッシュ アップ
②起業・再就職向けのプログラム

（１）学んだことを 

活かして働く 

 

 

・

２．先進的な事例等からみた特徴 

（１－１）「学ぶ→働く」（学んだことを活かして働く）【現役世代】 

現役世代を対象とした「学ぶ→働く」（学んだことを活かして働く）の取組みをみると、勤労し
ながら大学卒業資格を得ることでステップ・アップしたいと考える社会人を主たる対象に、大学
で夜間部（二部）を開設している事例は以前からみられるが、近年では、①より高い専門性を学び、

スキルのブラッシュ・アップを図るためのプログラムや、②起業や新たな職を得ることを目的と

したプログラムなどもみられている（【図表Ⅱ－３】）。 

 

 ① 学びによるブラッシュ・アップ 

現在の仕事に活かせるスキルのブラッシュ・アップを図るためのプログラムとしては、企業の
幹部候補生など、高いスキルを持つ者を対象とした高度な内容のプログラムが目立っている。 

▼技術経営(MOT)系の講座（東京工業大学） 

東京工業大学では、次世代の企業経営を担う社会人等を対象として、経営技術（MOT: 
Management of Technology）に関する大学院レベルの講座（キャリア・アップ技術経営プロ
グラム、CUMOT）を 2008 年度より開催。実務との関連を意識し、産業界で活躍する人々が
必要とするカリキュラムを提供。 

▼経営幹部候補生向けの講座（東京大学、早稲田大学） 

東京大学では、組織の経営幹部候補生を対象とした、マネジメントの知識や教養など高いレ
ベルの総合能力を備えた人材を育成するためのプログラム（エグゼクティブ・マネジメント・
プログラム、EMP）を 2008 年より提供。受講者は、大学教員や世界で活躍するプロフェッシ
ョナルから講義を受け、世界で通用する課題解決力を修得するとともに、卒業後も強い絆を持
った同窓生として交流を続けている。 

早稲田大学では、企業の幹部候補生等を対象に、実践的研修プログラムや各主体が交流する「場」
を提供することにより、次世代のリーダーを育成する事業（WASEDA NEO）を 2017 年に開始。
社会のニーズに応え、グローバル規模にイノベーションを起こすパイオニアの育成をめざしてい
る。 
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20 通信制で履修する学部生（約16.3万人）のうち、約６割は30-50代となっている（「平成28年度学校基本調
査」、文部科学省）。 

② 起業・再就職向けのプログラム 

一方、起業・再就職向けのプログラムとしては、起業家を育成するビジネス・スクールや、離
職者の再就職を支援する大学のリカレント教育課程の取組みがみられる。 

▼ソーシャル・ビジネス向けの起業プログラム（NPO 法人社会人起業大学） 

社会人起業大学（2010年設立）では、社会課題を解決するためのソーシャル・ビジネスを
中心とした起業家を育成するための学習プログラムを提供。ビジネスプランを創る、ビジネス
モデルをブラッシュ・アップする、事業を軌道に乗せるなどの目的にあわせたクラスを展開。 

▼再就職支援の講座（日本女子大学） 

日本女子大学では、育児等で離職した女性を対象として、１年間のキャリア教育を通して技
能や知識を養い、再就職を支援するプログラム（リカレント教育課程、2008年～）を提供。
英語、ITや会計等のビジネスに特化したカリキュラムを提供し、就職説明会など再就職先の斡
旋も実施。 

このように、現役向けの「学び→働く」のプログラムは近年いくつか作られてきているが、対象

層を絞ったものが多く、一般の社会人が広く参加してスキルの向上や起業・転職準備に活かせる

ような学び直しの機会は依然限られているといえる。 

こうした中で、年代を問わず門戸を広く開けている通信制の大学では、永年に亘って現役世代
が多数履修してきており20、資格取得と明確に結びついたいくつかのプログラムについては、ステ
ップ・アップや転職等に活かされてきている。 

もっとも、通信制大学で提供しているその他の履修科目・プログラムについては、履修した内容

が雇用者側において必ずしも積極的に評価されるものとはなっておらず、「学び直したことが、ス

テップ・アップや転職等に直結しない」という現役世代における学び直しの課題が浮き彫りにな
っている。 

▼履修証明制度を活用したプログラム（放送大学） 

放送大学では、文部科学省が 2007 年に導入した履修証明制度を活用した科目群履修認証制
度（「放送大学エクスパート」）を提供。特定の科目群（28 プラン）の履修により体系的な学
習を行ったことを証明する独自の制度であり、社会人等の多様なニーズに応じた学習機会を
提供することを目的としている。本プログラムについては、企業側の認知度をどのように高め
ていくかが課題となっている。 

特集「人生 100 歳時代」
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（１－２）「学ぶ→働く」（学んだことを活かして働く）【高齢者】 

一方、高齢者を対象とした「学ぶ→働く」の取組みをみると、特定分野においては、新たな就労

につながるような教育プログラムがわずかながらみられる（【図表Ⅱ－4】）。 

【図表Ⅱ-４】「学ぶ→働く」（学んだことを活かして働く）【高齢者】 

▼僧侶育成プログラム（正眼短期大学） 

正眼短期大学では、定年退職後のシニア世代を対象に、僧侶になるために必要な知識を身に
付ける教育プログラムを提供。２年～２年半の学習（坐禅、授業等）を経て、実際に僧侶とし
て就職するケースが若干みられている。 

▼園芸・造園に関する講座（東京農業大学） 

東京農業大学では、シニア世代を対象として、園芸や造園の知識と技能の習得を図る場とし
て講座（グリーンアカデミー）を開講。修了後には公園や庭園などの管理やガイド等で活躍す
る受講生もみられている。 

もっとも、こうした高齢者の「新たな就労に繋がっている学び直し」の事例はまだまだ少ないと
言わざるを得ず、「学ぶ→働く」に資するプログラムは現役世代以上に極めて限られている。これ
は「高度の学び直し」を修了した高齢者が雇用される機会自体が現実には殆ど存在しないことが

背景にあることから、高齢者の雇用機会拡充の課題と同時に解決していくべき問題である。 

なお、大学では、一般的な履修プログラムにおいてもシニアを対象とした入学の機会を提供す
る事例も近年目立っている（聴講生については、前掲【BOX３】参照）。これらは「高度な学び直
しをしたい」という高齢者のニーズに応えるものとしては、高く評価されるべき取組みであるが、
受入れ人数も極めて限られていることもあり、高齢者にとって新たな就業の機会を広げる上での
受け皿とはなっていない。 

▼シニア研究生・シニア大学院生（東京経済大学大学院） 

東京経済大学大学院では、全国に先駆けてシニア層を対象とした大学院における専門的な
教育を提供する制度を設立。50 代以上を対象として、学部卒相当の学歴を持つ勉学意欲が高
いシニア層を受け入れている。 

 

 

 

 

 
 

（１）学んだことを 

活かして働く 

 

【高齢者】

③学んだ内容を活用した新たな

　就労機会の獲得
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▼シニア学生（松陰大学） 

松陰大学では、シニアのための本格的な学び直しの機会を提供すべく、50 歳以上の神奈川
県在住者を対象として、「シニア学生」を受け入れている（2012 年度～）。４年間で所定の単
位を取れば学士号も付与される制度であり、一般学生と同じ授業・ゼミを履修する（授業料は
一般学生の 1/3 程度）。社会経験もあり、学ぶ意欲の高いシニア学生の存在は、一般学生にと
っても良い刺激となっている。 

（２－１）「学ぶ→地域」（学びを地域貢献・社会活動に活かす）【現役世代】 

次に、現役世代を対象とした「学ぶ→地域」の取組みをみると、基礎自治体を中心に、社会活動

のきっかけとなる講座や、ソーシャル・ビジネスを学ぶ講座を実施している事例がみられる（【図
表Ⅱ－５】）。 

▼地域社会に密着した講座の開催（世田谷区） 

世田谷区では、区民等を対象に、政治・社会・経済・人間など地域社会に密着した課題に関
する講座（市民大学）を開講。市民自治の担い手の育成を目的として比較的高いレベルの授業
を実施している。 

▼コミュニティ・ビジネスを学ぶ機会の提供（川崎市・専修大学大学院） 

川崎市及び専修大学大学院では、現役世代がコミュニティ・ビジネスを学ぶ機会を連携事業
として実施（KS ソーシャル・ビジネス・アカデミー。平成 28 年度で終了）。受講者は、大学
院レベルの講義を受けるとともに、地域課題の解決に取組む現場も体験。修了後には、多くの
参加者が NPO 活動やプロボノ活動を実践。 

もっとも、仕事や子育てに多忙なこともあって、こうした地域貢献・社会活動に繋がるような

講座 21に参加する人は極めて限られている。現役世代にどうやってこのような「学ぶ→地域」の
取組みに関心を持ってもらうかは、基礎自治体の共通の課題となっている。 

 

                                                   
21 現役世代では、生活が仕事中心となりがちであることから、仮に「学ぶ」ための余裕が出来たとしても、
「スキル・アップ」等のための学びが優先され、「地域貢献・社会活動」に繋がるような学びは後回しにされる
恐れが高いといえる。 

【図表Ⅱ-５】「学ぶ→地域」（学びを地域貢献・社会活動に活かす）【現役世代】 

 

 

 

 

【現役世代】

①学びが社会活動のきっかけに

（２）学びを地域貢献・ 

社会活動に活かす 
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（２－２）「学ぶ→地域」（学びを地域貢献・社会活動に活かす）【高齢者】 

一方、高齢者を対象とした「学ぶ→地域」の取組みをみると、基礎自治体を中心に、地域に密着

した話題を取り上げる講座や、新たな仲間を作りながら地域貢献に役立つ内容を学ぶプログラム

などが多数みられる（【図表Ⅱ-６】）。 

まず、基礎自治体においては、地域に住む高齢者に地元が抱える課題を学んでもらい、そこで一
緒に学んだ仲間とともに地域貢献・社会活動を行うことに積極的につなげようとする取組みが非
常に多くみられている。 

▼基礎自治体による地域活動の人材育成事業（杉並区、さいたま市） 

杉並区では、区民のシニア層を対象として、地域活動に必要な知識・技術を学ぶ講座（すぎ
なみ地域大学）を実施。修了生の約８割が、同講座で出会った地元の仲間などとともに地域活
動に参加し、協働の担い手として活躍。 

さいたま市では、60 歳以上の市民を対象に、地域社会で活躍する人材の育成等を目的とし
て、教養や地域活動に関する講座（シニア・ユニバーシティ）を実施。卒業生で校友会が結成
され、卒業後も組織的に地域活動が行われている。 

そうした中には、基礎自治体が地域の大学と連携して事業を運営するケースもみられる。 

▼自治体と大学の連携による地域活動の人材育成事業（東京都港区・明治学院大学） 

港区では、福祉系のゼミを多数有する明治学院大学に委託して、60 歳以上の区民を対象に、
地域福祉の向上や地域活動に関する講座（チャレンジコミュニティ大学）を開催。修了生は、
自主的な運営組織であるチャレンジコミュニティ・クラブに加入し、交流を維持しながら地域
活動を実施・継続している。 

また、大学単独でも、地域貢献・社会活動を行うシニア人材の育成に成功している事例もみ
られる。 

▼大学単独による地域活動の人材育成事業（立教大学） 

立教大学では、50 歳以上のシニア世代を対象に、学び直しと再チャレンジのサポートを目
的として異世代共学やゼミなど独自のカリキュラム（セカンド・ステージ大学）を提供。修了
生の地域貢献・社会活動への関心は高いことから、大学側でも「社会貢献サポートセンター」
を設置して、修了後の活動を側面支援している。 

 

 
 

【高齢者】

②学び直しから、新たな仲間と

　ともに地域・社会活動に参加

（２）学びを地域貢献・

　　　社会活動に活かす

【図表Ⅱ-６】「学ぶ→地域」（学びを地域貢献・社会活動に活かす）【高齢者】
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このように、高齢者を対象とした「学ぶ→地域」の取組みをみると、現役世代向けのそれと比べ

ると相当広がりがあり、また成功している事例も多くみられる。 

もっとも、高齢者の数が増えている中にあっては、地域貢献・社会活動を活発に行っている高齢
者は実際には限られているとの見方もある（Ⅱ．第３章参照）。こうしたことから、高齢者を対象
とした「学ぶ→地域」のルートをさらに太くしていくことで、地域貢献・社会活動に参加する裾野
を広げていくことが望まれる。 

３．今後の課題 

このように、先進的・特徴的な事例をみると、(1)「学ぶ→働く」（学んだことを活かして働く）、
および、(2)「学ぶ→地域」（学びを地域貢献・社会活動に活かす）の２分野については、基礎自治体・
大学を中心に様々な取組みが実施されている。 

特に、高齢者を対象とした「学ぶ→地域」の取組みについては、各地の基礎自治体（および大学）
が多くのプログラムを実施しており、今後とも一段と取組みが広がっていくことが期待されるとは
いえ、ここまで有効に機能してきているといえる。 

一方、下記分野については、仮に好事例があっても対象層が限られるなど、インパクトが小さく、
今後さらに強化されていくことが強く望まれる。 

（１）「学ぶ→働く」のルートの拡充【現役世代・高齢者】（【図表Ⅱ－７】） 

「学ぶ→働く」のルートの拡充は、現役世代・高齢者に共通した課題であるが、(A)現役世

代については、まず、学習機会を提供する大学等においてスキル・アップや転職等直結する講

座を一層充実していくことが望まれる。また、受け入れ側となる雇用者側においても、どうい

った学び直しの内容であれば雇用者側として評価し、そうした学び直しをした人材を活用しう

るのかについて、より明確にしていく必要があろう。 

一方、（B）高齢者に関しては、そもそも現役世代以上に就業環境が厳しい中にあっては、

「新たな就労に繋がる学びの機会」を少しずつでも増やしていきながら、学び直しが就業に繋
がる道筋をつけていく必要がある。 

特集「人生 100 歳時代」
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【図表Ⅱ-７】「人生100歳時代」からみた「学ぶ→働く」の課題 

  

（２）「学ぶ→地域」のルートの拡充【現役世代】（【図表Ⅱ－8】） 

「学ぶ→地域」の分野については、特に現役世代向けのルートの強化が必要となる。そのた
めには、まずは、(A)現役世代の参加意識を高めるための施策が重要であり、自治体等が粘り
強く情報・機会の提供を行っていくことが必要となろう。また、(B)従業員が地域貢献・社会
活動に繋がる学びを行うことについて、雇用者がより積極的に支援していくことが望ましい。 

【図表Ⅱ-８】「人生 100歳時代」からみた「学ぶ→地域」の課題 

 

もっとも、上記のいずれの課題も、「①学ぶ」という領域単独で簡単に解決することは大変難しく、

後述する「②働く」・「③地域」の領域における諸課題と同時並行的に解決していくことが必要となる
ものといえる。 

例えば、現役世代では、「②働く」環境が改善されてはじめて「①学ぶ」余力が出てくるものであると
いえよう。従業員が学ぶことに企業側が前向きになるには、その前提条件として、「業務外での学びや出
会いが企業経営上もメリットとなる」という点について広く認識されることも必要となろう。 

また、現役世代・高齢者が「学び直し」をしたあとに円滑に転職や就業ができるためには、雇用者

側が「学び直し」をした社会人を活用するような人事運営システム、社会システムを整える必要があ

る（「学ぶ→働く」と日本の雇用慣行との関係については【BOX５】、次期「教育振興基本計画」の策
定に向けた検討状況は【BOX６】参照）。 

• スキルアップや転職等に直結する講座の充実

• 雇用者側の求めるスキルの明確化

現役世代

• 新たな就労に繋がる学びのルートの開拓

高齢者

• 参加意識の醸成

• 雇用者側の支援促進

現役世代
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22 近年では、非正規雇用が非常に増えており、そうした雇用形態の下にある労働者は、転職が多い一方、通常
は、企業内教育の対象者ともならず、組織内でのステップ・アップの機会に恵まれていない。この点からも、
「学び→働く」のルートの拡充の必要性は非常に高い。 
23 学費負担の問題や、企業ニーズに合ったプログラムが大学等にないといった理由により、大学等において
学び直しを行う社会人が増えていない（平成28年度文部科学白書）。 

【BOX５】「学ぶ→働く」と日本の雇用慣行との関係 

現役世代・高齢者を問わず、「学ぶ→働く」（学んだことを活かして働く）、というルートがな
かなか太くならないのは、端的には日本の雇用慣行に原因があるといえる。 

我が国は、転職が諸外国と比べて少ない 22社会であるが、このため社会人にとっては、①「学
び直し」の場と、②「学び直し」の成果の受け皿の双方が不足する社会環境であった 23といえる
（【図表 BOX５－１】）。 

すなわち、企業の人事運営をみると、転職のために大学等で「学び直し」をした社会人が受け
入れられにくいものであった。例えば、（１）採用は新卒者が中心で、中高年を中途採用して活
用するというルートは補助的であり、このため、（２）即戦力よりも潜在能力や企業文化への適
応性が重視されがちであった。また、（３）職務上必要なスキルの習得は、企業内教育（OJT を
含む）が主体であったことから、「大学等での学び直しをした人材を活かす」という発想は弱く、
さらに（４）終身雇用制とセットとなる「定年制度」を導入していることから、高齢者の活用に
ついてもさほど熱心でないことが通常であった。 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 BOX５-１】「学ぶ→働く」と日本の雇用慣行 

 

 

 

 

 

 

 

日本型企業の雇用制度 
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一方、企業の姿勢と裏腹の関係にはなるが、大学等での教育・人材育成の仕組みも、社会人の
「学び直し」を前提とするものとなっていなかった。例えば、（１）若い学生に実社会での即戦
力を学ばせる必要性が薄かったこともあって、実学よりも教養・学術的な内容を教えることを重
視する姿勢が永年に亘って強かった。また、（２）転職するために大学等で「学び直す」社会人
がそもそも少ない中では、職務上のステップ・アップや転職等に役立つ実践的な学びの場を整備
する発想を持たないのが一般的であった。 

こうしたことから大学等での「学び直し」への企業の期待や評価は大変低く、これがさらに
「学び→働く」のルートを一層細くする、という循環をもたらしていたと考えられる。例えば、
「従業員が大学等で学ぶことは原則認めない」とする企業が少なからずみられており、その理由
としては、「本業に支障をきたすため」の次に「教育的内容が実践的でないため」が挙がってい
る（【図表 BOX5－2】、【図表 BOX5－3】）。  

【図表BOX５-２】          【図表BOX５-３】 
従業員が大学等で学ぶこと      大学等で学ぶことを認めて 
を認めているか（％）              いない理由（企業）  

（％、複数回答）   

 

（出所）「社会人の大学等における学び直しの実態把握に関する調査研究」(文部科学省(2016))を改変 
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1100..88
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特に定めていない
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もっとも、近年はこうした傾向にも変化はみられている。 

まず、企業側では、（１）中高年を中途採用して活用していこうとする傾向が強まっており、
（２）採用の際に即戦力をより求めるようになってきている。また、（３）従業員の育成も、企
業内教育の余力がなくなってきている中で、外部の力を一段と活用しようとしている。さらに
（４）労働力不足の中で、高齢者の活用についても以前よりは前向きにはなってきている（第Ⅱ
部第２章参照）。 

一方、大学でも、（１）18歳人口が減少する中で、社会人を対象とした教育にも注力をしはじ
めているほか、（２）上記実践的な教育を求める声24にこたえて、一般的な履修プログラムの見
直しも徐々に進められている。 

特に、近年では「高度人材養成のための社会人学び直し大学院プログラム」25を実施するなど、
社会人の学び直しにも積極的に取り組んでいる。 

                                                   
24 第２期「教育振興基本計画」（2013年６月策定）では、「キャリア・アップや再チャレンジを目指す社会人
など学習を必要とする全ての人々が、生涯のどの時点においても学び直し、社会で活躍できる環境を構築して
いく必要がある」としており、学びの場として大学の重要性が強調されている。 
25 大学院と産業界等が協働して、社会人の「学び直し」を全国的に推進する事業。社会人のキャリア・アップに
必要な高度かつ専門的な知識・技術・技能を身に付けるための大学院プログラムを構築し、普及する取組みを
通じて、成長分野等における高度人材養成を図るもの。  

特集「人生 100 歳時代」
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26 中央教育審議会 教育振興基本計画部会「第3期教育振興基本計画の策定に向けたこれまでの審議経過につ
いて」（2017年9月）  http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2017/

3.pdf
 

10/04/1396919_0

【BOX６】次期「教育振興基本計画」の策定に向けた検討状況 26 

中央教育審議会では、次期「教育振興基本計画」（H30～34 年度）の策定に向けて審議が進め
られており、その中で「今後の教育政策に関する基本的な方針」の一つとして、新たに「生涯学
び、活躍できる環境を整える」という項目が示されている。 

ここでは、人生 100 年時代においては、若年期に身につけた知識・技能のみで生き抜くこと
は不可能となることから、「いつでも、どこでも、何度でも学べる環境」が必要としている。特
に、社会に開かれた大学等の実現や、専修学校等における社会人の学び直しの推進が求められ
るとしている。 

また、社会教育については、今後、地域コミュニティの維持・活性化への貢献や、全ての住民
が地域社会の構成員として社会参加できるようにする役割が期待されるとしている（【図表
BOX6－1】）。  

【図表BOX６-１】次期「教育振興基本計画」に向けて検討中の関連施策案 

①高等教育機関における実践的な職業教育の推進 

（専門職大学及び専門職短期大学の設置） 

②高齢者等の生涯学習の推進 

③働きながら教育機関において学べる学習環境の整備 

④労働者の学びに関する企業側の理解促進 

⑤社会教育行政のネットワーク化の推進 
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第２章 働き方の見直し 

１．基本的な考え方 

「働き方」については、これまでワーク・ライフ・バランスという観点から長年に亘っていろいろ
な議論がなされ、雇用環境の改善策等が講じられてきている（【図表Ⅱ－９】）。特に近年は「働き方改
革」という標語の下で、長時間労働の是正から人材育成に至るまで、官民問わず幅広く議論がなされ
ている（働き方改革実現会議における主な議論については【BOX７】参照）。 

「働き方改革」を通じて、こうした様々な個別課題を解決していくことは非常に重要である。そう
した中で、『人生 100 歳時代』との関係では、特に「個々人の『時間』の充実を図る」という切り口

からどのように働くのかがポイントとなる 27といえる  

すなわち、(1) 現役世代においては、こうした一連の「働き方の見直し」が、子育てや介護に充
てる時間的なゆとりを生み出すことに留まらず、学びや地域貢献など、様々な活動の充実につなが
るようにしていくことが一層重要となる。 

                                                   
27 「働き方改革」によって生み出された時間は、これを質の高いものにしていくことが重要であり、「①仕事

だけでは実現できない自分の価値観の表現、②自分のスキルの社会への還元、③高齢期も見据えた次のキャリ

アを意識した活動などが鍵となる」（NPO法人二枚目の名刺）。 

【図表Ⅱ-９】「働き方」「働き方の見直し」を巡る主な論点 

  ワーク・ライフ・バランス   

労働力の確保 

長時間労働の是正  

         柔軟な働き方の実現 

            高齢者の就業促進  

               女性の活躍支援 

          介護離職の防止 

       待機児童数の削減 

    正規・非正規間の格差是正 

           外国人労働者の活用 

          

人材育成
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一方、(2)高齢者については、より柔軟な働き方が一般化すれば、雇用機会も増えていくと考えら
れるが、これを経済的基盤の確保や、社会全体でみた労働力の確保といった観点からではなく、個々
人の「『時間』の充実」という観点からみた場合、それは「自己実現」のメニューが広がることを意
味することとなる。 

以下では、こうした個々人の「『時間』の充実」という観点から、①現役世代については、「働く→

地域」（働く余力を地域貢献・社会活動に充当する取組み）を、②高齢者については、「働く」（働く

機会を増やす取組み）を軸に、先進的・特徴的な事例等を抽出・整理し、その特徴や成果、そして、
そこから窺われる今後の課題についてみていくこととする（【図表Ⅱ－10】）。 

【図表Ⅱ-10】「人生100歳時代」の時間の充実に向けた注力分野（「働く」）

「働く→地域」【現役世代】 

働 く  

学 ぶ 
     地 域  

 

 

 

 

 

 

  

「働く」【高齢者】 

 働 く 

 

学 ぶ   

      地域  

 

 

 

 

 

 

 

  

①従業員の意識改革

②業務時間外の活動支援
（企業）

③業務時間外の活動支援
（中間支援組織、行政等）

①雇用制度の見直し

②短時間雇用

③就労支援

(２)働く機会 

を増やす 

（高齢者） 

(１)働く余力を 

地域貢献・ 

社会活動に 

充当する 

（現役世代） 
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28 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/  参照。  

【BOX７】働き方改革実現会議における議論 

「働き方改革」を巡る議論は、様々な主体でなされているが、このうち、働き方改革実現会
議28における議論をみると、主に９つの個別課題に分かれている（【図表BOX７－１】）。 

【図表 BOX７-１】「働き方改革実現会議」における主な論点 

        主な目標      

主な個別課題 
主な議論の対象等 

雇用環境 

の改善 

生産性 

の向上 

労働力 

不足へ 

の対応 

 

柔軟で多様な働き方の実現 テレワーク、兼業・副業 ○ ○ ○  

長時間労働の是正 残業規制、脱時間給 ○ ○   

非正規労働者の処遇改善 同一労働同一賃金の実現 ○  ○  

病気の治療と仕事の両立 産業医の機能強化 ○  ○  

子育て・介護と仕事の両立 保育所の整備 ○  ○  

女性・若者の人材育成 学び直しの支援等を含む  ○ ○  

教育環境の整備 格差を固定化させない教育の充実等  ○ ○  

高齢者の就業促進 定年延長する企業の支援   ○  

外国人人材の受け入れ 就労環境の整備 ○ ○ ○  

このように、個別の論点は多岐に亘っているが、これら課題は、主に「雇用環境の改善」、
「生産性の引き上げ」、そして「労働力不足の是正」という３つの大きな観点から議論されて
いると整理することが出来よう。 

特集「人生 100 歳時代」
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２．先進的な事例等からみた特徴 

（１）「働く→地域」（働く余力を地域貢献・社会活動に充当する）【現役世代】 

 現役世代が「ゆとりをもって働き、その余力を地域貢献や社会活動に充当する」取組みをみる
と、まず雇用者（企業・団体等）においては、①従業員の意識改革や、②人事制度の見直し等に

よる業務時間外の活動支援などが行われている。 

また、中間支援組織や行政等でも、③プロボノ活動 29のマッチングなどを通じて業務時間外の

活動を支援する動きなどがみられる（【図表Ⅱ－11】）。 

① 従業員の意識改革 

まず、「『時間』の過ごし方」に関する従業員の意識を変える対応としては、(a)社員向けのセ
ミナー等において意識づけをしている事例がみられる。また、より根源的には、(b)従業員一
人ひとりが自律的に働くような社風を基盤として作ることが重要 30と考える企業もみられる。 

▼ 「時間の過ごし方」を問いかける社員セミナー（県内機械メーカー） 

ある県内機械メーカーでは、中高年社員向けの「ライフプラン・セミナー」において、「70
歳には自分は何をしているのか」を従業員に意識的に投げかけている。研修を終えた者からは
「目から鱗が落ちた」との感想も聞かれており、「人生 100 歳時代」を迎える中での時間の過
ごし方にかかる従業員の意識改革に相当寄与している。 

                                                   
29 一般に、「社会人が仕事上の専門的な知識や経験を提供するボランティア活動」を指す。企業の社員や各分
野の専門家が、民間の非営利団体（NPO）を支援するといった形で実践されている。個人はプロボノとして活
動することを通じて、本稿で取り上げている「①学び直し」、「②働き方の見直し」および「③地域貢献や社会
活動の推進」の３つを同時に実現することができるといえる。 
30 北欧では、初等教育の段階から個々人の自律を重んじる社会作りが徹底されており、そうした中で、働き方
を含む時間の充て方についても、一人ひとりが自分の考えに基づいて柔軟に行うかたちとなっている（【補論
１】参照）。 

【図表Ⅱ-11】「働く→地域」（現役世代） 

 

  

  

  

  

  

  

 

•「時間の過ごし方」への問いかけ

•従業員が自律的に働く社風作り
①従業員の意識改革

•人事制度の見直し

•プロボノ活動への企業単位での参加
②業務時間外の活動支援
（企業）

•プロボノ活動等のマッチング
③業務時間外の活動支援
（中間支援組織、行政等）

((１)働く余力を 

地地域域貢貢献献・・  

社社会会活活動動  

にに充充当当すするる  

（（現現役役世世代代））  

50 かながわ政策研究・大学連携ジャーナルNo.12　2018.3



▼ 従業員が自律的に働く社風作り（県外 IT 系企業）  

ある県外IT系企業では、①各社員の価値観を尊重しながら、②仕事に没頭できる環境を整備
し、③最大限の成果を上げてもらうべく、柔軟に勤務できる環境を整備しており、社員は、個々
人の働き方に関する考え方を尊重する企業文化の下で、業務時間外には思い思いに自分のやり
たい活動（学びや地域貢献・社会活動を含む）を行っている。 

もっとも、このように、従業員の意識を変えたり、社員が自律的に考える社風作りをすすめた
りする企業の取組みは依然少数にとどまる。すなわち、個々人の業務時間外や退職後の「時間の
過ごし方」は、経営への影響や業務との関連性が薄い31ことから、経営側で特段の策を講じてい
ない企業等が引き続き大多数となっている。 

② 業務時間外の活動支援（企業） 

【人事制度の見直し】 

一方、従業員の業務時間外の活動支援に関して、自社の人事制度・雇用のルール等を見直す事
例をみると、 (A)従業員にボランティア活動を推奨するだけでなく、最近では(B)兼業・副業を
積極的に認めるケースもみられている。また、(C)一旦退社して様々な活動に取り組む社員が確
実に復職できる制度を導入した企業等もみられる（【図表Ⅱ－12】）。 

                                                   
31 一般に、中高年従業員に対するライフプラン研修では、退職後を視野に入れた①マネープランと②健康管
理の二本柱が中心となる。これは、これらに関する退職者の行動が、企業年金や健康組合といった総務人事部
署の所管する事務に直接影響を与えることがあるためと考えられる。これに対し、退職後の「時間の過ごし方」
は、そうした影響を殆ど与えないこともあって、従来のライフプラン研修ではそもそもメニューとして取り上
げられないことが多い。 

【【図図表表ⅡⅡ--1122】】業業務務時時間間外外のの活活動動支支援援等等((企企業業))  

   

②②業業務務時時間間外外

のの活活動動支支援援

（（企企業業））

（（AA))  ボボラランンテティィアア活活動動のの推推奨奨

（（BB))  兼兼業業・・副副業業のの積積極極的的なな認認容容

（（CC))  復復職職のの制制度度化化
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32 企業自身による「社会貢献活動（CSR）」は、一定程度の広がりをもって定着してきている。また、最近では
従業員の健康増進は企業経営にとって重要であるとの認識の下で、「健康経営」を標榜する動きも広がってき
ている。 
33 企業内でも、人事部署では従業員に社外での経験を積ませることが人材育成上有用であるとの認識は広がり
つつあるが、人員を社外研修に長期で拠出する余裕がないといった事情から、現場を抱える事業部署からそう
した取組みへの理解がなかなか得られないとの話が聞かれる。 
34 従業員が自主的・自発的に運営するボランティア活動も活発になっている。例えば、富士ゼロックス㈱の
「端数倶楽部」は、従業員や退職者など、自分の意思で参加を表明した会員（社員の約40％）で構成されてい
る。活動資金には、会員の毎月の給与と賞与の100円未満の金額（=端数）のほか、各自が自由に金額を加算
（一口100円から）した額を充当している。 

今後は、こうした人事制度面を通じて従業員の業務時間外の活動を側面支援することが、ひい
ては企業経営にとってもプラスとなる点について、もっと理解が広がっていくこと 32,33が期待さ
れる。 

(A) ボランティア活動の推奨 

従業員によるボランティア活動34を推奨する休暇制度等は、社会貢献活動が盛んな企業を中
心に継続的に運用されている。 

▼ボランティア休暇制度（アサヒビール㈱） 

 アサヒビールでは、ボランティア活動や公共イベント支援などを行う社員に対し、年間 12
日の『ナイスライフ休暇』を認めている。メセナ活動を積極的に行う企業文化を色濃く反映し、
約 25 年前から同制度を継続している。 

▼ボランティア活動の「業務扱い」（㈱資生堂） 

資生堂では、社会貢献活動で学んだことを仕事に活かしてもらうという趣旨で、従業員のボ
ランティア活動を「業務扱い」とする『ソーシャル・スタディーズ・デー』制度を 1993 年か
ら運営している。積極的な活用を促すべく、当制度に基づく活動については、会社側が保険加
入手続き等を担っている。 

▼自律的なコミュニティ活動の支援（三菱重工グループ） 

三菱重工グループ内の企業では、「自律」と「協働」をコンセプトに、社員が業務時間外に
自主的に行うコミュニティ活動（「き・ず・な活動」）を支援している（社員約２万人が対象）。
活動に参加した社員は、退職後も地域活動に参加する意欲を持っている者が多い。 

(B) 兼業・副業の積極的な認容 

従業員の兼業・副業については、これを禁止したり、奨励しないケースが大多数であった
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35 今でも、従業員の副業・兼業を認めていない企業が大多数（85.3％）となっている（中小企業庁「平成26
年度兼業・副業に係る取組み実態調査」）。なお、「働き方改革実現会議」では、「副業・兼業の推進に向けたガ
イドライン策定やモデル就業規則改定などの環境整備」が対応策として提示された。これをうけ、厚生労働省
では、「副業・推進に関するガイドライン骨子（案）」を有識者検討会（第４回柔軟な働き方に関する検討会、
2017年11月20日開催）に提示しており、モデル就業規則の見直しに関して議論が進められている。 

が35、「社外での経験による社員の成長が自社に還元され、会社の成長・従業員の成長につな
がる」として、これを積極的に認める事例がみられはじめている。 

▼土日祝日・終業後の兼業の認容（ロート製薬㈱） 

ロート製薬では、従業員の土日祝日や終業後に兼業等を認める制度として『社外チャレンジ
ワーク制度』を 2016 年に導入。ドラッグストア等に週末に勤務したり、起業をしたりするな
ど、社外で多様な経験をすることをプラスに評価するとともに、これを通じて斬新なアイデア
等が社内にももたらされ、企業の競争力強化に繋がることを期待している。 

▼業務時間内の副業の承認（㈱フューチャー・スピリッツ） 

フューチャー・スピリッツ（IT インフラ業）では、与えられた業務をこなしているだけで
は、社員や企業が更なる飛躍をするのは難しい、という認識から、業務時間内に自社の業務に
関係ないことを行える「会社公認『働かない制度』」を 2016 年６月に導入。これは、会社側
の事前承認の下で、業務時間のうち最大 20 時間（月間）を副業等に自由に充てることができ
るというもの。 

(C) 復職の制度化 

さらには、様々な活動に取組むために一旦退社した社員が、希望すれば復職できるような制
度を取り入れている企業もある。 

▼再入社制度（サイボウズ㈱） 

社内ではできない経験を外で積んだ後、機会があれば社に戻りたいという人を支援すべく、
転職・起業・ボランティア等のために退職した後、６年以内ならば再入社できる『育自分休暇』
（育児ではなく「自分を育てる」）制度を導入（35 歳以下が対象）。この制度を積極的に活用
して、転職をしたり青年海外協力隊などに参加する社員が数名出てきている。 

【プロボノ活動への企業単位での参加】 

また、従業員の人材育成の場として活用すべく、企業単位でプロボノ活動に参加しているケー
スもみられている。 

特集「人生 100 歳時代」
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▼プロボノ活動への企業単位での参加（NEC、パナソニック、デンソー） 

社員の社外活動を推進するNEC、パナソニックなどでは、NPOサービス・グラント（プロ
ボノとNPOとを仲介する中間支援組織）と企業単位で契約し、従業員を積極的に地域貢献・
社会活動に参加させている。 

「『課題解決』が仕事の定義」としているデンソーでも、あいちコミュニティ財団（NPOの
助成・伴走支援を行う公益財団法人）と組んで、社員数名を一つのプロボノ・チームとして半
年間派遣し、地元のNPOの課題解決力の向上をサポート。同社では、「社員が業務時間外に地
域やNPOの課題解決の経験を積むことは、業務にも好影響を与える」として積極的に協力し
ている。 

③ 業務時間外の活動支援（中間支援組織、行政） 

一方、業務時間外に社会貢献したいとする社会人と、そうした社会人のスキル等を必要とする
NPOや地域活動団体とを結びつける中間支援組織の活動も徐々に広がってきている。 

▼多数のプロボノと NPO・地域活動団体等との仲介（NPO サービス・グラント） 

サービス・グラントでは、普段の業務を通じて一定の経験やスキル（広報・経理・組織運
営等）を有しており社会貢献をしたいと考えている企業人等と、そうしたスキルを必要とす
る地域活動団体等との間を仲介（400 以上の団体等を支援）。また、いくつかの自治体とも
提携しながら、社会人による社会活動を地域の NPO 活動の支援に結びつけている。 

▼若い世代を主体としたプロボノ活動の支援（NPO アクションポート横浜） 

アクションポート横浜では、若い社会人の社会参加・成長の機会を提供すべく、横浜市内
の NPO 等への支援活動を仲介している。 

また、自治体においても、(A)行政サービスの向上や地域づくり等の課題解決を進めるととも
に、(B)住民の地域貢献・社会活動の参加機会を拡充すべく、プロボノ活動のマッチング事業な
どを進める事例もみられる。 

▼地域活動をする NPO 等の支援を企図したプロボノの活用（東京都） 

東京都・福祉保健局では、「いくつになっても、いきいきと暮らせるまちをつくる」をスロ
ーガンに『東京ホームタウンプロジェクト』という住民主体の地域福祉を推進。その中で、豊
富な経験と知識を持った多くのプロボノ等の力を借りながら、地域福祉を担う NPO 等の組織
基盤などを強化。 

▼プロボノと NPO・地域活動団体とのマッチング（川崎市） 

川崎市・川崎プロボノ部では、地域の市民活動を活発化させるべく、『プロボノ・チャレン
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36 急速な高齢化の進行に対応し、少なくとも年金受給開始年齢までは、高年齢者が意欲と能力に応じて働き
続けられる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」（高年齢者雇用安定法）が改
正された（平成 25 年４月１日施行）。これにより、①定年の引上げ、②継続雇用制度の導入、③定年の定めの
廃止、のいずれかにより、65 歳までの雇用を確保する措置を設けることが義務付けられた（2025 年度までに
実施）。 

ジ KAWASAKI』というプロボノと NPO・地域活動団体とのマッチング事業を実施（平成 27
年度～）。これは、参加したシニアにとっても、地域デビューの予行演習となっている。 

（２）高齢者：働く機会を増やす 

高齢者の雇用機会拡大についてみると、企業側では、①雇用制度を抜本的に見直し、定年年齢の引
上げや定年制度そのものを廃止したり、あるいは、②短時間雇用をすすめることで、積極的に高齢者
を雇用する事例がみられている。 

また、行政側の施策としては、③就労支援策として、シルバー人材センター等の機能を拡充して、
高齢者の雇用のマッチングを一段と進める事例などがみられている（【図表Ⅱ－13】）。 

 

もっとも、社会全体をみると、定年等を迎えても健康で、働く意欲や能力・経験を有している高齢
者が沢山いるにもかかわらず、実際にはそうした人材を十分に活用できていない状況にあり、上記
のような取組みが一層充実していくことが望まれる（高齢者の就業意欲と雇用機会については【補
論２】参照）。 

① 雇用制度の見直し等 

雇用制度の抜本的な見直しにかかる企業の対応をみると、（A）従業員の全員の雇用を 65 歳まで
確保する策 36として「再雇用制度」を選択する企業等が大多数な中にあって「（60 歳）定年の延長」
や「定年制度の廃止」を行う企業等がみられている。また、（B）65 歳を超えても再雇用し続けるこ
とで高齢者雇用を積極化する動きもみられる。 

【図表Ⅱ-13】「働く」（高齢者）

 働 く 

 

学 ぶ   

      地域  

 

 

 

 

 

 

 

  

①雇用制度の見直し

②短時間雇用

③就労支援

(２)働く機会 

を増やす 

（高齢者） 
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なお、企業がこうした雇用制度の見直しに積極的に対応しているのは、主に（ⅰ）人手不足が顕
著な場合、（ⅱ）賃金体系で年功的要素を実質的になくしており、高齢者の継続的な雇用が経営コ
ストに大きく響かない場合、及び（ⅲ）ベテランのノウハウを積極的に活用したいといった目的が
ある場合の３つに大別できる。 

一方、行政側では（C）高齢者雇用を積極化する方向に雇用制度を見直そうとしている企業を支
援する事例がみられている（【図表Ⅱ－14】）。 

（A） 定年延長、定年廃止（企業）  

このうち定年制度関係では、定年年齢を65歳よりも上の年齢に引き上げる事例のほか、定年退
職制度を廃止したり、そもそもそうした定年制度を取り入れていない事例なども存在する。 

▼定年年齢の引き上げ（㈱虎屋本舗） 

虎屋本舗では、特に製造部門において、熟練高齢者の持っている伝統和菓子の知識や技能を
積極的に活用し、次の世代にも伝承しようと、定年年齢を 70 歳にまで引き上げており、70 歳
近くの従業員が新商品の開発等の重要な役割を担っている。 

▼定年制度の廃止等（西武信金、ノーベル・ファーマ(株) ） 

西武信金では、定年退職や嘱託（定年退職後に再雇用）といったこれまでの雇用制度に加え
て、「現役コース」（適任者を経営側が選抜し、60 歳以降も支店長などとして現役時代と同じ
処遇・労働条件で働くコース）を設けた。顧客対応面での人材の厚みが増すとともに、公平な
人材登用によって若手社員も活性化するという効果が得られている。 

ノーベル・ファーマ㈱（薬剤メーカー）では、大手の医薬品メーカーでは引き合わない「患者
数の少ない難病の治療薬・医療機器」の研究開発を行っている。そうした自社の経営理念に共
感する人材を、年齢を問わず採用していることから、年功制をとらず、63歳定年を迎えても大
半は再雇用の道があり、役職定年制度も設けていない。70代でも研究開発支援や企画・薬事業
務等に携わっている社員が10名以上おり、60代～70代で管理職や役員を担っている社員も多い。 

 

 

 

(A) 定年延長、定年廃止（企業）

(B) 再雇用年齢上限の引き上げ（企業）

(C) 高齢者雇用を積極化する企業の
雇用制度見直しの支援（行政）

①雇用制度

の見直し 

【図表Ⅱ-14】高齢者向けの「雇用制度の見直し」に関する事例の類型
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（B）再雇用年齢上限の引き上げ（企業） 

また、再雇用関係では、定年制度の見直しにまで踏み込まない企業等において、定年退職し
た従業員を対象として、65歳を超えても再雇用し続けることで高齢者雇用を積極化する事例
がみられる。 

▼派遣制度（70 歳まで）（㈱ヨロズ） 

ヨロズでは、これまでは 60 歳で定年を迎えた社員を、嘱託制度の下で 65 歳までは再雇用
してきたが、急速な海外展開に伴う人材不足を背景に、新たに 70 歳までを対象とした派遣制
度（定年退職後に、関連会社に就職。そこからグループ会社などに派遣されるもの）を 2017
年度に導入。 

▼年齢上限のない再雇用制度（㈱ファンケル、大和ハウス工業㈱） 

ファンケルでは、65 歳以上の社員を対象に、年齢の上限なく（また、嘱託・パート・
契約社員等を問わず）再雇用する「アクティブ・シニア社員」制度を導入。勤務日数や
時間については、会社が本人の希望を勘案して決定するため、それぞれのペースで柔軟
に働くことが可能となっている。なお、年功賃金制は既に廃止していたことから、新制
度が総人件費に与える影響は少ない。 

大和ハウス工業では、65 歳の定年退職者を対象に、年齢上限のない嘱託として再雇用する
「アクティブ・エイジンク制度」を導入。対象者の７割が制度を利用し、週４日のフルタイム
勤務をしている（2017 年 3 月末現在）。 

（C）高齢者雇用を積極化する企業の支援（行政） 

このように、高齢者雇用を積極化する方向に雇用制度を見直す企業がみられる中で、行政が
そうした企業の対応を支援する事例もみられている。 

▼高齢者雇用を促進している企業への助成（埼玉県） 

シニアに特化した就労支援の一環として、「70 歳雇用推進助成金」を 2017 年度に創
設。これは、①定年制の廃止、②70 歳以上への定年年齢の引上げ、③70 歳以上まで継
続雇用を行う新たな制度の導入、のいずれかを行う企業を対象に、上限 200 万円まで
の助成金を支給するもの。初年度の応募状況をみると、深刻な人手不足に直面している
運送業や介護分野の企業等からの「定年廃止」や「定年年齢の引き上げ」に関する助成
申請が目立っている。 

特集「人生 100 歳時代」
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37 このほか、東京大学・先端科学技術研究センター（近藤武夫准教授）では、「ＩＤＥＡモデル」を使った「超
短時間労働」の研究を進めている。これは、業務分析によって15分単位にまで細分化したジョブと、ワーカー・
シェアリングを組み合わせる新たな雇用形態で、主に障がい者の就労機会を拡充することを目指しているもの
であるが、当該手法は高齢者等の短時間雇用にも応用できるものとなっている。 

38 元気高齢者の地域活動をサポートするウェブ・プラットフォームとして開発されたＧＢＥＲ（ジーバー：
Gathering Brisk Elderly in the Region）を活用。 

② 短時間雇用 

このほか、人手不足に悩む企業において、高齢者の短時間の雇用を積極的に行ったり、自治体
等においても、高齢者の短時間就労のマッチングに取り組んだりするケースがみられている 37。 

▼早朝の短時間シフト制の導入（㈱ドン・キホーテ） 

ドン・キホーテでは、人手不足を補うため、シフトを細分化して「開店前の品出し事務」と
いうジョブを切り出し、高齢者のバイトを『ライジング・クルー』として雇用（２～３時間、
週２～３回の勤務）。これにより生産性が向上し、午前中の売上が増加したほか、シニアの働
き振り等が若手社員にも好影響を与えている。 

▼短時間就労のモデル事業の実施（（一社）セカンド・ライフ・ファクトリー） 

セカンド・ライフ・ファクトリーでは、千葉県柏市・東京大学38と提携し、就労等に消極的
な高齢者でも気軽に短時間の就労やその他の様々な社会活動等ができるようなマッチング事
業を、2016年度にモデル的に実施。具体的には、地元の高齢者が、自分の興味関心事項や活
動可能日程を予めスマートフォンでクラウド上に登録し、求人側の情報とマッチングさせる
ものであり、一年間で100人超が登録し、1,400件以上のマッチングに成功。 

このほか、セカンド・ライフ・ファクトリーのセミナーをきっかけに、退職した地域のサラ
リーマンが自主的にグループを作り、新たに開拓した就業先等（ブドウ園、庭木の手入れ等）
でワーク・シェアリングの形での短時間勤務も行っている。 

③ 就労支援 

高齢者をみると、健康で就労意欲を持った人の数が増えている一方で、必ずしも本人が望む
就労機会と出会えていないケースも多い。特に、ホワイト・カラー層では、定年退職後も事務
の仕事を希望する人が少なからずみられる一方、そうした求人は多くない（ホワイト・カラー
層の未就労問題については、【BOX８】を参照）。 

こうした中で、シルバー人材センター等では、下記のように、これまで主流であった低スキ
ルの仕事等の紹介に加えて、事務系の仕事と高齢者とを結びつけるマッチングに積極的に取組
みはじめている例もみられるが、今後とも、様々なかたちでホワイト・カラー層の高齢人材の
就労機会を拡大していくことが望まれる。 
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39 東京大学・先端科学技術研究センター 檜山敦講師の講演に基づく。 

▼ホワイト・カラー層を対象とした就労支援（松山市シルバー人材センター） 

松山市シルバー人材センターでは、厚生労働省の地域人づくり事業を通じて「セルフ・プロ
デュース事業」を実施しており、その中で、①UIJ ターン高齢者（移住者）に対する総合的生活
支援等に加え、②ホワイト・カラー層を中心とした高齢者の就業機会の提供（起業を含む）な
ど、様々な取組みを行っている。 

▼事務系職種等の「働く場」の拡大（埼玉県シルバー・ワークステーション） 

埼玉県シルバー・ワークステーション（埼玉県シルバー人材センター連合内に 2017 年４月
に設置）では、センター会員の働く場を拡大するため、①事務系職種や、人材不足業界(スー
パー・保育・介護等)を中心とした求人ニーズの調査、②就業する人材側の発掘(会員の募集)、
③求人企業と会員とのマッチング、に積極的に取り組んでいる。 

【BOX８】 ホワイト・カラー層の未就労問題39  

高齢者の労働力は、65 歳以上では概ね 

   ①ハイスキル ：14％ 

   ②ミドルスキル：72％ 

   ③ロースキル ：14％ 

というように３層に経験・能力が分かれている。この中で、「①ハイスキル」に属する労働力に
ついては、企業経営の顧問等として数万人が人材紹介業の対象となっている。また、「③ロース
キル」の方は、所謂シルバーセンターの人材として 72 万人程度が対象となっているが、ここは
マッチングのコストが低いことから、仲介業者が手間をかけてもメリットがある市場となって
いる。一方、「②ミドルスキル」では、206 万人もの大勢の人材が未就労となっており、これは
ホワイト・カラーの３分の２にあたる規模となっている。 

こうしたことから、今後は特にこの「②ミドルスキル」の層の高齢人材のマッチングを、低コ
ストで実現する方法を編み出していくことが社会的に望まれる。 

特集「人生 100 歳時代」
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３．今後の課題 

このように、先進的な事例をみると、現役世代における「働く→地域」（（働く余力を地域貢献・社
会活動に充当する取組み）、並びに、高齢者における「働く」（働く機会を増やす取組み）の２分野で
は、官民で様々な対応がなされつつある。 

もっとも、特に下記２点においては、こうした取組みがさらなる広がりを持つことが望まれる。 

（１）現役世代：従業員の地域貢献・社会活動に対する支援・仲介機能の強化 

現役世代では、①企業等において「従業員がプロボノ活動やその他の地域貢献・社会活動を行
うことが、経営面にもメリットをもたらす」ということが広く理解されて、企業が従業員の活動
を積極的に支援するようになるとともに、②中間支援団体等による仲介が一段と拡充されるこ
とが望まれる。 

（２）高齢者：雇用全般、特にホワイト・カラー層の雇用機会の拡充 

高齢者については、雇用全般、特にホワイト・カラー層の雇用機会を人材のマッチング等を
通じて拡充することが望まれる（【図表Ⅱ－15】）。 

【図表Ⅱ-15】「人生100歳時代」からみた「働き方」の課題 

 

• 従従業業員員のの地地域域貢貢献献・・社社会会活活動動にに対対すするる支支
援援・・仲仲介介機機能能のの強強化化

現役世代

• 雇雇用用全全般般、、特特ににホホワワイイトト・・カカララーー層層のの雇雇
用用機機会会のの拡拡充充

高齢者
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第３章 地域貢献・社会活動 

１．基本的な考え方 

わが国では、近年の高齢化の進展とともに、社会構造や家族構成が大きく変わってきている40。こ
れに伴い、地域コミュニティが弱体化し、近隣や世代間の人間関係が希薄化41したり、一人暮らしの
高齢者が増えたりするなど、地域社会における新たな課題も生まれている（【図表Ⅱ－16】）。 

こうしたことから、地域住民同志のつながりを持つことが重要といわれている。すなわち、住民に

地域貢献・社会活動に積極的に参加してもらうことは、「地域コミュニティが直面する様々な課題を

解決する 42」という観点 43から議論されることが多い。 

                                                   
40 社会構造の変化と地域社会の課題については、当センター報告書『「人生100歳時代」にふさわしい地域社
会の構築に向けて―有識者ヒアリングを踏まえ―』（当ジャーナル掲載）第Ⅰ章を参照。 
41 近所づきあいの程度について「親しくつきあっている」と回答した比率は47.6％（2009年）から31.9％
（2014年）に低下した（内閣府「高齢者の日常生活に関する意識調査」（平成27年３月））。 
42 地域コミュニティの諸課題の解決には、「（１）早くから」（現役世代の参加）「（２）緩やかに」（過干渉の
ない繋がり）、「（３）役に立つ」（社会貢献の実感）という３つがキーワードとなる（前掲 当センター報告書
『「人生100歳時代」にふさわしい地域社会の構築に向けて』）。 
43 また、未病を改善する上でも、「食事」「運動」とともに「社会参加」が重要な要素となる（「未病の改善」
県HP http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f480290/ 等参照）。 

【図表Ⅱ-16】地域社会における課題 
  

  

地域コミュニティの弱体化
      家家族族構構成成のの変変化化  

（（子子供供のの数数のの減減少少））  

近近隣隣ととのの人人間間  

関関係係のの希希薄薄化化  
  

世世代代間間のの関関係係のの希希薄薄化化  

                        一一人人暮暮ららししのの  
高高齢齢者者のの増増加加  

  

限限界界集集落落
  

                              
  

地域のの人人口口のの減少

地域住民の高齢化

自自治治会会加加入入者者のの減減少少

孤独死

特集「人生 100 歳時代」
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このように、住民が地域貢献・社会活動を積極的に行うことは、「地域社会を支える」という観点
から重要であることは言うまでもない。一方、住民一人ひとりの視点、「『時間』の充実」という観点
からも、地域貢献・社会活動は、長い人生を充実して過ごす上で重要な要素となる。 

すなわち、(1)現役世代では、日常生活は仕事中心になりがちであるが、地域社会とのつながりを
適度にもつことによって、日々の生活に広がりが出来て、一層多彩なものとなる。また、早い時期か
ら地域貢献・社会活動を幅広く行って色々な人とのつながりを持つことは、高齢者になってから様々
な活動を続けていく上での重要な基盤ともなる。 

また、(2)高齢者にとっても、いくつになっても社会との関わりを持ちながら何らかの活動を続け
ることは、「仕事」や「学び直し」とともに「充実感を得る」上での重要な柱となると考えられる。 

こうしたことから、以下では、個々人の「『時間』の充実」という観点から、(1)現役世代について

は、30代や40代といった「早い時期からの社会参加」を、(2)高齢者については、「活動に消極的な層

の参加促進44」を軸に、先進的・特徴的な事例を抽出・整理し、その特徴や成果、そして、そこから
窺われる今後の課題についてみていくこととする45（【図表Ⅱ－17】）。 

                                                   
44 「住んでいる地域で特に社会的な活動はしていない」と回答した比率は、高齢者でも７割に上っている（内
閣府「高齢者経済・生活環境に関する意識調査」（平成29年３月））。 
45  住民が地域貢献・社会活動に積極的に参加できるようになるためには、①地域貢献・社会活動に繋がるよ
うな「学び」の機会が充実すること（「学び→地域」、Ⅱ．第１章参照）、そして、②現役世代については、仕事
中心となりがちな日常生活において、余力を地域貢献・社会活動に振り向けられるようになること（「働く→
地域」、Ⅱ．第２章参照）も重要な前提となる（それぞれの先進的な事例等については、各々の章を参照）。 

【図表Ⅱ-17】「人生100歳時代」の時間の充実に向けた注力分野（「地域」） 

  働く  

学ぶ     

    地域  

            
  

 

 

①①情情報報・・機機会会のの提提供供

②②具具体体的的ななママッッチチンンググ

③③イインンセセンンテティィブブ作作りり

(１) 早早期期参参加加

（（現現役役世世代代））

同同 上上
( ) 参参加加促促進進

（（高高齢齢者者））

２
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２．先進的な事例等からみた特徴 

（１）早期参加【現役世代】 

各地では、仕事や子育てで多忙な現役世代を対象に、地域貢献・社会参加を増やしていくための様々
な取組みがみられている。 

こうした先進的・特徴的な事例を整理してみると、概ね、①地域貢献・社会活動を身近に知ってもら

うこと（「情報・機会の提供」）、②参加の意欲を持つ人が実際に活動を始められるように、NPO・団体

等に紹介すること（「具体的なマッチング」）、そして、③なかなか関心を持たなかったり、参加を躊

躇したりする人が、積極的に参加するような仕掛けを作ること（「インセンティブ作り」）という３つ
に大別できる（【図表Ⅱ－18】）。 

【図表Ⅱ-18】早期参加【現役世代】 

 

 

 

 
 

 

 

 

① 情報・機会の提供 

まず、地域貢献・社会活動を、現役世代により身近に知ってもらう取組みとしては、(a)積極的
な広報を図ることはもちろんのこと、それに加え、(b)講座・セミナー等を開催して参加者を募
ったり、さらには、(c)イベントを開催して活動団体や個々人同士の交流の機会を設けたりする
などの工夫を行っている事例がみられる（【図表Ⅱ－19】）。 

・積極的な広報

・講座・セミナー

・交流イベント

① 情報・機会の提供

・相談窓口、出会いの拠点

・コーディネーター
② マッチング

・ポイント制度

・有償ボランティア

・表彰制度

③ インセンティブ作り

(１)早期参加 

（現役世代） 

特集「人生 100 歳時代」
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46 行政が情報提供に関与することで、いろいろな社会活動をしている団体の信用度が上がり、人々が活動に
参加する上での不安感を軽減する効果も期待できる。 

【図表Ⅱ-19】情報・機会の提供【現役世代】 

 

 

 

 

 

•ポータルサイト

•広報誌積極的な広報

•地域活動等の担い手づくり講座

•体験講座
講座・セミナー

•既存の活動グループの発表会交流イベント

 ① 情報・

機会の

提 供

▼積極的な広報（各地ボランティアセンター等） 

各地の自治体の市民活動支援センターや社会福祉協議会のボランティアセンターなどでは、
現役世代の関心を惹きつけようと、ポータルサイトや広報紙等を活用して、ボランティアの募
集告知や活動団体の活動紹介（イベント告知、メンバー募集等）などを積極的に情報提供して
いる 46。 

▼講座・セミナー（福岡市・NPO ドネルモ、福岡県、東京都文京区） 

「地域デザインの学校」（福岡市及びドネルモ）や、「地域活動実践型生涯学習講座」（福岡県）
では、日頃地域での活動に関わりの薄い 30 代～40 代を主な受講対象者として、実際に地域活
動に関わっていくためのノウハウを提供したり、体験講座を開催したりしている。 

「新たな公共プロジェクト」（東京都文京区）では、①特設サイトや SNS などによる情報提
供や対話の場などを設けて、地域の人々が出会い、地域課題を知るきっかけを作るとともに、
②地域課題をともに解決する手法や事業づくりを学ぶ講座を開催したり、課題解決の事業を
支援したりすることで、「プロフェッショナルな担い手」を生み出している。 

▼交流イベント（千葉県柏市） 

「オヤジ☆イノベーション」（千葉県柏市）では、既存の団体が一堂に会し、日頃の活動を紹
介するとともに、ダンス・パフォーマンスや体験講座などの様々な交流イベントを開催するな
ど、地域デビューを考えている現役世代が色々な活動に触れる中で興味ある活動をみつける
きっかけを作っている。 
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② マッチング 

また、地域貢献・社会活動に関心をもった現役世代を対象として、実際に活動している団体等に
つなぐ仕組みとしては、(a)相談窓口や出会いの拠点を設けたり、(b)コーディネーター47を設置し
たりして、肌理細かいマッチングを行う事例が見られる（【図表Ⅱ－20】）。 

▼相談窓口等（大阪市浪速区、各地ボランティアセンター等） 

ボランティア拠点である「ひとしごと館」（大阪市浪速区）では、特技を活かして誰かの役
に立ちたいと考えている人と、助けを求めている人とのマッチングも行っており、買い物支援
や日曜大工など、日常生活のちょっとした困りごとを助け合う「出会いの拠点」となっている。 

このほか、市民活動支援センターや各地のボランティアセンターなどでは、地域貢献・社会
活動に関する相談窓口を設けており、具体的に地域貢献・社会活動を始めたいと思って訪れた
人に対して、それぞれのニーズに応じて活動している団体の情報等を積極的に提供している。 

▼コーディネーター（埼玉県） 

埼玉県の「共助の取組マッチング事業」では、コーディネーター（「共助仕掛人」）が中心と
なって、NPO や 自治会に対して(a)人材面では、自分のスキルや人生経験を活かして社会貢
献をしたいと考えている人を紹介するとともに、(b)資金面についても、ニーズのある先に助
成金、寄附や融資などをうける方策を紹介することで、共助の取組を推進している。 

③ インセンティブ作り 

参加意欲を呼び起こすことや、参加を躊躇する人を後押しすることなどを狙って、(a)ポイント

                                                   
47 コーディネーターの存在は、単にボランティア人材の紹介に留まらず、バラバラに存在している様々な地域
貢献・社会活動の主体（個人、団体、企業等）を結びつけ、それぞれの強みを活かしながら地域の課題を地域
全体で解決することが期待される。 

【図表Ⅱ-20】具体的なマッチング【現役世代】 

 

•出会いの拠点

•個別ニーズに応じた情報提供相談窓口等

•個人と活動団体との仲介コーディ

ネーター

②マッチング
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48 ボランティアによるサービスに対し、謝礼金が交付されるボランティア活動の仕組みをいう。 
49 謝礼金は、「提供される労力（労働）に対する対価（報酬）」ではなく、「無償の労力提供に対する謝意」と
して交付されるものであり、これにより助ける側と助けられる側の対等性（「お互いさま」の関係）が確保さ
れる（(公財)さわやか福祉財団「新地域支援 助け合い活動創出ブック 改訂版」）。 

制度、(b)有償ボランティア 48といったように、一定程度の金銭的・経済的なインセンティブを付
与する試みがなされている。 

また、非経済的なインセンティブとしては、(c) 自治体等が、個々人の地域貢献・社会活動を幅
広く表彰する例も見られており、こうした取組みは若者世代の社会活動への関心を高める効果も
もたらしている（【図表Ⅱ－21】）。 

▼ボランティア・ポイント制度（前橋市、横須賀市） 

前橋市では、予め会員登録した市民が、指定された地域活動事業に「担い手」として参加し
たときにポイントが付与される制度（「まえばし地域活動ポイント制度」）を運営。たまった
ポイントは商品と交換できるほか、地域団体の活動資金として寄付することもできる。 

横須賀市では、ボランティア主催団体が活動に参加する人にポイント券（１回 100 円相当）
を配布する制度（「市民公益活動ポイント制度」）を実施。同ポイント券は、一部商業施設で
の商品の購入や、市立の有料施設の使用料に充てたり、市民公益活動団体等への寄付に使える
ようにしている。 

▼有償ボランティア（大阪市浪速区） 

「ひとしごと館」（大阪市浪速区、前出）では、あえて「会員制での有償ボランティア」とい
う仕組みにすることで、会員同士が気兼ねなく助け合える 49ようにしている。 

【図表Ⅱ- 21】インセンティブ作り【現役世代】 

 

•ボランティア・ポイント制度ポイント制度

•ボランティア登録

•ポータルサイトによる募集
有償ボランティア

•行政等による表彰制度表彰制度

③インセ

ンティブ

作り 
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▼表彰制度（小田原市、内閣府） 

小田原市では、ボランティア活動（対象については、特段基準を設けていない）をした人に
対して、具体的な活動内容と期間、並びに、市民を代表して市長からの感謝の言葉を記したカ
ード（「まごころカード」）を配布している。小中学生など若者が申請するケースも多く、総合
学習などとあわせてボランティア活動を行うきっかけとなっている。 

内閣府では、地域や社会の輝く未来に向けて行った社会貢献活動において、顕著な功績があ
った子供や若者（個人又は団体）を「未来をつくる若者・オブ・ザ・イヤー」として、内閣総理
大臣及び内閣府特命担当大臣から表彰している。 

もっとも、こうした現役世代の参加を引き出す「インセンティブ作り」については、多くの自

治体や団体が大変苦労している。特に、ポイント付与といった金銭的インセンティブの付与につ
いては、ボランティア等の社会活動自体が、そもそもそうした金銭的な見返りを前提としない性
質の行為と一般に理解されているだけに、参加者の裾野拡大や参加の継続性への誘因効果は大き
くない（【補論３】参照）。 

こうしたことから、多くの団体では、インセンティブ作りについては引き続き模索している状
況にあり、今後の大きな課題となっている。 

（２）地域貢献・社会参加に消極的な層の参加促進【高齢者】 

高齢者の中で参加に消極的な層を呼び込もうとしている事例をみてみると、基本的には、現役世
代の項で整理したのと同様に、①情報・機会の提供、②具体的なマッチング、③インセンティブ作り

という３つに集約できる（【図表Ⅱ－22】）。 

                                                   
なお、「有償ボランティア」が「労働」であたるかどうかは、グレーである点には留意が必要。仮に、有償ボ

ランティアに対する金銭の支払が、労働の対価（報酬）と解釈される場合には、有償ボランティアをする人々
は労働者とみなされ、労働関係諸法の適用を受けることとなる（かながわ県民活動サポートセンターHP「第２
回『有償ボランティア』をどう考えるか」）。 
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【図表Ⅱ-22】参加促進【高齢者】 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

・積極的な広報

・講座・セミナー

・交流イベント

①① 情情報報・・機機会会のの提提供供

・相談窓口、活動拠点

・コーディネーター
②② 具具体体的的ななママッッチチンンググ

・ポイント制度

・有償ボランティア

・表彰制度

③③イインンセセンンテティィブブ作作りり

(２)参参加加促促進進  

((高高齢齢者者))  

【図表Ⅱ-23】情報・機会の提供【高齢者】 

•ポータルサイト

•広報誌（好事例の紹介等）積積極極的的なな広広報報

•体験講座講講座座・・セセミミナナーー

•定期的な交流会交交流流イイベベンントト

①①情情報報・・  

機機会会のの  

提提供供  

以下では、高齢者を対象とした特徴的な事例を中心に紹介する。 

① 情報・機会の提供 

まず、高齢者に地域貢献・社会活動をより身近に知ってもらう取組みとしては、現役世代同様、
(a)積極的な広報に加え、(b)講座・セミナー等の開催、そして(c)交流イベントの開催等の事例が
みられる。 

そうした中で、特に、①同じ地域の高齢者の活躍の様子や、②身近な地域活動の様子を知らせ
ていくこと、あるいは③「健康」や「歴史」といったテーマを取扱うことなどによって、高齢者
の関心を積極的に引き出そうとしている取組みがみられる（【図表Ⅱ－23】）。 

▼積極的な広報（NPO 法人かわさき創造プロジェクト、(公財)長野県長寿社会開発センター） 

かわさき創造プロジェクトでは、シニア世代に役立つ地域情報をシニア自身が発信する参
加型のサイト（「川崎シニア・ポータル『かわぽ』」）を運営。シニア・リポーターが主に川崎
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市内で行われている様々な活動、イベントなどに出向き、シニアの視点で取材活動を行い、そ
の内容を情報発信している。 

長野県長寿社会開発センターでは、高齢者の地域活動の好事例をまとめた冊子『人生二毛作
実践事例集～信州版「人生ニモウサク劇場」～』をまとめ、活動の動機を「趣味・特技を活か
す」「キャリアを活かす」など５つのカテゴリに分けながら、60 以上の事例を紹介している。 

▼講座・セミナー（松本市、鹿児島県） 

松本市では、閉じこもりが心配される定年退職後の男性を対象に、集団で全身運動、声帯ス
トレッチや腹式呼吸に重点を置くボディ＆ボイス・トレーニングを行う体験講座（「スポーツ
ボイス大学院」）を実施。元々は介護予防・健康増進を主たる目的とした事業であるが、目標
を定め、皆で声を出すことで一体感が生まれたことがきっかけとなって、仲間とともに地域活
動に積極的にかかわるようになった参加者もみられる。また、同様のコンセプトで参加者を女
性に限定した「スポーツボイス・カレッジ」も展開。 

鹿児島県では、シニア世代の社会参加のきっかけづくりや仲間づくりを支援するため、地域
活動、ボランティア活動、交流活動等を視察・体験する１泊２日のツアー（「地域デビュー体
験ツアー」）を主催。地元新聞社が体験企画と運営を、旅行会社が旅行企画と実施を受け持ち、
地元の食材を使った料理を提供するなどの工夫しながら、参加者を幅広く募った。 

▼交流イベント（埼玉県、ボランティアセンター武蔵野等） 

埼玉県では、芸能人を隊長として、隊員が地域デビューを果たしていく過程を密着取材し、
アクティブ・シニアのロールモデルとして発信する取組み（「地域デビュー楽しみ隊」）をすす
めている。ポータルサイトやフェイスブックによる多面的な発信のみならず、ワールド・カフ
ェや体験型交流会など、さまざまなイベントを開催している。 

ボランティアセンター武蔵野で始まった「お父さんお帰りなさいパーティ（おとぱ）」は、
シニア世代の男女を対象に、地域で活躍する団体の紹介や参加者同士の交流をテーマに毎年
実施しているものであり、八王子市でも同様の取組がなされている。地域活動紹介の場である
「お父さんお帰りなさいサロン（おとぱサロン）」も毎月開催されている。 

② マッチング 

また、地域貢献・社会活動に関心をもった高齢者を対象として、実際に活動している団体等に
つなぐ仕組みとしては、(a)相談窓口を設けたり、(b)人材バンクを設置したりして、肌理細かい
マッチング 50を行う事例が見られる（【図表Ⅱ－24】）。 

                                                   
50 こうしたマッチングは、高齢者に限らずあらゆる世代を対象としているものも多いことから、世代間交流の
活性化も期待できる。 
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特に、高齢者は、本人の体力や、家族の介護など様々な要因によりフルタイムでの活動を望ん
でいない場合が多いほか、定年後仕事から離れた後でも何かに取り組みたい意欲はあるが、何を
したらよいのかわからない人などもみられることから、それぞれの事情に見合ったマッチング
の工夫がなされている。 

▼相談窓口（横浜市） 

横浜市では、就労や社会参加に意欲を持つ高齢者（「いきいきシニア」）を応援する相談窓口
（「生きがい就労支援スポット」）を開設。シルバー人材センターや社会福祉協議会、老人クラ
ブ連合会、地域の様々なネットワークなどとの連携を図りながら、地域での高齢者の活動先情
報を幅広く提供している。 

▼人材紹介（小田原市）  

小田原市では、「セカンドライフ応援セミナー」等を開催するとともに、高齢者向けの人材
紹介のポータルサイトとして「シニア・バンク」を設置。①申請登録された「元気・活力のあ
るシニア世代」（概ね 60 歳以上の個人・団体）と②地域・行政・民間などの様々な「活躍の
場・いきがいづくりの場」の情報提供をしながら、双方のマッチングを積極的に行っている。 

③ インセンティブ作り 

高齢者を対象とした地域貢献・社会参加へのインセンティブ作りについても、現役世代向けと
同様、(a)ポイント制度、(b)有償ボランティア、(c)表彰制度の活用などが見られている（【図表Ⅱ
－25】）。 

高齢者向けの特徴的な取組みとしては、介護予防策の観点からであるが、介護支援ボランティ
ア活動制度に基づくポイント付与の仕組みが挙げられる。 

【図表Ⅱ- 24】マッチング【高齢者】 

•個別ニーズに応じた情報提供相談窓口

•人材バンク人材紹介

②マッチング 
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51 厚生労働省による事業スキーム例については、厚生労働省老健局介護保険課長通知「介護支援ボランティ
ア活動への地域支援事業交付金の活用について」（平成19年５月７日）参照。 
52 地域貢献・社会活動への参加者が拡大していく中で、その受け皿となるのは、既に自律的に動いている地
域の団体の活動である。こうした観点からは、プロボノ等によるNPO支援のマッチング（第２章参照）等によ
って、社会人の参加者を増やすことと、地域の様々な団体の運営を支援・強化していく仕組みを同時にすすめ
ていくことは重要である。 

▼ボランティア・ポイント制度（基礎自治体） 

多くの基礎自治体では、高齢者があらかじめ指定された介護施設等で介護支援のボランテ
ィア活動を行った場合に、ポイントを付与する「介護支援ボランティア活動制度 51」を運営し
ている（県内市町村の実施状況については参考４参照）。 

しかしながら、現役世代向けと同様、各自治体・団体では、参加者の裾野拡大や参加継続をも
たらす効果的な方策を見つけるのに大変苦慮している。 

３．今後の課題 

このように、先進的な事例をみると、現役世代の「早期からの社会参加」、高齢者における「活動
に消極的な層の参加促進」の２分野については、官民において「①情報・機会の提供」や「②具体的
なマッチング」を中心に、様々な取組みが実施されている。 

もっとも、最終目標である「参加者の拡大」に向けて効果的な施策が打ち出せていない中、上述のと
おり、「③インセンティブ作り」が大きな課題となっている52（【図表Ⅱ－26】、前掲【補論３】参照）。 

【図表Ⅱ-25】インセンティブ作り【高齢者】 

•介護支援ボランティア・ポイン
ト制度ポイント制度

•ボランティア登録

•ポータルサイトによる募集
有償ボランティア

•行政等による表彰制度表彰制度

③インセ

ンティブ

作り 
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【図表Ⅱ-26】「人生100歳時代」からみた「地域貢献・社会活動」の課題 

• 参加に消極的な層に向けた効果的な
アプローチ（インセンティブ作り）

現役世代・高齢者
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1 本稿でいう「北欧」は、主にスウェーデン（人口約1,000万人）、フィンランド（同550万人）の２か国を指
す（ノルウエーは調査の対象外）。このほか、本稿では、北欧諸国には該当しないが、柔軟な働き方が一般的と
なっているオランダの事例等も紹介している。また、入手可能なデータについては、デンマークを含めて掲載
している。 

【補論１】北欧（スウェーデン、フィンランド）1の社会システム 

【要旨】 

北欧の国々（スウェーデン、フィンランド）をみると、自立した個人が、自分の価値観やライ

フ・ステージにあわせて、人生における諸要素をアラカルト方式で組み立てている社会となって

いる。「『時間』の充実」の観点からは、『人生100歳時代』にふさわしい社会システムを相当程

度作り上げているといえる。 

具体的には、（1）柔軟な「②働き方」が実現しており、（2）ライフ・ステージに応じて「①

学ぶ」「③地域」やその他の活動とのバランスある組み合わせをすることが可能となっている。

また、（3）そうした「①学び直し」が新しい「②働き方」や「③地域活動」につながっている。 

このように社会システムを構成する個々の要素は長い年月をかけて作られてきており、有機

的に繋がってもいる。 

こうしたことから、個別事例を単純に真似することはできない点には留意すべきであるが、わ

が国としては、日本の社会システム全体のあるべき将来像について、関係者間で一定程度の共通

認識を持ちながら、北欧社会の事例を先進事例として参照していくべきである。 

１．典型的なライフ・ステージ 

北欧（スウェーデン、フィンランド）では、（1）柔軟な「②働き方」が実現している中で、（2）

ライフ・ステージに応じて「①学ぶ」「③地域」やその他の活動とのバランスある組み合わせをする

ことが可能となっている。また、（3）そうした「①学び直し」が新しい「②働き方」や「③地域活

動」につながっている。 

こうしたことから、全体としてみて、『人生 100 歳時代』を迎える中で、自分自身の価値観にあっ

たかたちで自在に生活時間を充当できる社会が既に相当程度実現しているといえる。 

これを世代別にみると、(1)若年期については、「（大学等を）卒業したらすぐ就職する」のではな
く、高校を出てしばらく働いてから、改めて大学等で学び、それを活かして就職先を変えるというケ
ースが多い。また、(2)現役世代においては、「働く」ことのウェイトは日本ほど高くなく、「①学ぶ」
と「②働く」の間を行き来しながら、時代の要請に対応してスキルアップしたり、余暇に「③地域」
活動を行ったりすることも十分出来ている。一方、(3)高齢期では、比較的早い時期に引退すること
が一般的であり、「③地域」に根差した充実した生活が実現している（【図表補 1－1】【同 1－2】）。 
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２．５つの注力分野からみた北欧社会の特徴 

このように、北欧の国々では、様々なライフ・ステージにおける個々人の状況に対応して時間を柔
軟に活用し、充実した生活を送っている人が多く、且つそれを実現しやすい社会環境が整っている。 

以下では、「①学ぶ」、「②働く」、「③地域」の３領域に関し、「Ⅱ．事例からみた『人生100歳時代』
への対応」の中で、日本国内の先進事例等を収集・整理している５つの分野（「１．学ぶ→働く」、

【図表補１-１】世代別にみたライフ・ステージ（北欧） 

（（１１））若若  年年  期期：：「「高高校校→→就就職職→→大大学学等等→→再再就就職職」」がが一一般般的的  

（（２２））現現役役世世代代：：「「②②働働くく」」一一辺辺倒倒ででななくく、、「「①①学学ぶぶ」」「「②②地地域域」」ももささかかんん  

（（３３））高高  齢齢  期期：：早早期期ににリリタタイイアアしし、、「「③③地地域域」」にに根根差差ししたた生生活活  

  

【図表補１-２】典型的なライフ・ステージ（北欧） 

＜若年期＞  ←行き来→ ＜働き盛り＞ ＜充実した高齢者生活＞ 
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（『【参考】日本における典型的なライフ・ステージ 人生70歳モデル』） 
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2 日本では、大学等における「学び直し」が職業面での転身やステップ・アップにつながるルートが細い（Ⅱ．
第１章参照）。 
3 通常、高校を卒業すると、就職・大学進学のいずれであれ、家を出て自活する。 

なお、スウェーデンでは、就職環境が近年厳しいことから、高校卒業後に就職が出来ずに「大学進学を余儀
なくされる」ケースも増えている由（一般社団法人スウェーデン社会研究所・鈴木賢志所長）。 

「２．学ぶ→地域」、「３．働く→地域」（現役世代）、「４．働く」（高齢者）及び「５．地域」）に沿
って、北欧社会の特徴を概観することとする。 

（１）「１．学ぶ→働く」（学んだことを活かして働く） 

(A)概要 

まず、「１．学ぶ→働く」（学んだことを活かして働く）の分野をみると、(1) 「①学ぶ   ②

働く」（「①学ぶ」と「②働く」との間をいったりきたりする）、あるいは「①学ぶ⇔②働く」（働

きながら学ぶ）がしやすい環境の下で、(2)スキルアップを目指した「①学び直し」が日常的に行

われている。また、(3)そうした「①学び直し」の成果が「②働く」こと（ステップ・アップ、転

職、起業）に直結している（【図表補1－3】）。 

(B)「学び直し」の多さ 

「１．学ぶ→働く」については、高校を卒業したらすぐに大学に進学するのではなく、一旦就
職したのちに、ステップ・アップのために大学に入るというケースが一般的となっている3。また、
中高年になってからスキルアップのために学び直すケースもしばしばみられている。 

こうしたことから、大学の新入生のうち２～３割は25歳以上となるなど、学生の平均年齢は高
く（【図表補1－4】）、 30歳以上の成人全体の中で通学している人の割合も高い社会となっている
（【同1－5】）。 

【図表補１-３】「１．学ぶ→働く」（北欧） 

北北欧欧 （（参参考考））    日日本本 22 

           働働くく  
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(C)社会的背景 

①基本的認識 

このように「学び直し」の盛んな背景をみると、「ライフ・ロング・ラーニング（LLL）」とい

う言葉に代表される「一生が学び」という教育思想があり、社会全体が、「①学ぶ⇔②働く」の

複線・双方向型の人生展開を前提としていること、そして、時代の要請に応じて「学び直し」を

続けていくことが職業人として必要だとの基本的認識 4が共有されていることが挙げられる
（【図表補1－6】）。 

                                                   
4  EU には、多様な働き方と学び直しの可能性を追求する「フレキシキュリティ政策」がある。同政策は、雇
用政策と教育政策の組み合わせによって就労者を守りつつ、新しい時代に対応しようとする雇用に関する EU
の共通原則であるが、オランダは多様就業促進型（家庭と仕事の両立がライフ・ステージに応じて可能となる
働き方）のモデルとなった。 
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（出所）“Education at a Glance 2012:OECD Indicators” (OECD (2012))、
          “Education at a Glance 2017:OECD Indicators” (OECD (2017a)) を改変

【図表補１-４】学部新入生に占める
25 歳以上の学生の割合（％）

【図表補１-５】30 歳以上の成人の
通学率（％）
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【図表補１-６】「１．学ぶ→働く」（基本的認識） 
 北欧 （参考） 日本 
「学び直し」の対象

世代 全世代 高齢者が主体 

「学び直し」の基本

的考え方 

時代の要請に応じた「学び直

し」（就業への活用）が重要。 
一般教養を深めることが中心。 

「①学ぶ」と「②働

く」との関係 

「①学ぶ⇔②働く」、「①学ぶ⇄

②働く」といった複線・双方

向型 

「高校→大学→就職」という単

線・一方通行型 

②社会環境 

また、これを支える社会環境をみると、(1)「学び直し」がいつでもしやすいように教育制度

や経済面での支援制度が整備されており、また、(2)そうして学んだ成果が就業（ステップ・ア

ップ、転職、起業）や地域貢献・社会活動にも生かされる仕組みとなっている（【図表補1－7】）。 

【図表補１-７】「１．学ぶ→働く」（社会環境）  

 北欧 （参考）  日本 
「①学び直し」の

しやすさ 
教育制度が整備されており、

経済的支援の面でも手厚い。 〇 時間的にも経済的にも難しい。 △ 

「１．学ぶ→働く」 ステップ・アップ、転職、起

業につながっている。 〇 ステップ・アップ等につながるルー

トはかなり限定的。 × 

（職業指向の高等教育制度） 

高等教育制度をみると、アカデミックと職業指向の主に２つに分かれており、後者を中心に、
「① ②働く」（学びながら働く）、あるいは「②働く→①学ぶ」（一旦就職したのちに学び
直す）が実現しやすい学制となっている5。こうした職業指向の高等教育は「就職や資格取得に
結び付いた生涯学習」の場として広く活用されており、大学や大学院レベルのものも用意されて
いる。 

▼専門職大学（AMK）（フィンランド）6 

フィンランドでは、地方自治体が運営する高等職業専門学校（AMK＜専門職大学、応用大
学＞）があり、職業重視の高等教育機関として、スキルアップや転職、起業などを目指す人々
の学び直しの場として機能している。AMKでの再教育期間は標準的に３～４年間7であるが、
そのうち約３分の２はインターンを含む実習に充てられており、企業が社会人の実践的な「学

                                                   
5 福田 (2012)、中兼（2017）、中澤（2008）ほか。 
6 福田(2012)及び都留文科大学・福田誠治学長へのヒアリングに基づく。 
7 社会経験等によっては、２年生に編入して短期間で卒業することも可能となっている。 
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び直し」を支える仕組みが出来ている。 

例えば、50歳代の現役サラリーマンが自分の職に見切りをつけて勉強しなおす、40代・50
代の年配の移民が看護師の資格を取ったりパンづくりを学んだりする、40代の幼稚園の先生
が小学校の先生になる、農業をやっていた人が資格を得て就職を目指す、といった学び直しが
AMKを中心に行われている。 

また、大学院（専門職修士課程）も設けており、流動化する時代に必要な高度・先端的な知
識・技能の習得ニーズに対応している（【図表補１－8】）。 

【図表補１-８】教育体系の概要（フィンランド） 

（出所）都留文科大・福田誠治学長の提供資料に基づく 

（経済面での支援制度） 

経済面をみても、例えば、フィンランドやスウェーデンでは学費は全額税金によって賄われ
ており、学生本人が直接負担する必要がなく、また、失業保険（例．フィンランドでは、直近
の所得の８割を２年間支給）や奨学金（同、月６万円以上）によって、学び直しをしている期
間の生活費も概ね賄うことが出来る。 

フィンランドの教育体系

都留文科大学 福田誠治作成

大学 ５年

（学士・修士一貫）

普通科高校

（大学受験資格）

義務教育
（中学校）

専門学校
（２年次編入）

ＡＭＫ ３～4年
（高等職業専門学校）

大学院

初級資格

中級資格

労働経験

３～４年
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8 橋本（2007）ほか。 
9 例えば、ノキアが経営不振になったときにホワイトカラーの失業者が増えたが、こうした生涯学習の機会を
活用し、将来有望な技術を学び直して転職をすることで乗り切った由。 

▼学生補助金制度（CSN）（スウェーデン） 

スウェーデンでは、学生の生活費部分を補助（３分の１は返済免除）する制度（CSN）があ
り、例えば、フルタイムの学生は月々約 10 万円、支給期間は最大６年間の補助が受けられる。
但し、単位の取得状況によっては、次の学期に支援が打ち切られることがある 8。 

こうしたことから、転職・起業を見据えて、失業保険を受給しながら大学院修士課程に行く
（「②働く」→「①学ぶ」）といったことが非常にしやすい仕組みとなっている。 

表補1－9】）。 

（雇用慣行） 

また、雇用慣行をみると、新卒一括採用ではなく、即戦力のある人材を通年で雇用することが
一般的となっていることも、職業人が学び直しをする理由となっている。後述するように雇用シ
ステムにおいて、そもそも「正社員・フルタイム勤務・終身雇用」が基本ではなく、「全員がパ
ート的で転職が多い」中にあって、採用の際には、職務経験とともに学び直しをした内容を評価
する土壌が出来上がっているといえる。 

こうした様々な要因から、「フィンランドで生涯学習を一番利用するのはホワイトカラーの上

層部」（都留文科大学・福田学長）とされるほど、「学び直し」をすることでスキルアップ、ステ
ップ・アップしていくことが極めて一般的となっている 9。 

 
0

20

40

60

スウェーデン フィンランド オランダ 日本

（出所）“Education at a Glance 2017:OECD Indicators” (OECD (2017a)) を改変

【図表補１-９】学生のうちパートタイム勤務をしている比率（％）
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（２）「２．学ぶ→地域」（学びを地域貢献・社会活動に活かす） 

(A)概要 

「２．学ぶ→地域」（学びを地域貢献・社会活動に活かす）の分野についてみても、世代を問わ

ず、生涯学習への参加が地域貢献・社会活動と密接に結び付いている（【図表補１－10】）。 

(B)「①学ぶ」と「③地域」との密接な連関 

ボランティア活動を行っている就業者のうち約 8 割は生涯学習もしており（日本は約６割）、両
者が密接に連関していることが窺える（【図表補１－11】）。 

【図表補１-10】「２．学ぶ→地域」（北欧） 

北欧 （参考）    日本 

      働く 

学ぶ    

地 域 

      

     働 く 

     

学ぶ    

地域 

      

【図表補１-11】ボランティアを月１回以上している就業者で、 

生涯学習をしている人の割合（％） 
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（出所）“Education at a Glance 2017:OECD Indicators” (OECD (2017a)) を改変
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10 後述の通り、「②働く」の分野において、柔軟な働き方が実現しており、時間的に余裕があることも「２.学
ぶ→地域」が盛んな要因となっている。 
11 OECD（2017b）。 

12 福田（2012）、フィンランド教育文化省・国家教育委員会（2009）。 
13 中兼（2017）、中澤（2008）ほか。 

【図表補１-12】「学ぶ→地域」のルートが充実している背景

((11))充充実実ししたた自自由由でで多多様様なな生生涯涯学学習習のの機機会会  

((22))初初等等教教育育段段階階かかららののボボラランンテティィアア教教育育  

(C)社会環境 

このように「２．学ぶ→地域」（学びを地域貢献・社会活動に活かす）の分野が充実している背
景をみると、(1)自由で多様な生涯学習の機会が十分に与えられていること、また、(2) 初等教育

段階からボランティア体験をしたり、地域課題解決に取り組んだりする環境が用意されているこ
とが寄与している 10とみられる（【図表補1－12】）。 

（自由で多様な生涯学習の機会） 

地域の自治体や民間機関が運営する生涯学習のための多種多様な教育機関があり、一般教養
を柱とした教育、文化、スポーツ、ボランティアなどをテーマとした教育が行われている。働き
盛りでも、３分の２にあたる人々が生涯学習に参加している（日本では４割）11。そうした多彩
な生涯学習に参加することが、活発な地域活動・社会参加に結び付いている。 

▼充実した生涯学習施設（フィンランド） 

フィンランドでは、成人教育センター（全国 258 か所）、フォルケ・ホイ・スコーレ（同 91
か所）をはじめ、学習サークルセンター、夏季大学、スポーツ教育施設など含めた多くの公的
な生涯学習施設が各地に設置されており、民営の施設も多数みられる 12。 

▼多彩な学習サークル（スウェーデン）13 

スウェーデンでは、多彩な学習サークルが国の教育体系の中に組み込まれている。具体的に
は、学習者自身による自己啓発、自己教育の場を提供する仕組みとして「フォーク・ハイスク
ール」（国民学校、成人カレッジ。148 か所＜2007 年＞）があり、うち約 100 か所はスポー
ツ団体や NPO、あるいはそれを支援する支援団体によって、40 か所程度は郡や市町村によっ
て運営されている。 

特集「人生 100 歳時代」

81かながわ政策研究・大学連携ジャーナルNo.12　2018.3



また、「学習協会」（Adult education associations）の下では、28 万カ所を超える学習サー
クルが活動し、延べ 200 万人が参加している。科目は文学・歴史から、語学、法律・経済、
自然科学に至るまで多種多彩である。 

（初等教育におけるボランティア教育） 

また、初等教育においては、ボランティア体験をしたり、地域課題の解決に取り組んだりする
教育がなされており、これが「２．学ぶ→地域」の裾野を広げる重要な役割を果たしている。 

例えば、スウェーデンでは小学校の教科書で貧困や失業を社会全体で解決すべき問題として
意識させる教育を行っており、中学・高等学校レベルではボランティア活動に寄与する活動を行
っている。 

▼生徒会主催による大規模な募金活動（スウェーデン） 

スウェーデンにおけるボランティア活動は、働いたり募金活動を行ったりして資金を調達
し、それを他者のための活動を行っている組織に寄附するといったことが多い。学校で行って
いる大規模な例としては、生徒が働いて集めた募金を途上国の子ども達のために寄附する活
動（「オペレーション・デイ・ワーク」）があり、生徒会連合会が主催し、国内の多数の中学・
高等学校が参加している 14。 

                                                   
14 文部科学省（2007）。 
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15 日本では、正社員では「フルタイム勤務」が主流であり、また、長時間拘束されることが一般的である中
で、「③地域」など他の領域に余力を振り向けることが難しい状況にある。また、企業による支援等も、まだ十
分な広がりは持っていない（Ⅱ．第２章参照）。 

（３）「３．働く→地域」（現役世代） 

(A)概要 

「３．働く→地域」（現役世代が、働く余力を地域貢献・社会活動に充当する）の分野について
みると、(1)日々の就業時間の柔軟な調整、パートタイム就業の活用やテレワークなどにより、時

間・場所の面で柔軟な働き方が出来る仕組みが確立されており、平均的な労働時間も短い。また、

(2)従業員が地域貢献・社会活動を積極的に行うことを雇用者が支援することも一般的に行われて
いる。 

こうしたことから、「３．働く→地域」（働く余力を地域貢献・社会活動に充当する）という分野

は、日本のそれと比べて非常に充実している（【図表補1－13】）。 

そればかりでなく、学び・子育て・家事等、生活における様々な活動と両立させながら、現役世
代が「②働く」ことが十分可能な社会となっている。 

(B)労働時間の少なさ 

長時間労働は一般的ではない。例えば、男性の現役世代の一日当たりの労働時間は 8 時間半を
下回る（日本では 10 時間前後）（【図表補1－14】）。 

【図表補１-13】「３．働く→地域」（現役世代）（北欧）  

北欧 （参考）  日本 15 

      働く 

     

学ぶ    

地域 

      

      
働く
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地域 
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(C)社会的背景 

①基本的認識 

この社会的背景をみると、「②働く」こと自体について、(1)そもそも短時間であることが好ま

しく、また(2)柔軟に働き方を変えながらライフ・ステージにあった働き方をすべき、といった

基本的認識が共有されていることが挙げられる（【図表補１－15】）。 

【図表補１- 15】「②働く（現役世代）」（基本的認識） 

 北欧 （参考）   日本  

「②働く」に

かかる基本的

な考え方 

「②働く」は生活の一部。 「②働く」は生活の中心。 
「生活の糧」であり、投入時

間は少ない方がよい。 

正社員では、長時間労働を前

提にしがち。 
ライフ・ステージに応じて柔

軟に働き方を変えるべき。 

正社員では、時間・場所を拘

束される働き方が一般的。 

②社会環境 

これを支える社会環境をみると、(1)勤務時間の面では、正社員であってもパート的に働くこ

とが出来たり、(2)勤務場所の面でも、テレワーク等により勤務地に赴かなくても一定程度仕事

が出来る環境が整っている。また、前述の通り、(3)「１．学ぶ→働く」のルートが整備されてい
ることから、ライフ・ステージに応じて働き方や職場も変えやすくなっており、全体として「柔
軟な働き方」が実現しているといえる（【図表補１－16】。働き方にかかる「スウェーデン・モデ
ル」は【BOX９】参照）。 

 

（出所）『平成 22 年度ワーク・ライフ・バランス社会の実現と生産性の関係に関
する研究報告書』（内閣府(2011)）を改変 

7

8

9

10

11

ススウウェェーーデデンン フフィィンンラランンドド 日日本本

25－44歳
45－64歳

【図表補１-14】労働時間（フルタイム、男性雇用者、週合計 /日）（時間）
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16 武石（2011）、武石（2012）、藤田（2000）ほか。 
17 権丈（2010）、中谷（2015）、松原・脇坂（2015）ほか。 
18 武石（2012）。 

また、従業員の行うボランティア活動を雇用者側が支援することも一般的となっている。 

【図表補１-16】「②働く」（現役世代）（柔軟な働き方の実現） 

 北欧 （参考）  日本 

(1)時間の柔軟性 就業日や時間を相当程度柔

軟に設定可能。 ○ フレックス制は一定程度

導入されている。 △ 

(2)場所の自由度 テレワークや在宅勤務など

の導入比率が高い。 ○ 左記は導入途上にある。 × 

(3)職業選択の自

由度 

「１．学ぶ→働く」のルー

トが整っており、転職が比

較的容易。 

○ 転職市場がさほど大きく

ない。 × 

（柔軟な勤務時間） 

このうち、「勤務時間の柔軟性」をみると、(1) フルタイムであっても、労働者の権利として、

就業日や時間を相当程度柔軟に設定できるようになっている。 

▼週単位・月単位で就業日・時間を調整（スウェーデン、オランダ） 

スウェーデンは女性の就業率が非常に高く、夫妻のいずれもフルタイムで就業することが
基本となっている。ただし、フルタイムであっても、企業との間で週や月単位で働く時間の総
枠を決め、その中で就業日・就業時間の割り振りを自分たちの状況に合わせて調整することが
できる。夫婦がともにこうした働き方を行うことによって、子育てや子供の就学などに柔軟に
対処している 16。 

オランダでは、ある製造企業におけるフルタイム勤務の労働時間は、「年間を通して平均週 40
時間」となっており、週によって 35 時間でも 45 時間働いてもよいかたちとなっている 17。ま
た、ある金融保険会社では、フルタイムの契約労働時間は「週 36 時間」となっているが、勤
務日に制約はないことから、実際には週４日（９時間／日）働く従業員が多い 18。 

また、(2)正社員でありながら、フルタイムとパートタイムを行き来することもできる。すな
わち、日本の場合と異なり、パートタイム労働者は「短時間正社員」に相当する身分であり、フ

ルタイム労働者との差は労働時間のみであって、基本的に同一の待遇（時間当たり賃金、社会保
障）を与えられている。 

特集「人生 100 歳時代」
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19 企業別の年金システムはなく、国が社会保障全般を一手に請け負っていることも、こうした柔軟な働き方
を可能にしている。 

20 武石（2012）、中谷（2015）ほか。 

21 中谷（2015）、村田（2008）ほか。 

22 例えば、オランダのある金融保険会社では、2008 年の労働協約によって、全従業員がテレワーク（在宅勤
務、他の支社、サテライトオフィスなど）が可能となっている（武石（2012））。 

こうしたことから、一つの仕事をフルタイムで行うのではなく、複数の仕事を組み合わせる事
例もしばしばみられる 19。 

特に、オランダは、「パートタイム経済」と呼ばれている 20が、北欧の国と比べても男女とも
にパート比率が非常に高く、こうしたパートタイム的な働き方を中心にすることによって、柔軟
な働き方を実現している（【図表補 1－17】）。 

▼パートタイム型就労の活用（オランダ）21 

オランダでは、子供が生まれると、妻は多くの場合パートタイム契約に切り替えて、週末以
外にも家にいられる時間を確保する。夫も一時的にパートタイム契約に切り替えたり、フルタ
イムのままでも週時間単位で休暇を取得して勤務日数を減らしたりして、自宅にいられる日
や時間を確保することが多い。 

（柔軟な勤務場所） 

「勤務場所の柔軟性」をみると、テレワーク 22や在宅勤務などの導入比率が高く、これによっ
て、就業者が生活時間を柔軟かつ効率的に使うことが可能となっている（【図表補 1－18】）。 
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【図表補１-17】 パートタイム比率（2013年）（％）

（出所）“OECD Employment Outlook 2014”（OECD(2014b)) を改変
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23 オランダの政府機関が 2007 年に行ったアンケート調査に基づく(European Report (2014b))。 
24  European Report (2009b)。 
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【図表補１-18】在宅勤務制度を導入している企業の比率（％）

（出所）“OECD Employment Outlook 2014”（OECD(2014b)) を改変

（雇用者等の理解と協力） 

従業員が行うボランティア活動については、企業など雇用者も協力的であり、従業員のボラン
ティア活動への参加を就業と同様にみなして収入を保障している企業も目立つ。 

▼ボランティア活動の「業務扱い」（オランダ） 

オランダでは雇用主の 11.9％が年に 1 日以上のボランティア活動を従業員に許可し、活動
参加を就業と同様にみなして収入を保障している 23。 

また、早い時期から、市町村が営利企業の CSR の取組みを支援するためのイベントを実施し、
その中でボランティアを必要とする団体と企業とのマッチングも行われている。 

▼市町村によるボランティア活動のマッチング（オランダ） 

オランダのアーネム市で行われている“Market Place Day”は、NPO などの団体がボランテ
ィアを必要とする分野を説明し、一方参加企業や従業員ができる貢献を探すというものであ
るが、こうした試みは 2008 年時点で 70 の市町村に広がっている 24。 

特集「人生 100 歳時代」
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25 OECD（2014b）。 

（４）「４．働く」（高齢者） 

(A)概要 

「４．働く」（高齢者雇用）の分野についてみると、明確な定年制度や退職金制度はなく、高齢
になった際には、それまで複数担っていた仕事を間引いていってペースダウンをしていくことか
ら、現役世代と高齢者との区分は曖昧ではあるが、比較的早く引退して「③地域」といった他の領

域で生き生きと活動することが一般的となっている（【図表補1－19】）。 

(B)高齢者の就業率の低さ 

こうしたことから、日本と比べて 65 歳以上年齢層の就業率は低い 25（【図表補1－20】）。 
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【図表補１-19】「４．働く」（高齢者）（北欧）
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【図表補１-20】65 歳以上の就業率（％）

（出所）“OECD Employment Outlook 2014”（OECD(2014b)) を改変
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(C)社会的背景 

このように早期の引退が一般的であるのは、(1)人々の勤労観として「②働く」こと自体が人生

の主たる要素ではなく、あくまで生活の糧のために行うものである、という基本的認識が背景に

あり、また、(2)これを支える社会環境として、社会保障制度（年金制度）が整っていることが大
きい。すなわち、高齢者が働くということは、自己実現の観点からも、経済的理由からも特段必要
とされていない 26といえる。 

（５）「５．地域」 

(A)概要 

「５．地域」（世代を問わず、地域貢献・社会活動を積極的に行う 27）の分野についてみると、
高齢者世代だけでなく、若年層・現役世代を含めて、地域貢献・社会活動が自然に幅広く行われて

いる（【図表補１－21】）。 

北欧 （参考）  日本28  

      働く 

学 ぶ  

地 域      

     働 く 

     

学ぶ  

地域 

      

【図表補１-21】「５．地域」（北欧）

                                                   
26 ただし、超高齢社会が到来する中、社会保障制度の持続性を担保する観点から、高齢者雇用をもっと増や
すべきという議論は近年みられている。高齢者の就業が広がらない雇用者側の理由としては、①就労時間を
徐々に減らす仕組みが少ないこと、②雇用者側が、職場の教育訓練から高齢者を除外しがちであること、③そ
もそも雇用者側が高齢者の就業について理解がないこと、といった要因が挙げられており、日本が抱えている
課題との類似点もみられる（European Commission（2012））。 
27 現役時代がそもそも仕事一辺倒ではないことから、「退職後に備えて、いろいろな活動を始めておかないと、
老後の過ごし方で困る」という発想もないし、「健康維持のために、高齢者にも活動的になってもらわないと」
と考える必要もない（一般社団法人スウェーデン社会研究所・鈴木賢志所長）。 
28 日本では、一部高齢者の間では生涯学習が地域貢献・社会活動に活かされているが、現役世代が「地域」
の領域で活動することは盛んではなく、全体として地域貢献・社会活動への参加率は高くない（Ⅱ．第３章参
照）。 

特集「人生 100 歳時代」
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(B)高いボランティア参加率 

ボランティア活動等は活発であり、欧州の中でも特にスウェーデンやオランダでは参加率が高
い 29。 

▼活発なボランティア活動（スウェーデン） 

ボランティア活動を行っている非営利組織は 18 万あり、住民の 9 割は何らかのボランティ
ア組織に属している。また、一か月に平均 6 時間のボランティア活動を実施している 30。 

また、これらの国では特に 30 歳代、40歳代の働き盛り世代の参加率が高く、「３．働く→地域」
（現役世代において、働く余力を地域貢献・社会活動に充てる）のルートが充実していることがこ
ちらからも伺える（【図表補 1－22】【同 1－23】）。 
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【図表補１-22】ボランティア参加率（スウェーデン）（％）

（出所）“Study on Volunteering in the European Union Country Report Sweden”
（European Commission（2009a））を改変

                                                   
29 EUが実施したEU27ヵ国＋非EU5ヵ国の就業者3万人を対象とした大規模なアンケート調査による
（European Commission（2012））。OECD(2017)においてもほぼ同様の結果となっている。 
30 2006～2007年の調査（文部科学省（2007））。 
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【図表補１-23】ボランティア参加率 ( オランダ）（男女計、％）

（出所）“Study on Volunteering in the European Union Country Report Netherlands”
（European Commission（2009b））を改変

                                                   
31 但し、数字からイメージされるほどボランティアに熱心というわけではなく、「時間的にゆとりがあるので
地域への手伝いを少しやろうか」という気軽な感じで活動している（一般社団法人スウェーデン社会研究所・
鈴木賢志所長）。 

また、かつては社会を良くしたいといった利他的な動機が多かったのが、最近はボランティア活動を通じて
自分の成長や社会とのつながりを求める人も増えている（European Commission（2009a））。 

(C)社会的背景 

この社会的背景をみると、これまで見てきたように、(1)地域貢献・社会活動にかかる生涯教育

の機会が豊富にあり、(2)初等教育の場でも地域貢献・社会活動が勧められている（「２．学ぶ→地

域」）ことから、地域貢献・社会活動をすることが当たり前 31という基本的認識が底流にある。 

また、(3)現役世代でも「働く」余力を十分に地域貢献・社会活動に振り向けることが出来てい

る（「３．働く→地域」）、という社会環境が大きく影響しているといえる。 

３．日本社会への応用可能性 

以上みてきたように、北欧では、「自立した個人」が、自分の価値観やライフ・ステージにあわせ

て、人生における諸要素を「アラカルト方式」で組み立てている社会となっている。「『時間』の充

実」の観点からは、『人生 100 歳時代』にふさわしい社会システムを相当程度作り上げているとい

える。 

特集「人生 100 歳時代」
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32 一般社団法人スウェーデン社会研究所・鈴木賢志所長との意見交換に基づく。 

33 都留文科大学・福田誠治学長との意見交換に基づく。 

こうした北欧諸国の現在の状況は、我が国にとって参考になるところが多いと考えられる。もっ
とも、こうした社会システムを構成する個々の要素は長い年月をかけて作られてきており、有機的

に繋がってもいることから、個別事例を単純に真似することはできない点は留意すべきである（【図
表補1－24】）。 

【図表補１- 24】北欧の社会システムの基盤 

社会の構成員の区分け 

学生・社会人、現役・高齢者や、正規・非正規の区分は

曖昧。人々を明確にカテゴリー化しないかたちで社会制

度を設計。 

「自立した個人」の存在 

個々人が自立しており、自らが、時代の要請に合った

職業を選択するために学び直し等を実施。 

「個性を重視する、個人の自立を促す」初等教育がベ

ース。 

▼社会の構成員の「カテゴリー化」の見直し 32 

日本では、社会の構成員を大人・子ども、現役・高齢者、正規・非正規といったように特定
の集団やカテゴリーに分けており、そうした個々のグループを前提に社会制度が出来上がっ
ている。 

これに対し、スウェーデンでは、そうしたカテゴリー化がもっと曖昧で、いわば「分けない
社会」であるといえる。だからこそ、「①学ぶ」「②働く」「③地域」といった具体的な活動領
域についても、個々人が自分自身の価値観やライフ・ステージにあったかたちで、柔軟に活動
を組み合わせて生活することが出来ているといえる。このように、「人々をカテゴリーに分け
ない」という考え方は、これから日本の社会を変えていく上で参考となりうる。 

▼「自立した個人」の養成 33 

そもそも「自ら学び直しながら時代の要請に合った職業を選択していく」という姿勢は「個
人が自立していること」が前提となる。 
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フィンランドの事例をみると、小中高の教育課程において「個性を重視する、個人の自立を
促す教育」を 40 年以上行ってきた実績があり、そうした蓄積に基づいて今の社会システムが
出来上がっているといえる。日本社会でも、転職等のしやすい生涯学習制度を充実させていく
上では、そうした「自立した個人」という基盤作りも、同時並行的に行う必要があると考えら
れる。 

わが国としては、日本の社会システム全体のあるべき将来像について、関係者間で一定程度の共

通認識を持ちながら、北欧社会の事例を先進事例として参照していくべきである。 

特集「人生 100 歳時代」
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【BOX９】働き方における「スウェーデン・モデル 34」 

スウェーデンでは、ライフ・ステージの変遷に沿って、柔軟な働き方や育児などがしやすい社
会環境が整っており、「スウェーデン・モデル」というべきものが確立している。 

（１）産休・育休等 
出産に際しては、父親も10日間の産休を取得している。また、育児休業（８歳まで対象）は、

1人の子どもに対して両親合わせて480日まで取得可能であり、半日休など、状況に合わせた柔
軟な利用が可能となっている。また、子供の看護休業も年間120日まで有給で取得できる。 

（２）フレックスタイムの活用 
子どもが保育園に通う時期には、父親と母親の両方がフレックスタイムを活用し、保育時間が

長くならないように調整しながら働く（延長保育・夜間保育は一般的ではない）。 
子供が初等教育課程にある時期も、引き続きフレックスタイムを利用して、子供の送り迎えな

どができるような働き方をする。勤務先企業とは、労務協定で月々の勤務時間を決めるが、その
割振は家族の状況に合わせて柔軟に調整できるかたちとなっている。 

（３）親の看護・介護 
介護サービスは基本的に市町村（コミューン）が担うこととされているため、現役世代にとっ

て親の看護・介護負担が過大になるという事態はあまり生じない。 

                                                   
34 藤田（2000）ほか。 
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【補論２】高齢者の就業意欲と雇用機会 

【要旨】 

高齢者は、一定の年齢になったら仕事をやめたいと必ずしも思っているわけではなく、むしろ

仕事を継続することで、社会とのつながりを持って日常生活を充実させたいと考える人も多い。

これに対し、企業等雇用者側では、高齢者雇用には必ずしも積極的とはいえない。 

「人生 100 歳時代」の観点からも、雇用者側の意識改革と社会環境を整備し、こうした高齢

者の就業ニーズに応えられるようにしていくことが重要である。 

１．高齢者の就業意欲 

 高齢者自身の就業意欲をみると、定年を過ぎても働き続けたいと考える割合は圧倒的に多い（【図
表補2－1】）。 

また、有業の高齢者の就業継続意欲は強い。有業率が大きく下がる 65 歳以上の年齢層において
も、現役の有業者の中で退職を希望している人は非常に少ない。このことから、多くの有業の高齢者
は健康さえ許せば働き続けたいと思っていると解釈できる（【図表補2－2】）。 

働けるうちは
いつまでも

29%

80歳くらいまで
3%

75歳くらいまで
7%70歳くらいまで

17%

65歳くらいまで
17%

わからない
8%

仕事したいと
思わない
10%

その他・無回答
9%

【図表補２-１】　何歳まで仕事をしたいか＊

　　　 ＊60 歳以上の男女を対象とした調査。
（出所）「高齢者の日常生活に関する意識調査」（内閣府（2015））を改変

特集「人生 100 歳時代」
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35 定年年齢に到達した者をいったん退職させた後、再び雇用する制度。正社員ではなく非正規職員である嘱託

２．高齢者の雇用機会 

一方、高齢者の雇用機会をみると、企業では高年齢者雇用安定法に基づき 65 歳までの雇用確保は
しているが、その内実としては、企業の大半が「定年の引き上げ」や「定年制の廃止」ではなく「継
続雇用制度」を導入している（【図表補2－3】）。 

また、こうした継続雇用制度の下で、大半の企業では、定年が到来した従業員を一旦退職させた後
に非正規職員等として再雇用 35することによって、大幅に賃金を切り下げている。このため、高齢者

       
  （男 性）            （女 性） 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

55～59 60～64 65～69 70～74
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（歳）
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（万人）

（歳）

退職希望

転職
継続（追加）

継続

【図表補２-２】　就業希望意識＊

＊有業者への調査。
（出所）「平成 24年度就業構造基本調査」（総務省（2013））を改変

 

継続雇用制度
の導入、80.3%

定年の
引上げ
17.1%

定年制の廃止2.6%

【図表補２-３】　雇用確保措置の内訳

（出所）「平成 29年『高年齢者の雇用状況』」（厚生労働省（2017））を改変

96 かながわ政策研究・大学連携ジャーナルNo.12　2018.3



                                                   
やパートタイマーといった形で雇用されることが多い。 
36 賃金の水準が大幅に下がることは、高齢者に再雇用を断念させることにつながるので、雇用確保措置の抜け
穴となっている。こうした企業の抜け道を防ぐ仕組みを考えていかないと、継続雇用は進まない（慶應義塾大
学・山田教授）。 
37 ここには、同一企業で継続雇用されたケースばかりでなく、60歳定年到来を機に転職したケースなども含ま
れている点には留意が必要。 

としては、同一企業内で仕事を続けようとしても、経験・スキルに見合った処遇（責任ある仕事や賃
金）が事実上得られにくい状況にある 36（【図表補2－4】）。 

実際、61 歳時点の賃金が 60 歳直前の賃金の８割にも満たない水準にまで下落する人が半数近く
にのぼる 37（【図表補2－5】）。 

再雇用制度のみ
70%

再雇用制度と
勤務延長の併用13%

勤務延長のみ
11%

制度なし6%

 
 

【図表補２-４】　一律の「定年制」を定めている企業における継続雇用制度

（出所）「平成28年『労働条件総合調査』」（厚生労働省（2017））を改変

60%未満
9.7%

60～70%未満
18.3%

70～80%未満
16.4%

80～90%
未満

11.4%90～100%未満
5.6%

無回答
27.5%

100%
10.8%

100%超
0.3%

【図表補２-５】　61 歳時点の賃金水準（60 歳直前の賃金＝100）

＊「60％未満」は、30％未満、30 ～ 40％未満、40 ～ 50％未満、50 ～ 60％未
   満の回答を合算して計上。

（出所）「高年齢者の雇用に関する調査（企業調査）」（独立行政法人労働政策・
          研修機構（2016））を改変

特集「人生 100 歳時代」
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38 就業を希望する高齢者の方でも、これまでの経験・職歴に拘ることなく視野をより広く持って職を探してい
くことが、ミスマッチを減らす上で重要と考えられる。 
39 高齢期に入る前からキャリア・カウンセリングを行い、各自「生涯職業設計」のようなプランを持てるよ
うになれればよい。企業内でしか認められないキャリアより、企業を超えた専門性が認められるようになれば
うまくまわる（労働政策研究・研修機構・田原氏）。 

また、高齢者が仮に転職をしようとしても、なかなか経験・スキルに見合った条件の職は見つけら
れない状況にある。高齢者が、仕事を見つけられない要因には、健康上の理由も少なからずあるもの
の、「機会の不足（適当な仕事が見つからない）」と訴える比率は非常に高く、その理由としては、①
「条件を問わず仕事自体がみつからない」ことが第一に挙げられる。また、②スキルにおけるミスマ
ッチ（職種が合わない38）39が、③労働時間、④報酬面でのミスマッチを大きく上回る状況にある（【図
表補2－6】）。 

一方、雇用者側が高齢者を積極的に雇用しない理由をみると、これまでの社会慣行や人事運営上
の利便性から、「特に雇用が困難な理由がない」にも拘らず、高齢者雇用に消極的な姿勢にあること
が窺える（【図表補2－7】）。 

機会の不足
（適当な仕事
がない）
36.2%

健康上の理由
（本人）
32.7%

健康上の理由
（家族）
15.9%

家庭の事情
（家事等）

9.5%

その他・無回答
5.7%

その他・
無回答
10%

報酬が
合わない

4%

労働時間が
合わない
18%

スキル・職種が
合わない
30%

条件に拘わらず
仕事がない

38%

【図表補２-６】　就業希望の不就業者の仕事に就けなかった主な理由

（出所）「60代の雇用・生活調査」（独立行政法人労働政策研究・研修機構（2015））を改変
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40 厚労省では、労働力人口の減少が見込まれている中で、「年齢にかかわりなく意欲と能力のある労働者を適
切に活用することが重要な課題」としている。一方、就職出来ない新卒や、若年者の確保に苦労している中小
企業が存在していることから、こうした若年者雇用の問題の解決のためには、求人と求職のミスマッチ解消の
促進が必要としている(厚生労働省『今後の高年齢者雇用に関する研究会報告書～生涯現役社会の実現に向け
て～（平成23年６月）』)。 

（出所）「高年齢者の雇用に関する調査（企業調査）」（独立行政法人労働政策研究・研修
機構（2016））を改変 

特に理由なし（世代交代のため）

リスク（病気・事故）

特に理由なし（社会慣行に従っている）

処遇（能力の個人差が大）

新技術等への対応力

生産性

意欲

協調性

0 10 20 30 40 50
(%)

企業内の世代交代の実現や、若者の就業機会の確保は重要な課題ではあるが、『人生 100 歳時代』
を迎える中で、「高齢者の『時間』の充実」という観点からは、高齢者を積極的に雇用する環境を整
備していくことも重要となる 40。 
 
 

【図表補２-７】60代後半層の雇用確保が不要と考える理由（複数回答）

特集「人生 100 歳時代」
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41 「動機」にはさまざまなものがあるが、一般的には、①利他的動機（人の役に立つ）、②利己的動機（自分
の利得になる）の2種類に分けられ、さらに③その中間領域に位置する動機もあるとされる。さらに、心の中
で「利他」「利己」の２つの動機が混在して葛藤している場合と、その反対に両者が矛盾なく調和している場
合がある（伊藤（2016）ほか）。 

【補論３】地域貢献・社会活動を推進するインセンティブ 

【要旨】 

 人がボランティア活動などをするにあたっては、①明確な動機付けがなされており、②十分

なインセンティブ（報酬）があって、③バリア（障壁）が少ない場合に、行動を起こしやすい。

また、そうしたインセンティブが効果的であるためには、それが、動機（個々人の価値観や活動

の内容）と呼応した性格のものであることが重要である。 

地域貢献・社会活動は、基本的には奉仕の精神、「非経済的な動機」に基づく活動であること

から、金銭的な報酬といった「経済的インセンティブ」よりも、感謝・共感・連帯といった「非

経済的インセンティブ」の方が効果的とみられる。したがって、前者を主たる要素としている現

行のボランティア・ポイント制度についても、後者の性格を強めたかたちで運営した方が効果を

より発揮すると考えられる。 

１．人々の行動を決定する３つの要素 

一般に、人々の行動をみる上では、主に①動機、②インセンティブ（報酬、報酬への期待）、③バ

リア（障壁）の３つの要素に注目することが有効である。 

すなわち、人がボランティア活動などをするにあたっては、①元々の動機 41があって、②それを

推し進めるだけの十分なインセンティブがあるとともに、③その行動を妨げるような事情等（バリ

ア）が少ない場合には、行動を起こしやすい、と考えられる。一方、①動機が弱く、②インセンティ
ブも少なく、③バリアが沢山あるときには、行動を起こしづらくなる（【図表補3－1】）。  

【図表補３-１】  行動を決定する３つの要素  
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人々に一段と地域貢献・社会参加してもらうためには、上記３つの要素について工夫をしながら、
個々人に働きかけていくことが必要となる。実際、基礎自治体や NPO 等の活動団体では、①教育・
啓発等を通じて、ボランティア活動の意義などを広く理解してもらったり（明確な「動機付け 42」）、
②ボランティア・ポイント制度や表彰制度を導入したり（「インセンティブの強化」）、③人々のニー
ズに即した情報の提供や NPO などに対する支援などを行ったりしている（「バリアの軽減」、【図表
補3－2】参照）。 

【図表補３-２】 行動を推進するための工夫 

 

もっとも、現実にはこれらが十分な効果を発揮しておらず、思ったほど地域貢献・社会活動の輪が
広がっていない状況にある。こうしたことから、特に「②インセンティブ」の一段の強化が必要とさ
れている（「③バリア」の軽減については【BOX９】参照）。 

２．インセンティブ 

（１）インセンティブの種類 

インセンティブには、「(1)経済的なインセンティブ」と「(2)非経済的なインセンティブ」の２種

類がある。このうち、「(1)経済的なインセンティブ」には、金銭等を得られることのほか、職業上の
メリットや金銭以外の何らかの利得や見返りを得られること等があり、「(2)非経済的なインセンティ
ブ」には、社会の役に立つことそのもの、感謝されること、自己実現や交流の拡大など、様々なもの
がある43（【図表補3－3】。 
                                                   
42 人々が地域貢献活動・社会参加活動にボランティアやサポーターとして取り組む背景には、それぞれの人
がもつ動機が誘因となって存在している。また、利己的な動機から始まった行動が、周囲から認められる状況
の下で利他的な動機に転じる場合や、その反対に、社会のために行っていたことが自分の成長にもつながるこ
とに気が付いて、利他・利己の両者が統合されていく場合もある（伊藤（2016）ほか）。 

43 ボランティア活動は、心理学的観点からは「援助行動」の一つの形態であり、「金銭的」なもののほかに、
「社会的」及び「心理的」なものがある（伊藤（2011））。  

特集「人生 100 歳時代」
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（２）インセンティブと動機との関係 

このようにインセンティブには色々あるが、そもそも元となる「動機」と「インセンティブ」が密

接に連関していることから、(1)個々人の価値観や(2)活動の内容によって、有効となるインセンティ

ブは大きく異なる。 

すなわち、通常のビジネス活動のように、「動機」部分で「利益を得たい」という思いがベースと
なっている場合には、「経済的インセンティブ」（利益の獲得）が重要となるであろう。例えば、営業
職にとっては、「売上の成績を挙げればボーナスが増える」といった経済的インセンティブが通常有
効となる。 

一方、ボランティア活動など、基本的には奉仕の精神に根差すものであれば、むしろ、人々に感謝
されることや社会自体がよくなること、といった「非経済的インセンティブ」がより重みをもつこと
なる（【図表補3－4】）。 

このように、インセンティブが効果的であるためには、それが、個々人の価値観や、対象となる活
動の内容に対応したものでなければならない。すなわち、地域貢献や社会活動について、人々の活動
への参加を促すためには、そもそもの意義・目的を明確化し、的確な対象者に対して、活動の内容に
即したインセンティブを付与することができるかどうかがカギとなろう。 

【図表補３-３ 】インセンティブの種類 

 

• 金銭的メリット

• 職業上のメリット

• その他何らかの利得
経済的

•【社会的な側面】

• 人や社会の役に立つ

• 社会的義務を果たす

•【心理的な側面】

• 人々からの感謝

• 自己実現、経験・成長

• 共感・交流の深化

(2)非経済的
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【図表補３-４】動機とインセンティブとの関係（１） 

(1)経済的  儲けたい 

動機   利得を得たい 

 (1)経済的   報酬・ボーナス 

ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ  金銭的支援 

(2)非経済的 役立ちたい 

動機   成長したい 

 (2)非経済的  感謝・表彰 

ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ  自己実現・共感 

(1)経済的

動機

(2)非経済的

動機

(1)経済的

ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ

(2)非経済的

ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ
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無論、上記の営業職の事例でも、例えば、クライアントから感謝されることが仕事の励みになり、
仲間との連帯意識があるから頑張れる、といったように、「経済的インセンティブ」以外でも、積極
的な行動を促す要素も当然ある。このように、「動機」と「インセンティブ」との間は単純な一対一

関係とはならない点は留意すべきである（【図表補3－5】）。 

 

(1)経済的  儲けたい 

動機   利得を得たい 

 (1)経済的   報酬・ボーナス 

ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ  金銭的支援 

(2)非経済的 役立ちたい 

動機   成長したい 

 (2)非経済的  感謝・表彰 

ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ  自己実現・共感・連帯 

３．地域貢献・社会活動に有効なインセンティブ 

（１）非経済的インセンティブ 

地域貢献・社会活動は、そもそも利他的な性格、非経済的動機が強い行動であることから、インセ

ンティブの面では、まずは、上記「(2)非経済的インセンティブ」の方を充実させていくことが有効

であると考えられる。例えば、社会的な評価と感謝の気持ちを表し、それを実感してもらうこと、あ
るいは自分探しや自己実現の場を探している人が達成感を感じられるようにすることも重要となる。 

具体的な方策としては、①表彰・褒章制度、②活動内容の発表の場づくりなどがあり、また、連帯
感を高める仕組みとしては、③同じ活動をしているグループ間の交流支援、④サポーター組織づく
りなどもありうるであろう（【図表補3－6】）。 

①①表表彰彰・・褒褒章章制制度度  

②②活活動動内内容容のの発発表表のの場場  

③③ググルルーーププ間間のの交交流流  

④④ササポポーータターー組組織織  

(1)経済的

動機

(2)非経済的

動機

(1)経済的

ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ

(2)非経済的

ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ

①①表表彰彰・・褒褒章章制制度度

②②活活動動内内容容のの発発表表のの場場

③③ググルルーーププ間間のの交交流流

④④ササポポーータターー組組織織

【図表補３-５】　動機とインセンティブとの関係（２）

【図表補３-６】非経済的インセンティブの例

特集「人生 100 歳時代」
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44  これらは「費用がかかる」というバリア（障壁）を減らすための措置とみることも出来る。 
45 例えば、横須賀市が2010年に行った「本市におけるボランティア活動に関するアンケート調査」によれば、
市民の46％が「有償制度」を望んでおり、還元のしかたとして鉄道・バスの乗車券を希望する人が最も多いと
している（横須賀市（2012））。 
46 ボランティア活動を行うにあたって、心の中に「利己」「利他」の２つの動機が混在して葛藤している場合
は、謝礼を受け取ることが却って「自分（金銭）のため」が優勢となってしまい、「困っている人のため」とい
う動機と対立し、ボランティア活動を続けることに困難を感じる場合がある（伊藤（2016））。 
47 ここでは、一般的な「ボランティア・ポイント制度」のみならず、厚生労働省が主導している元気高齢者
によるボランティア活動によって福祉介護を共助していく同制度も含めて論じている。後者については、
【BOX11】参照。 

（２）経済的インセンティブ 

一方、「経済的インセンティブ」も有効な部分があり、例えば、①必要経費に対する補助や、②活
動実績に応じた商品・サービスの提供といったかたちで、地域貢献・社会活動を幅広く支援すること
がありうる。これらは「経済的・金銭的な支援」ではある 44が、当該活動が意義あるものだと評価し
ているという「非経済的」な意味合いをも持つものとみることも出来よう。 

さらには、③有償ボランティアとして、「感謝」の気持ちをかたちにした「謝礼」を渡すというこ
とがある 45。但し、謝礼の色彩が強くなり過ぎると、そもそも利他的な性格、非経済的動機の強い行

動へのインセンティブとしては逆効果になる可能性がある点は留意する必要がある 46 （【図表補3－
7】）。 

①必要経費の補助 

②活動実績に応じた商品・サービスの提供 

③謝礼（有償ボランティア） 

４．インセンティブからみたボランティア・ポイント制度の評価 

（１）ボランティア・ポイント制度の概要 

平成 20 年代に入り、自治体ではボランティア活動へのインセンティブ付けとして、所謂「ボラン
ティア・ポイント制度 47」を導入する動きが目立っている。これは、ボランティア活動者に対して、
活動に応じて換金可能なポイントを付与する仕組みであり、場合によっては公的施設の入場券など
と交換することもできるものである。 

①必要経費の補助

②活動実績に応じた商品・サービスの提供

③謝礼（有償ボランティア）

【図表補３-７】経済的インセンティブの例

104 かながわ政策研究・大学連携ジャーナルNo.12　2018.3



（２）インセンティブからみた「ボランティア・ポイント制度」の位置づけ 

現行の「ボランティア・ポイント制度」は、ボランティア活動をする人にとって励みになる 48とい
う「(2)非経済的インセンティブ」の性格も一部有しているものの、活動をした人に対して金銭的に
換算できるポイントを与えることを基本としていることから、「(1)経済的インセンティブ」を主たる
要素としたものとなっている 49といえる（【図表補3－8】）。 

現状の運営状況についてみると、こうした「(1)経済的インセンティブ」に軸足を置いていること
もあってか、「ボランティア・ポイント制度」は必ずしも参加者を増やす意味で十分な効果を発揮し
ているとはいえない 50。 

そもそも地域貢献・社会活動を行うことが「(2)非経済的動機」に基づくことを勘案すると、前述

の通り、同じ「ボランティア・ポイント制度」であったとしても、「(2)非経済的インセンティブ」－

感謝・表彰、あるいは共感・連帯といった要素－に力点を置いて運営した方がより効果的になると考
えられる 51（【図表補3－9】）。 

                                                   
48 東京都稲城市が行ったアンケート調査では、同市のボランティア・ポイント制度の初年度登録者の51％が
「活動で張り合いが出た」と回答している（前掲、横須賀市（2012））。 
49 このほか、交通費などを支給する側面からは、費用面でのバリアを低くする効果もあるといえる。 
50 「ポイント還元」を目的にボランティア活動を始めようという人はいないので、参加者の裾野を拡大する行
政施策としての有効性は低い（日本ボランティア・コーディネーター協会・後藤麻理子理事・事務局長）。 

現場からは、「ボランティア活動というものは、ポイントやお金といった経済的インセンティブによってで
はなく、ボランティア活動を「自分事」として捉えてもらえるようにならないと定着していかない」、「自発的
にボランティアに取り組もうとする人は、ポイントなどがつかなくても参加する一方、関心のない人は、ポイ
ントがつくことくらいでは全然動かない」という声が聞かれている。 
51  仮にポイント制度を導入するとしても、これらは（金銭的な）「報酬」ではなく、「地域とのつながりを作
るためのツール」として考えるべき（立教大学・萩原なつ子教授）。 

 【図表補３-８】現行のボランティア・ポイント制度の性格  

(1)経済的  儲けたい 

動機   利得を得たい 

 (1)経済的   報酬・ボーナス 

ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ  金銭的支援 

(2)非経済的 役立ちたい 

動機   成長したい 

 (2)非経済的  感謝・表彰 

ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ  自己実現・共感・連帯 

(1)経済的

動機

(2)非経済的

動機

(1)

(2)非経済的

ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ

報酬・ボーナス

金銭的支援

感謝・表彰

(1)経済的

ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ

非経済的

特集「人生 100 歳時代」
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例えば、①ボランティア・ポイントがたまった人を対象に積極的に表彰を行うことや、②カードを
利用し、登録者をサポータークラブなどの形で運用することによって仲間を増やしながら活動に参
加する形を作り、参加者の連帯感を高めるといった方策が考えられよう。 

▼チームを組んで競う「健康ポイント制度」の導入（(株)ローソン） 

ローソンでは、社員向けに「ヘルスケア・ポイント」を導入したが、個々人が自主的に参
加するスタイルでは、もともと健康意識の高い社員の方が参加率が高いという結果になっ
た。健康意識の低い社員も含めて全社で健康への意識づけをするため、「チームを組んで、
健康スコアや歩数を他チームと競う」要素も取り入れたところ、社員が熱心に取り組むよ
うになり、健康関連の数値も改善した。 

また、学生を対象にボランティアを行った実績を大学の単位として認定したり、就職活動などに
活用したりすることができる仕組みなども検討に値する 52。 

あるいは、現役サラリーマンやリタイア予備軍などについても、ボランティアで得られた技能な
どをスキルとして登録し、次の社会貢献に活用する仕組みがありうる。 

さらに、たまったポイントを自分のための商品と交換できるかたちにはしないで、社会活動をし
ている団体等に寄付するポイントとしてのみ使えるといった方策 53によって、同じ報酬でも、「(2)非
経済的インセンティブ」の色彩の強いものにすることで、より「(2)非経済的動機」にみあったもの
とすることが出来ると考えられる。 

                                                   
52 若者の間では、リーダーシップを学んだり、社会の仕組みを体験したりすることが自分自身の就職という
経済的なメリットになるということが意識されている（横須賀市（2012））。こうした点からは、若者が様々な
地域貢献・社会活動に参加するにあたっては、「経済的動機」があり、それに応じて「職業上のメリット」とい
う「経済的インセンティブ」がある、とみることも出来る。 
53 県内自治体におけるボランティア・ポイント制度の一部では、ポイントを地域の団体等に寄附も出来るよ
うにしている（【BOX11】参照）。 

【図表補３-９】 目指すべきボランティア・ポイント制度の性格 

(1)経済的  儲けたい 

動機   利得を得たい 

 (1)経済的   報酬・ボーナス 

ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ  金銭的支援 

(2)非経済的 役立ちたい 

動機   成長したい 

 (2)非経済的  感謝・表彰 

ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ  自己実現・共感・連帯 

(1)経済的

動機

(2)非経済的

動機

(1)経済的

ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ 金銭的支援

感謝・表彰

自己実現・共感・連帯

(2)非経済的

ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ
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▼ボランティア団体等への寄付（認定 NPO 法人さわやか青少年センター） 

さわやか青少年センター（SSC）では、「ふれあいボランティア・パスポート（FVP）」を子供
たちに提供している。この取組みは、子供たちが、FVP にボランティア体験学習の感想を書い
て、応援したい社会貢献団体をリストから選んで SSC に提出すると、SSC が当該団体に寄附（企
業・団体・個人から SSC に寄せられた寄附金の一部を、子供たちの希望に応じて寄附）すると
いうもので、現在、全国で５万人弱の児童・生徒（159 校・8 団体）が参加している。 

この取組みでは「ポイント制」にはしていないが、子供たちにとっては、ボランティア活動
への気付きとなり、その後の自主的な活動につながるきっかけとなっている。 

特集「人生 100 歳時代」
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54 例えば、内閣府（2015）。地域貢献・社会活動を妨げる主な要因に関するアンケート結果については、当セ
ンター報告書『「人生100歳時代」にふさわしい地域社会の構築に向けて』の図表Ⅰ-18参照。 
55 ポイントの付与は、「経済的インセンティブ」であるとともに、活動を認知されているという象徴的な意味
合いからは「非経済的インセンティブ」の性格も有していると解釈することが出来る。 

【BOX10】地域貢献・社会活動への参加を阻害する要因 

人々の地域貢献・社会活動に踏み出そうとした場合の妨げになる要因（バリア）はいくつかあ
るが、典型的には、①時間の不足（仕事などで多忙のために時間がない）、②情報の不足（どんな
活動がなされているのか、自分のやりたい活動があるのかどうかわからない）、③費用（交通費や
その他活動費など、金銭的負担がある）、④労力（活動するための手間暇がかかる）、⑤心理的負
担（知らない人たちと交わったり、慣れないことを始めたりすることは億劫）、といったことがあ
げられる54（【図表BOX10－1】）。 

【図表 BOX10-１】地域貢献・社会活動を妨げる主な要因 

①時間 （日々の生活が忙しい） 

②情報 （どんな活動があるか分からない） 

③費用 （金銭的負担が大きい） 

④労力 （手間暇がかかる） 

⑤心理 （新たなことを始めるのは大変） 

 

したがって、バリアの軽減策としては、それぞれの要因に応じて、①「働き方改革」等によ
る長時間労働の削減、②人々のニーズにあった的確な情報の提供、③交通費等の補助による金
銭的な負担の軽減、④スキル面の不安などに対する適切な事前の情報提供や指導、⑤初めての
人でも参加しやすい仕組み作りなど、さまざまな方法が想定される。 

  
【BOX11】高齢者の介護支援を目的とした「ボランティア・ポイント制度」 

厚生労働省では、高齢者の介護支援を主たる目的として、元気な高齢者に対して、介護を必
要とする高齢者のために施設内外で活動してもらうための仕組みとして、「ボランティア・ポ
イント制度」を活用しており、県内では、13市町村で導入されている（2017年現在）。 

その根拠や狙いは、主に以下の３点とされている。 
(1) 元気な高齢者にとって、ポイントを貯めることが活動の励みになる55。 
(2)ボランティア活動への参加のきっかけになる。 
(3)交通費等の実費相当分を補充し、経済面の障害を取り除く。 

①時間 （日々の生活が忙しい）

②情報 （どんな活動があるか分からない）

③費用 （金銭的負担が大きい）

④労力 （手間暇がかかる）

⑤心理 （新たなことを始めるのは大変）
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県内自治体における同制度の概要は次のとおり（【図表BOX11－１】）。 

 

 

（出所）神奈川県・横浜市 HP 等（一部改変） 

①ボランティア活動への参加者に対し、換金、入場券・招待券などと交換可能なポイントを付
与。 

②ポイントは、１回当り100円相当（最大200円）付与するものが多い。 
③活動場所は、特養、老健施設、認知症グループホーム、ケアハウスなどの高齢者福祉介護施

設内が中心。 
④一部事業では、蓄積されたポイントは寄付にも利用可能。 
⑤ポイント管理は手帳、カードへのスタンプ押印が殆ど（横浜市ではICカードを利用）。 

ボランティア

ボランティアの活動場所
（受入施設）

・ 介護施設
・ 障害者施設
・ 地域ケア・デイサービス
など

管理機関

事業実施者
（地方公共団体）

協賛団体・企業
活動実施

ポイントの付与

ポイントの通知

業務の委託

物品の発送
サービスの提供

ボランティアの登録
ポイントの管理
換金・入金等業務
など

協賛活動
商品・サービスの提供

ポイント交換・使用申請

物品交換情報提供

換金などの通知

【図表BOX11-１】高齢者福祉介護向け「ボランティア・ポイント制度」の仕組み

特集「人生 100 歳時代」
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（おわりに） 

『人生 100 歳時代』には、我々一人ひとりが「自分自身が、長い人生をどのように生きるか設計
していく」という意識をより強くもつことが重要である。それとともに、そうした一人ひとりの思
いを実現しやすい社会環境を整備していく必要がある。本論でみた「学ぶ」「働く」「地域」の３領
域に限っても、対処すべき課題は有機的に繋がっており、単独の主体だけで全てを解決できるもの
はない。 

こうしたことから、住民・企業・団体・行政などの関係主体としては、社会システムを「全体と
して」どのような方向に作り直していくかについて、ある程度の共通認識を持ちながら、それぞれ
の出来る範囲で、目の前の課題を同時並行的に改善・解決していくことが重要となろう。 
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民
大
学

事
業
主
体

そ
の
他
活

動
地
域
活
動

向
け

特
に
ｼ
ﾆ
ｱ

層
に
機
会

を
用
意

そ
の
他
の

主
体
が
実

施

市
町
村
が

直
接
事
業

を
実
施

事
業
の
種
類

（
参

考
１

）学
び

直
し

の
機

会
の

提
供

に
か

か
る

取
組

状
況

一
覧（

県
内

市
町

村
）
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事
業
名
等

事
業
主
体

そ
の
他
活

動
地
域
活
動

向
け

特
に
ｼ
ﾆ
ｱ

層
に
機
会

を
用
意

そ
の
他
の

主
体
が
実

施

市
町
村
が

直
接
事
業

を
実
施

事
業
の
種
類

海
老

名
市

○
○

座
間

市
○

○
○

【
そ
の
他
】
市
民
大
学
　
　
　
　
　
　
　
　
（
相
模
原
・
町
田
大
学
地
域
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
へ
委
託
）

【
そ
の
他
】
ざ
ま
生
涯
学
習
宅
配
便
　
　
　
（
講
師
：
市
職
員
）

南
足

柄
市

○
○

○
【
そ
の
他
、
ｼ
ﾆ
ｱ
】
老
人
大
学

【
そ
の
他
】
生
涯
学
習
出
前
講
座
　
　
　
　
（
講
師
：
市
職
員
）

綾
瀬

市
○

○
【
そ
の
他
】
生
涯
学
習
お
届
け
バ
ラ
講
座
　
（
講
師
：
市
職
員
）

葉
山

町
○

○
○

【
そ
の
他
】
葉
山
町
民
大
学
　
　
　
　
　
　
（
関
東
学
院
大
学
と
の
提
携
講
座
）

寒
川

町
○

○
【
そ
の
他
】
さ
む
か
わ
町
民
大
学

大
磯

町
○

○
【
そ
の
他
】
職
員
出
前
講
座

二
宮

町
○

○
【
そ
の
他
】
に
の
み
や
町
民
大
学

中
井

町
○

○
【
そ
の
他
」
な
っ
！
！
得
出
前
講
座
　
　
　
（
講
師
：
町
職
員
）

大
井

町
○

○
【
そ
の
他
】
お
お
い
出
前
講
座
　
　
　
　
　
（
講
師
：
町
職
員
）

松
田

町
○

○
【
そ
の
他
】
町
民
大
学

山
北

町
○

○

開
成

町
○

○
【
そ
の
他
】
あ
じ
さ
い
講
座
　
　
　
　
　
　
（
講
師
：
町
職
員
、
町
社
会
福
祉
協
議
会
職
員
）

箱
根

町
○

○
【
そ
の
他
】
自
治
学
習
出
張
講
座
　
　
　
　
（
講
師
：
町
職
員
）

真
鶴

町
○

○

湯
河

原
町

○
○

【
そ
の
他
】
湯
河
原
町
民
大
学

【
そ
の
他
】
四
季
彩
の
ま
ち
出
前
講
座
　
　
（
講
師
：
町
職
員
）

愛
川

町
○

○
○

【
そ
の
他
、
ｼ
ﾆ
ｱ
】
寿
大
学

【
そ
の
他
】
町
民
大
学
教
養
講
座

【
そ
の
他
】
あ
い
か
わ
出
前
講
座
　
　
　
　
（
講
師
：
町
職
員
）

清
川

村
○

○
【
そ
の
他
】
せ
せ
ら
ぎ
大
学
（
村
づ
く
り
勉
強
会
）

※
 
各
市
町
村
等
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
考
に
作
成
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大
規

模
中

規
模

小
規

模
な

し

1
0
0
～

1
0
～

9
9

1
～

9
－

1
東

海
大

学
 
 
 

●
1
0
2

●
●

●
2
1
,
5
9
5

2
神

奈
川

大
学

 
 

●
2
4
6

●
〇

●
〇

●
1
7
,
9
2
9

3
慶

應
義

塾
大

学
●

2
5
2
(
※
)

〇
●

●
1
7
,
0
0
4

(
※

)
慶

應
外

語
な

ど
県

外
キ

ャ
ン

パ
ス

も
含

む
（

概
数

）

4
専

修
大

学
 
 
 

●
4
5

〇
●

●
(
※
)

1
4
,
2
6
0

(
※

)
神

田
キ

ャ
ン

パ
ス

で
二

部
開

講

5
関

東
学

院
大

学
●

6
5

●
●

〇
〇

1
0
,
7
2
5

6
横

浜
国

立
大

学
 

●
2
0

●
●

●
●

〇
7
,
4
3
3

7
日

本
大

学
 
 
 

●
4

〇
●

(
※
)

●
7
,
1
9
2

(
※

)
法

学
部

(
東

京
都

千
代

田
区

)
で

二
部

開
講

8
明

治
学

院
大

学
 

●
1

●
●

6
,
7
5
3

9
日

本
体

育
大

学
●

1
0

●
●

●
6
,
6
3
3

1
0

明
治

大
学

 
 
 

●
4
6
1
(
※
a
)

〇
(
※
b
)

●
●

6
,
5
1
8

(
※

a
)
リ

バ
テ

ィ
ア

カ
デ

ミ
ー

(
県

外
キ

ャ
ン

パ
ス

)
を

含
む

(
※

b
)
商

学
研

究
科

で
6
0
歳

以
上

を
対

象
と

し
た

「
シ

ニ
ア

入
試

」
制

度
あ

り

1
1

神
奈

川
工

科
大

学
●

9
6

〇
〇

●
5
,
0
5
7

1
2

北
里

大
学

 
 
 

●
3

●
●

〇
4
,
5
0
1

1
3

横
浜

市
立

大
学

 
●

1
3
8

●
●

〇
〇

4
,
1
5
2

1
4

青
山

学
院

大
学

 
●

3
〇

●
〇

4
,
0
7
3

1
5

文
教

大
学

●
5
0

●
●

●
3
,
6
2
7

1
6

相
模

女
子

大
学

 
●

3
1

●
●

(
※
)

●
3
,
0
0
1

(
※

)
「

学
び

の
パ

ス
ポ

ー
ト

」
制

度
あ

り

1
7

麻
布

大
学

 
 
 

●
5

●
●

●
〇

2
,
5
9
8

1
8

フ
ェ

リ
ス

女
学

院
大

学
●

1
8
8

●
●

〇
〇

2
,
5
6
8

1
9

東
京

農
業

大
学

 
●

1
2

●
●

〇
2
,
5
3
3

2
0

鎌
倉

女
子

大
学

●
3
8

●
●

2
,
4
4
3

2
1

東
洋

英
和

女
学

院
大

学
●

1
5
7

●
●

2
,
3
6
7

2
2

横
浜

薬
科

大
学

●
3

●
●

2
,
2
8
3

2
3

桐
蔭

横
浜

大
学

 
●

9
9

●
●

〇
2
,
2
5
7

2
4

湘
南

工
科

大
学

 
●

1
●

●
(
※
)

●
2
,
1
8
4

(
※

)
「

ア
カ

デ
ミ

ッ
ク

パ
ス

」
制

度
あ

り

2
5

鶴
見

大
学

 
 
 

●
1
9
8

●
〇

●
〇

2
,
1
2
9

2
6

日
本

女
子

大
学

 
●

-
●

●
●

〇
●

1
,
9
9
9

2
7

洗
足

学
園

音
楽

大
学

●
-

●
●

●
1
,
8
2
6

2
8

東
京

工
芸

大
学

●
1
3

●
〇

●
1
,
7
2
3

2
9

女
子

美
術

大
学

 
●

9
●

1
,
6
5
9

3
0

東
京

都
市

大
学

●
1

●
●

1
,
5
7
2

3
1

産
業

能
率

大
学

 
 
 

●
-

●
●

●
1
,
5
2
0

6
0
歳

以
上

を
対

象
と

し
た

「
シ

ニ
ア

奨
学

金
」

制
度

あ
り

3
2

國
學

院
大

學
 
 

●
1
4

(
※
)

1
,
4
0
2

(
※
)
神
道
文
化
部
(
渋
谷
キ
ャ
ン
パ
ス
)
で
昼
夜
開
講
制
度
あ
り

3
3

田
園

調
布

学
園

大
学

●
1

〇
●

●
〇

〇
1
,
1
6
8

3
4

昭
和

音
楽

大
学

 
●

2
3

●
●

1
,
1
5
9

3
5

横
浜

商
科

大
学

 
●

6
●

●
●

1
,
1
5
7

公
開

講
座

（
県
内
キ
ャ
ン
パ
ス
で
の
開
催
講
座
）

科
目

等
履

修
生

制
度

昼
夜

開
講

制
度

長
期

履
修

学
生

制
度

社
会

人
特

別
選

抜
入

試
制

度

聴
講

生
制

度
通

信
課

程

講
座

数
(
H
2
8
当

初
実

施
予

定
数

)
(
※

1
)

（
参

考
）

県
内

キ
ャ

ン
パ

ス
に

通
う

学
部

生
の

数

大
学

（
県

内
キ

ャ
ン

パ
ス

に
通

う
学

部
生

の
数

：
1
0
,
0
0
0
以

上
）

同
（

5
,
0
0
0
以

上
、

1
0
,
0
0
0
未

満
）

同
（

2
,
0
0
0
以

上
、

5
,
0
0
0
未

満
）

同
（

1
,
0
0
0
以

上
、

2
,
0
0
0
未

満
）

大
学

名
備

考

生
涯

学
習

関
連

制
度

(
※

2
)

規
模

（
参

考
２

）社
会

人
教

育
の

取
組

状
況

一
覧（

県
内

大
学

）
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大
規

模
中

規
模

小
規

模
な

し

1
0
0
～

1
0
～

9
9

1
～

9
－

通
信

課
程

講
座

数
(
H
2
8
当

初
実

施
予

定
数

)
(
※

1
)

（
参

考
）

県
内

キ
ャ

ン
パ

ス
に

通
う

学
部

生
の

数

大
学

名
備

考

生
涯

学
習

関
連

制
度

(
※

2
)

規
模

公
開

講
座

（
県

内
キ

ャ
ン

パ
ス

で
の

開
催

講
座

）

科
目

等
履

修
生

制
度

昼
夜

開
講

制
度

長
期

履
修

学
生

制
度

社
会

人
特

別
選

抜
入

試
制

度

聴
講

生
制

度

3
6

県
立

保
健

福
祉

大
学

●
2
3

●
●

〇
〇

9
7
5

3
7

聖
マ

リ
ア

ン
ナ

医
科

大
学

●
4
5

〇
7
0
0

3
8

国
際

医
療

福
祉

大
学

●
1

●
●

●
6
7
3

3
9

昭
和

大
学

 
 
 

●
2

〇
〇

6
6
0

4
0

神
奈

川
歯

科
大

学
●

3
〇

〇
〇

〇
6
3
9

4
1

松
蔭

大
学

 
 
 

●
5

●
(
※

)
●

●
6
2
1

(
※

)
5
0
歳

以
上

を
対

象
と

し
た

「
シ

ニ
ア

学
生

」
制

度
あ

り

4
2

横
浜

創
英

大
学

●
4

〇
●

〇
〇

6
2
1

4
3

多
摩

大
学

●
8

●
●

5
9
6

4
4

横
浜

美
術

大
学

●
4
9

●
●

●
5
2
3

4
5

日
本

映
画

大
学

 
●

3
●

●
4
2
6

4
6

湘
南

医
療

大
学

●
5

3
4
8

4
7

東
京

工
業

大
学

●
-

〇
●

3
2
9

4
8

桜
美

林
大

学
●

2
2
0

●
●

●
〇

1
1
4

4
9

東
京

藝
術

大
学

 
●

-
0

5
0

放
送

大
学

●
-

●
●

-

5
1

星
槎

大
学

●
2
5

●
●

●
-

5
2

八
洲

学
園

大
学

 
●

1
0
0

●
●

●
-

5
0
歳

以
上

を
対

象
と

し
た

授
業

料
の

「
シ

ニ
ア

割
引

」
制

度
あ

り

(
1
)

湘
北

短
期

大
学

●
5

●
1
,
0
1
8

(
2
)

鶴
見

大
学

短
期

大
学

部
●

-
●

●
9
1
1

(
3
)

洗
足

こ
ど

も
短

期
大

学
●

-
●

●
●

6
3
9

(
4
)

和
泉

短
期

大
学

●
3

●
●

●
5
9
3

(
5
)

神
奈

川
歯

科
大

学
短

期
大

学
部

●
4

●
●

5
5
7

(
6
)

鎌
倉

女
子

大
学

短
期

大
学

部
●

-
●

●
5
1
8

(
7
)

上
智

大
学

短
期

大
学

部
●

2
2

●
●

●
5
0
3

(
8
)

小
田

原
短

期
大

学
●

3
●

●
●

●
4
0
3

(
9
)

横
浜

女
子

短
期

大
学

●
-

●
●

3
9
3

(
1
0
)

東
海

大
学

医
療

技
術

短
期

大
学

●
2

●
●

2
6
5

(
1
1
)

相
模

女
子

大
学

短
期

大
学

部
●

-
●

●
●

2
5
7

(
1
2
)

川
崎

市
立

看
護

短
期

大
学

●
2

●
●

●
2
4
0

(
1
3
)

昭
和

音
楽

大
学

短
期

大
学

部
●

2
3

●
●

2
2
3

(
1
4
)

聖
セ

シ
リ

ア
女

子
短

期
大

学
●

4
●

●
1
5
1

(
1
5
)

カ
リ

タ
ス

女
子

短
期

大
学

●
1

-
H
2
7
年

度
よ

り
学

生
募

集
停

止

{
1
}

情
報

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

大
学

院
大

学
●

-
●

●
●

-

{
2
}

総
合

研
究

大
学

院
大

学
●

-
●

●
●

●
-

同
（

1
,
0
0
0
未

満
）

・
通

信
制

大
学

大
学

院
大

学

短
期

大
学

公
開
講
座
、
生
涯
学
習
関
連
制
度
に
つ
い
て
は
「
平
成
2
8年

度
神
奈
川
の
大
学
に
お
け
る
生
涯
学
習
関
連
事
業
実
施
状
況
調
査
結
果
」
（
神
奈
川
県
立
図
書
館
が
実
施
）
を
も
と
に
作
成
。

本
部
が
県
外
に
あ
る
大
学
に
つ
い
て
は
、
県
内
に
あ
る
学
部
・
学
科
・
研
究
科
で
の
状
況
を
対
象
と
し
て
い
る
（
通
信
制
を
除
く
）
。

（
※
1
）
短
期
大
学
の
公
開
講
座
数
に
は
、
大
学
と
併
設
で
同
内
容
の
場
合
は
含
ん
で
い
な
い
。

（
※
2
）
一
部
の
学
部
・
学
科
・
研
究
科
で
実
施
し
て
い
る
場
合
を
含
む
。
〇
は
大
学
院
の
み
で
実
施
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

県
内
キ
ャ
ン
パ
ス
に
通
う
学
部
生
の
数
は
、
平
成
2
8
年
5月

現
在
の
学
生
数
（
各
大
学
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）
を
も
と
に
県
内
に
あ
る
学
部
・
学
科
の
学
生
数
の
概
数
を
掲
載
（
県
外
キ
ャ
ン
パ
ス
と
行
き
来
し
て
い
る
場
合
も
含
む
）
。

通
信
制
大
学
以
外
は
通
信
学
生
を
除
い
た
数
を
掲
載
。
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事
業

名
等

横
浜

市
○

○
○

○
【

相
談

、
ｼ
ﾆ
ｱ
】

生
き

が
い
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（個票）『人生１００歳時代』に適応した社会改革をすすめている先進的・特徴的な事例

（１）学び直し

番号 小分類 取組み名

1 現役 キャリアアップMOTプログラム(CUMOT） 東京工業大学 大学

2 現役 リカレント教育課程 日本女子大学 大学

3 高齢者 チャレンジコミュニティ大学
東京都港区
明治学院大学

自治体・
大学

4 高齢者 グリーンアカデミー 東京農業大学 大学

5
現役・
高齢者

KSソーシャル・ビジネス・アカデミー
川崎市
専修大学大学院

自治体・
大学

6 高齢者 シニア世代僧侶育成プログラム 正眼短期大学 大学

（２）働き方の見直し

番号 小分類 取組み名

7 現役 プロボノ・ワーカーとNPOのマッチング NPOサービスグラント 団体等

8 現役 社外チャレンジワーク ロート製薬 企業

9 高齢者 アクティブ・シニア社員 ファンケル 企業

10 高齢者 70歳雇用推進助成金 埼玉県 自治体

11 高齢者 退職高齢者の派遣事業 高齢社 企業

（３）地域貢献・社会活動

番号 小分類 取組み名

12 現役 オヤジ☆イノベーション 千葉県柏市 自治体

13 高齢者 スポーツボイス大学院 長野県松本市 自治体

14
現役・
高齢者

まえばし地域活動ポイント制度 群馬県前橋市 自治体

15 高齢者 共助の取組マッチング事業 埼玉県 自治体

16
現役・
高齢者

ひとしごと館（仲間づくり助け合い事業）
大阪市浪速区
コトハナ

自治体・
団体等

実施主体

実施主体

実施主体

特集「人生 100 歳時代」
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学び直し／現役／国内／大学 

１ キャリアアップMOTプログラム（CUMOT）／東京工業大学 

概

要 

 東京工業大学は、MOT(Management of Technology：技術経営)に関して、実務と

の関連を意識した社会人の学習ニーズに応えキャリアアップに資するカリキュラム

を提供している。 

○ セミナーや公開講座といった一過性のプログラムとは異なり、産業界で活躍す

る人々が必要とする大学院レベルの MOTに関するカリキュラムを提供。 

○ 教員や教室など大学が持つ学習資源を活用し、受講料収入で運営。 

基

本

情

報 

実施主体 主催：東京工業大学社会人アカデミー 
事業主体：東京工業大学環境・社会理工学院 

技術経営専門職学位課程 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 国内 

対象者 次世代の企業経営を担う社会人等（受講審査あり） 

実施期間 H20年度～ 

各年度の実施期間はコースにより異なる（通年・半年・特定期

間：全8～36回） 

内

容 

目標/ねらい 次世代の企業経営を担う人材がMOTのエッセンスを学び、キャリ

アップを図る。 

成果・課題 平成27年度においては計133名が修了。 

特徴 ・受講場所は利便性を鑑み東京工業大学田町キャンパス。 

・受講料は\80,000～\240,000（コースにより異なる）。 

・コースはレベルや内容に応じて全10コース（H29）。 

・少人数制による質の高い講義を提供し、受講生同士が学び合

うグループ課題への取り組み、学びを通じた交流で人的ネッ

トワークを構築しイノベーションを創出することも目的。 

・受講者の身分は公開講座の受講生と同様（学生証の配布や図

書館の利用は無し）。 

・受講者は出席状況等を含めて評価を受け、修了者には社会人

アカデミー長名の「修了証書」を交付。現在のところ、修了

後に技術経営専門職学位課程へ進学した場合の単位互換は無

し。 

参

考 

http://www.academy.titech.ac.jp/cumot/sitemap.html 
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学び直し／（現役）／国内／大学 

２ リカレント教育課程／日本女子大学 

概

要 

 日本女子大学は、リカレント教育課程として、大学卒業後に就職し育児や進路変

更などで離職した女性に１年間のキャリア教育を通して、高い技能・知識と働く自

信・責任感を養い、再就職を支援するプログラムを提供している。 

○ 再教育として、英語、IT スキル、金融、企業会計等のビジネス性に特化した独

自のカリキュラムを提供。 

○ 再就職支援として、独自の合同会社説明会やイベントの開催、求人ウェブサイ

トの開設など再就職先の斡旋を実施。 

基

本

情

報 

実施主体 日本女子大学 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 国内 

対象者 ４年制大学を卒業し、就業経験のある女性。（定員40名） 

入学試験あり（英語筆記試験、PCテスト、面接） 

実施期間 2008年～ 

内

容 

目標/ねらい 大学卒業後に離職した女性に対してリカレント教育を実施し、

現代社会にふさわしい企業の社会的責任と発展を支える有用な

人材の輩出をめざす。 

成果・課題 ・修了者の就職先の業種分類は、教育(35.6％)、サービス

(23.1％)、非営利(10.0％)、金融(6.3％)、製造(6.3％)等。 

・修了者の就職先の職種は、事務(75.1％)が多い。 

特徴 ・受講料は前期・後期それぞれ12万円。 

・受講生の平均年齢は40歳、40代の割合が半数以上。また、約

３／４が他大学の卒業生。 

・履修期間は４月入学１年間（２学期制）。留年によって２年

間まで在籍可能。 

・2016年より、文科省「職業実践力育成プログラム(BP)」女性

活躍分野及び厚生労働省「専門実践教育訓練講座」に指定。 

・必修７科目14単位（147時間）、選択必修７科目14単位（147

時間）、合計必修14科目28単位（294時間）を修了した者に、

修了証、リカレント教育課程履修証明書、成績証明書を交

付。 

・当課程宛への直接求人のほか、東京商工会議所の会員となっ

ており、東京周辺の企業からの求人を紹介。 

参

考 

http://www5.jwu.ac.jp/gp/recurrent/ 

特集「人生 100 歳時代」
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学び直し／高齢者／国内／市区町村 

３ チャレンジコミュニティ大学／東京都港区・明治学院大学 

概

要 

 東京都港区は、高齢者や高齢を迎える方が、学習を通じて個々の能力を再開発

し、自らが生きがいのある豊かな人生を創造するとともに、今まで培ってきた知

識・経験を地域に活かし、地域の活性化や地域コミュニティの育成に積極的に活躍

するリーダーを育成することを目的に、チャレンジコミュニティ大学を開設してい

る。 

○ 運営は、知的資源と人材育成の豊富な実績を兼ね備えており、連携協定を締結

している区内にある大学法人（明治学院大学）に委託。大学との連携により、

地域や区政への区民参画、区民協働の推進も目的。 

○ 大学での学習形態は、講義・体験学習・実地見学を基本に実施。 

基

本

情

報 

実施主体 東京都港区（運営は明治学院大学に業務委託） 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 東京都港区 

対象者 港区在住で、地域福祉の向上や地域社会の活動に関心があ

り、修了後、地域で積極的に活躍する意欲のある60歳以上

の人、もしくは民生委員・児童委員。募集人数は60名。 

実施期間 2007年～ 

内

容 

目標/ねらい 60歳以上の世代を対象に、地域コミュニティ活性化の要と

なる地域活動のリーダーを育成する。 

成果・課題 ・2016年度までに約600名が修了、「チャレンジコミュニテ

ィ・クラブ」を結成し地域活動のリーダーとして活躍。 

・明治大学院大学が「東京都共助社会づくりを進めるため

の社会貢献大賞」受賞。 

・修了生の自主的な運営組織として、チャレンジコミュニ

ティ・クラブを創設（修了生全員が加入）、チャレンジ

コミュニティ大学で学んだことを活かして地域活動を行

っている（港区各委員、町会自治会役員、市民後見人な

ど）。 

特徴 ・費用は２万円（年間）、受講期間は１年間で、週１回２

時限を約40日間実施。開設場所は明治学院大学（白金校舎

内）。 

・学習内容は、社会福祉、健康増進、一般教養、区のしく

み・行政課題等。 

・授業の3分の2以上を出席すると、学長である港区長から

修了証書が授与される。 

参

考 

https://www.city.minato.tokyo.jp/takanawa/challenge/index.html 
https://www.meijigakuin.ac.jp/about/activities/regionalalliances/challengeco
mmunity/（明治学院大学内ホームページ） 

 

128 かながわ政策研究・大学連携ジャーナルNo.12　2018.3



学び直し／高齢者／国内／大学 

４ グリーンアカデミー／東京農業大学 

概

要 

 東京農業大学は、シニア世代の花と緑の年間講座と題して、シニア世代を対象と

して、大学の教育ノウハウをもとに園芸・造園の知識と技能の習得を図る場として

グリーンアカデミーを開講している。 

○ グリーンアカデミー本科では、教養科目と専門科目からなる講座を行い、座学

だけではなく、実習を実施。本科修了後、より専門的に学びたい人のために、

専科も開講。 

○ 修了後には公園や庭園などの管理やガイドなどで活躍する受講生も多く、園

芸・造園のボランティアとして社会で活躍するうえでの貴重な学びの場となっ

ている。 

基

本

情

報 

実施主体 東京農業大学 
協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 国内 

対象者 本科：健康で学習意欲のあるシニア世代の者（定員80名）。選

考として面接を実施。 

専科：本科を修了した者（定員全コース合計150名）。選考は抽

選及び書類審査を実施。 

実施期間 1975（昭和50）年～。 

（設立当時は東京農業大学成人学校、平成22年よりグリーンア

カデミーとして活動を開始。） 

内

容 

目標/ねらい 園芸・造園の知識と技能の習得を図るとともに、共に学び、趣

味を活かして豊かな教養と生きがいのある生活を創る。 

成果・課題 ・平成28年４月現在：在籍生徒数284名、修了者総数10,920名 

・修了後には公園や庭園などの管理やガイドなどで活躍する受

講生も多く、園芸・造園のボランティアとして社会で活躍す

るうえでの貴重な学びの場となっている。 

特徴 ・講座料（受講料、実習費、設備費等込）：（本科）276,000

円、（専科）約250,000円。 

・授業：（本科）週３日10～15時（火：教養科目、水・木：専

門科目）。大学の教授陣を中心とした多彩な講義と野菜・花

作りなどの栽培実習を行う。（専科）週２日10～15時（火：

教養科目（任意）、木：専門科目）。草花・果樹・野菜・造

園・みどりの地域づくりの５コースに分かれて講義と実習を

行う。修業年限はそれぞれ１年。 

参

考 

http://www.nodai.ac.jp/seijingakou/index.html 

特集「人生 100 歳時代」
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学び直し・地域／現役・高齢者／国内／市町村・大学 

５ KSソーシャル・ビジネス・アカデミー／川崎市・専修大学大学院 

概

要 

 川崎市と専修大学大学院は、連携してソーシャル・ビジネス・アカデミーを開講

し、大学院レベルの講義と、地域の課題解決に取り組むNPOでの現場体験などを提

供し、コミュニティ・ビジネスを学ぶ講座を開講している。 

基

本

情

報 

実施主体 川崎市、専修大学大学院 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 ― 

対象者 定員150名（学生、教員、一般） 

実施期間 2008年度～（2010年度まではKSコミュニティ・ビジネス・アカ

デミーとして開講） 

内

容 

目標/ねらい 市民の新たな活躍の場・職業獲得や起業を支援し、市民の社会

ビジネスへの参画促進を目的とする。 

成果・課題 前身の「KSコミュニティ・ビジネス・アカデミー」もあわせる

と、修了生は250名程度に達する。 

特徴 ・2017年度は、専修大学大学院公開講座として、「ソーシャ

ル・ビジネスの現状と可能性」をテーマに全６回の講座を実

施。 

・受講料は無料。 

・修了後に、ソーシャル・ビジネスの起業・活動を支援するた

め、川崎市・専修大学が主催して支援相談会を実施。 

 

 

参

考 

http://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000063036.html 
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学び直し／高齢者／国内／大学 

６ シニア世代僧侶育成プログラム／正眼短期大学 

概

要 

 正眼短期大学では、定年退職後のシニア世代を対象として、僧侶になるために必

要な知識を身に付けられる社会人教育プログラムとして、シニア世代僧侶育成プロ

グラムを実施している。 

基

本

情

報 

実施主体 正眼短期大学 

協力機関 正眼寺 

関連する計画等 ― 

対象地域 国内 

対象者 55歳以上の者（主に定年退職後の者） 

実施期間 2013年度～ 

内

容 

目標/ねらい 僧侶を目指すシニア世代の育成を目的とする。行と学を一体と

して僧侶に必要な知識を身につける。 

成果・課題 ・２年～２年半の学習（坐禅・授業等）を経て僧侶として就

職。 

・2015年12月に、正眼短期大学で学んだ高齢得度者として初の

住職が誕生。 

特徴 ・寺院の子弟でなく一般の者でも修了により僧侶を目指せる。 

・入学前に一泊二日の体験入学し、坐禅や授業、寮生活を経験

したうえで入学するか判断する。 

・住職コースと僧侶コースを設置。住職コースは、学生と学び

ながら同時進行で修業をするコース（最短２年で卒業）と、

学生として寮で生活する期間と僧堂で生活する期間が分かれ

ているコース（最短で２年半で卒業）がある。 

・僧堂の修業に入る前に、学生として禅仏教を学ぶ。大学での

学習は、授業と寮生活で禅僧として必要な基礎知識や所作な

どを学ぶ。また、授業の他に、お経や食事作法の指導を受け

る。 

・面談により師匠を紹介。 

・寮の部屋代は無料。また、社会人優待制度（入学金・授業料

半額）あり。 

・高齢者が修業を続けられるための生活面での配慮あり。 

参

考 

http://www.shogen.ac.jp/publics/index/125/ 

特集「人生 100 歳時代」
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働き方の見直し／現役／県外／NPO  

７ プロボノ・ワーカーとNPOのマッチング／認定NPO法人サービスグラント 

概

要 

業務時間外に「プロボノ活動」をしたい職業人・企業人と、NPOや地域活動団体

等とを結びつけている（400以上の団体等を支援）。社員の社外活動を推進する

NEC、パナソニックなどは企業単位で当NPOと契約。 

基

本

情

報 

実施主体 認定NPO法人サービスグラント 

協力機関 社員の社外活動を推進する企業（企業等との協働プロジェクト

の場合） 

関連する計画等 NPO法（特定非営利活動促進法） 

対象地域 ・プロボノ・ワーカーは、東京・関西エリアで募集。 

・支援先（NPO等）は、東京・関西を中心に全国を対象。 

対象者 プロボノ・ワーカー、非営利組織（NPO・地域活動団体等） 

実施期間 2005年１月～ （2009年５月に現在のNPO法人を設立） 

内

容 

目標/ねらい ・ビジネス・スキルや専門知識を活かして、社会的課題解決に

取り組む非営利組織（NPO・地域活動団体等）の基盤強化を支

援するため、チームを組み「プロジェクト型助成」を行う。 

・職業人・企業人に、自身の能力を社会に役立て、かつ自身の

能力やネットワーク力を高める機会を提供する。 

成果・課題 ・プロボノ・ワーカーの登録者：3,422人（2017年７月現在）。 

・取り組んだプロジェクト：504（同。累計）。 

・経営・運営面などの人材不足を抱えるNPO側の満足度が高い。 

・職業人・企業人側も、スキルアップと人間的成長を実感。 

・当団体運営のための資金確保が課題。 

特徴 ・プロボノ活動（職業人として培ったスキルやノウハウを提供

して、社会貢献するボランティア活動）をコーディネート。 

・プロジェクトマネジメント、調査、マーケティング、デザイ

ン、ウェブ制作等、多様なスキルを持った20歳代から50歳代

のビジネスマンが多数登録。主力は入社10年前後。 

・支援先のNPOや地域団体を厳正に審査・採択した上で、 プロ

ボノ・ワーカー4～6名からなるプロジェクトチームを編成。 

・プロボノ・ワーカーは一般に募集するほか、社員の社外活動

を推進するいくつかの大手企業（NEC、パナソニック、三井住

友銀行、三菱商事等）が当団体と企業単位で契約。 

・東京都、川崎市など行政とも受託の形で協働している。 

参

考 

http://servicegrant.or.jp/ 
http://bizgate.nikkei.co.jp/article/84410302.html 
http://fields.canpan.info/organization/detail/1818539619  
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働き方の見直し／現役／県外／企業 

８ 社外チャレンジワーク／ロート製薬株式会社 

概

要 

土日祝日、終業後の兼業を認める『社外チャレンジワーク制度』を導入。社員が

働き方を変え、社外で多様な経験をすることをプラスに評価。個々人が成長してい

く中で、斬新なアイデア等が社内にももたらされ、企業の競争力強化に繋がること

を期待。 

基

本

情

報 

実施主体 ロート製薬株式会社 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 ― 

対象者 入社３年目以上の社員 

実施期間 2016年２月～ 

内

容 

目標/ねらい ・「稼ぎ方ではなく、学び方・働き方の多様化」 

・社外の人と触れ合うことで、業務では得られない別な学びを

得ることによる、本人自身の成長。 

・斬新なアイデア等が社内にももたらされ、企業の競争力強化

に繋がることも期待。 

成果・課題 ・副業の希望先で最も多かったのは、ドラックストア（薬剤師

が、週末に調剤薬局において生活者と接することで勉強す

る）。そのほか、地ビールの製造・販売会社の起業（生産管

理担当の社員）など多種多様。 

・NPO法人での活動や、故郷を活性化するために企画を考案した

い。 

・60名の希望者のうち20名強が他社と兼業を開始。 

特徴 ・応募者は、20代から50代まで均等に分かれ、男女や年齢層に

よる偏りはなかった。 

・上司の理解や健康面での配慮が必要であることから、上長と

本人と人事と三者面談により採否を決定。 

参

考 

http://www.rohto.co.jp/news/release/2016/0614_01/  
https://forbesjapan.com/articles/detail/15393 

特集「人生 100 歳時代」
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働き方の見直し／高齢者／県内／企業  

９ アクティブ・シニア社員／株式会社ファンケル 

概

要 

技術・ノウハウを有するシニア層の人材活用を企図し、嘱託・パート・契約社員

等を問わず、65歳以降を対象に再雇用する『アクティブ・シニア社員制度』（1年

契約）を導入。 

基

本

情

報 

実施主体 株式会社ファンケル 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 ― 

対象者 ・65歳以上の社員。嘱託社員（正社員は定年が60歳。定年到来

後は嘱託社員となっている）や、契約社員、パートなどを問

わない。 

実施期間 2017年４月～ 

内

容 

目標/ねらい ・技術やノウハウの若い世代への継承。 

・シニア層の活躍できる労働環境の提供。 

・現役社員においては、長く働くことができるという意識が根

付くことを期待。 

成果・課題 ・同制度に基づく再雇用者は若干名。今後も若干の雇用を見込

んでいる。 

特徴 勤務日数や時間については会社が本人の希望を勘案して決定

するため、それぞれのペースで柔軟に働くことが可能。 

また、年齢の上限は基本的にはない。本人の元気とやる気が

続く限り、働くことができる。 

参

考 

http://www.fancl.jp/news/pdf/20170410_activesenior.pdf 
http://news.mynavi.jp/news/2017/04/10/324/  
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働き方の見直し／高齢者／県外／都道府県  

10 70歳雇用推進助成金／埼玉県 

概

要 

シニアに特化した就労支援の一環として、①定年制の廃止、②70歳以上への定年

引上げ、③70歳以上の継続雇用制度のいずれかを新たに導入する企業を対象に、上

限200万円までの助成金を支給する「70歳雇用推進助成金」を創設。 

基

本

情

報 

実施主体 埼玉県産業労働部シニア活躍推進課 

協力機関 ― 

関連する計画等 働くシニア応援プロジェクト 

対象地域 埼玉県内 

対象者 県内に主たる事業所を有する企業等で、常時（※）30人以上（少

なくとも1人は60歳以上）の労働者を雇用するもの。 

（※期間を定めずに雇用されている、又は１か月を超える期間

を定めて雇用されていること） 

実施期間 2017年度～ 

内

容 

目標/ねらい シニアが自分の意欲や希望に合わせて働き、共に社会の担い

手として活躍できる社会を実現するため、少なくとも70歳まで

働くことが可能となる措置を行う企業等に対し助成する。 

成果・課題 初年度である2017年度は、計67社からの助成の申請があり、

申請総額は、助成金として確保している予算を大きく上回っ

た。 

特徴 【助成額】 

①定年の廃止や70歳以上への引上げ 上限200万円 

②継続雇用の見直し(70歳以上で希望者全員) 上限100万円 

③継続雇用の見直し(70歳以上で企業の基準該当者）上限50万円 

・2016年7月から、シニアの活躍を推進する企業を「シニア活躍

推進宣言企業」に認定する制度を開始。 

・今回の助成対象となる先は、上記認定を受ける必要がある

が、「①定年制の廃止、又は、定年の70歳以上への引上げ」

を実施している場合には、「シニア活躍推進宣言企業」のう

ち、「生涯現役実践企業（三つ星企業）」に認定される。 

参

考 

http://www.pref.saitama.lg.jp.gslb.idc.jp/a0813/joseikin/documents/70joseikin-bosyuuyoukou.pdf 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/room-kaiken/documents/290523.pdf  
・埼玉県では、シニア世代が自らの意欲や希望に応じて働くことができるよう、企

業への働き掛けやシニア向けの就業支援事業等を多面的に実施している。 

特集「人生 100 歳時代」
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働き方の見直し／高齢者／県外／企業  

11 退職高齢者の派遣事業／株式会社高齢社 

概

要 

定年になった高齢者を対象とした人材派遣を中心に、その他有料職業紹介や請負

業を実施。週２､３日など「年金プラス」の多様な働き方を提供している。 

基

本

情

報 

実施主体 株式会社高齢社 

協力機関 特になし 

関連する計画等 改正高年齢者雇用安定法、労働者派遣法 

対象地域 ・登録社員募集：全国 ただし、首都圏が中心 

・企業派遣先：全国 ただし首都圏が中心 

対象者 ・企業を退職したサラリーマン 

実施期間 2000年１月会社設立 

内

容 

目標/ねらい ・高齢者に働く場と生きがいを提供し、健康になってもらう。 

・「年金プラス」の働き方を前提に、高齢者の柔軟な働き方に

対するニーズに対応した派遣先を開拓。 

・企業にとっては良質な人材の確保とコスト節減を実現。 

成果・課題 ・登録社員は定年退職した高齢者を中心に募集し、現在863名。 

・就労者の最高齢は83歳。（登録者平均年齢は70歳） 

・65歳までの雇用が義務化されたことや個人情報保護の徹底で

新規採用が難しくなっている。 

・登録者の就労率の引き上げが課題。 

特徴 ・派遣先企業は東京ガスの事業に関連する会社が約７割。 

・派遣先企業と登録者数は年々増加。派遣先企業は創業者や現

経営者の出身母体である東京ガス以外が増えている。 

参

考 

http://www.koureisha.co.jp/ 
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地域社会貢献／現役／県外／区市町村 

12 オヤジ☆イノベーション／千葉県柏市 

概

要 

 男性の地域活動への参加を啓発するため、柏市と有志の市民によって組織された

実行委員会との共催で、ダンスなどのパフォーマンスや体験講座、料理教室などの

様々な催し事を行うイベントを開催。 

 また、イベントの開催にあわせ、既に地域活動に積極的に取り組んでいる男性を

紹介するための冊子「柏おやじ図鑑」を発行する。 

基

本

情

報 

実施主体 千葉県柏市、オヤジ☆イノベーション実行委員会 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 柏市内 

対象者 柏市民 

実施期間 平成25年～（年１回、これまでに４回開催） 

内

容 

目標/ねらい 仕事だけでなく、趣味や地域活動などの仕事プラスワンの活

動をしている「おやじ」を紹介し、地域デビュー予備軍の人が

一歩踏み出すきっかけづくりと情報提供をする。 

成果・課題 冊子「柏おやじ図鑑」は好評で、毎年度発行しているほか、

ホームページにも掲載。 

特徴 ・平成29年２月に開催されたイベントでは、趣味や地域で活躍

するオヤジの団体や活躍紹介の他に、市長や柏市出身のミュ

ージシャンなどを招き、討論会を開催。 

・「柏おやじ図鑑」は、活動している30～70代の男性（2017年

版は47人掲載）について、活動内容やかかわるきっかけ、こ

れから地域デビューを考えている潜在的な元気おやじたちへ

のメッセージのほか、活動団体のリスト（2017年版は82団

体）も掲載。 

・オヤジ☆イノベーションの様子は、新聞やテレビなどでも紹

介され、話題となっている。（朝日新聞、ＮＨＫ等） 

参

考 

柏市地域づくり推進部地域支援課 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/053000/p001104.html 

柏おやじ図鑑2017年版 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/053000/p038579.html 

特集「人生 100 歳時代」
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地域社会貢献／高齢者／県外／区市町村 

13 スポーツボイス大学院／長野県松本市 

概

要 

 松本市では、カラオケ機器メーカーである（株）第一興商に業務委託し、閉じこ

もりが心配される定年退職後の男性を対象に、集団で全身運動、声帯ストレッチや

腹式呼吸に重点を置くボディ＆ボイストレーニングを行うプログラムを実施。 

基

本

情

報 

実施主体 長野県松本市 

協力機関 株式会社 第一興商（事業受託）、信州大学 

関連する計画等 松本市「退職後男性の生きがいづくり」事業 

対象地域 松本市内 

対象者 概ね60歳以上の男性 

実施期間 平成27年10月～平成28年２月 実証実験事業実施 

平成28年９月～平成29年３月 松本市「退職後男性の生きがいづ

くり」事業として事業委託 

内

容 

目標/ねらい 閉じこもりがちな定年退職後の男性の居場所、生きがい、仲間づ

くりの場をつくる。 

成果・課題 ・目標を決め、皆で声を出すことで一体感が出、その後福祉ひ

ろばの運営にかかわる人も出ている。 

・信州大学によるアンケート調査では、参加者のパーソナリテ

ィや自尊心にポジティブな影響を与えたり、心理的な健康を

向上させたりしたことが明らかになった。 

・また、夫婦のコミュニケーションの取り方に関して、配偶者

の見方を良好なものに変化させたことも併せて示された。 

特徴 ・(株)第一興商は、松本市の健康寿命延伸都市構想を推進する

ための事業を行う健康産業創出に向けた産学官連携のプラッ

トフォーム「松本地域健康産業推進協議会」の会員として、

実証実験事業を実施。 

・会場となっている「福祉ひろば」は1995年に活動をスタート

したものの、男性の参加が少ないことが課題となっていた。 

・そこで実証実験事業では、こうした状況を打破し、定年後の

男性の閉じこもり予防と共に、地域の担い手、リーダーづく

りを目的にスタートし、その結果、初めて福祉ひろばに足を

運んだという男性約70人が参加。 

・実証実験事業では市内３地区の施設に機器を設置し、指導ス

タッフ付きの男性限定健康教室を行い、心理面、地域交流、

運動習慣等の変化を検証。 

・受講者の中から、音楽健康指導士の資格を取る仕掛けづくり

も行っており、知育作り、健康づくりに取り組む人材を育

成。 

参
考 

(株)第一興商ニュースリリース 
http://www.dkkaraoke.co.jp/news/160809.html 
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地域社会貢献／現役・高齢者／県外／区市町村 

14 まえばし地域活動ポイント制度／群馬県前橋市 

概

要 

 予め会員登録した市民が、地域づくり協議会が主催または協力等を行う事業、市

民活動支援センターが主催する事業に「担い手」として参加したときに、会員証で

あるポイントカードにより、ポイントが付与されるもの。たまったポイントは一定

の還元が受けられる。 

基

本

情

報 

実施主体 群馬県前橋市 

協力機関 前橋市内22地区の地域づくり協議会 

関連する計画等 ― 

対象地域 群馬県前橋市内 

平成27年度～ 市内４地区の地域づくり協議会と市民活動支援

センターにおいて社会実験 

平成28年度～ 地域づくり協議会を市内全て（22地区）に拡大 

 

 

 

  

対象者 あらかじめ会員登録した満16歳以上で、前橋市内に在住または

在学、在勤している人。 

実施期間 平成27年度～ 

内

容 

目標/ねらい 非営利で公益的な「地域活動」の担い手の確保、増加、掘り起こ

しを図り、地域活動のさらなる活性化につなげる。 

成果・課題 地域活動に関わることでポイントが取得できる制度によって、

地域活動が継続的に行われ、地域活動の新たな担い手を掘り起

こす好循環をつくり出した。 

特徴 ・個人番号制度（マイナンバー）における、個人番号カードの

ＩＣチップの空き容量を活用する独自利用サービスのひとつ

として始められた事業。 

・会員にはＩＤがバーコード印字されたポイントカードとイン

ターネット上のポイント口座が与えられ、地域活動に参加す

るごとに主催者に読み取ってもらい、ポイント口座にポイン

トが付与される仕組み。 

・ポイントは、１ポイント100円程度の商品（ＱＵＯカードやゆ

るキャラグッズなど）と交換できるほか、会員が応援する地

域団体の活動資金として１ポイント200円に換算して寄附する

ことができる。 

参
考 

前橋市市民部生活課 
http://www.city.maebashi.gunma.jp/sisei/519/539/01/p014594.html 

特集「人生 100 歳時代」
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地域社会貢献／高齢者／県外／都道府県 

15 共助の取組マッチング事業／埼玉県 

概

要 

「共助仕掛人」を中心に、地域の課題解決を図ろうとするＮＰＯや自治会と、スキ

ルや人生経験を活かして社会貢献したい専門家をつなぎ、さらに、助成金や寄附、

融資など活用資金もつなぐことで、共助の取組を推進する仕組みをつくる。 

基

本

情

報 

実施主体 埼玉県県民生活部共助社会づくり課 

協力機関 ― 

関連する計画等 ― 

対象地域 埼玉県全域 

対象者 埼玉県民 

実施期間 平成26年度～ 

内

容 

目標/ねらい 地域の課題解決に取り組むＮＰＯや自治会等が活動や事業をス

ムーズに実施するためには、スキルやノウハウを持った県民の

支援が必要であり、そうした共助の取組みに県民が参加しやす

い仕組みづくりをすることで、共助社会づくりを進める。 

成果・課題 ・これまで地域との関わりが薄かった専門家の地域への関心や

ＮＰＯへの理解が進み、共助の担い手が拡大。 

・専門家のアドバイスによりＮＰＯ活動が効果的となり、支援を受

けた地域のＮＰＯが成長。 

・実績（平成26年～28年９月） 

マッチング件数：1,242件 

専門家ボランティア登録数：団体92、個人253 

特徴 ・コーディネーターとなる「共助仕掛人」を県内４箇所に設置

し、県民に身近な市町村に共助の取組を支援する仕組みを作

り、県内へ波及。 

・税理士や建築士などスキルやノウハウを持った人材をはじ

め、仕事や人生経験を活かして社会貢献したい人材を「専門

家」として発掘し、登録。 

・県内金融機関、学識経験者、内閣府、埼玉県などで構成する

資金調達勉強会を発足し、地域の資金を地域で循環させるた

めの具体的な仕組みづくりについて勉強。 

・勉強会では具体的な商品や仕組みを生み出し、共助仕掛人の

コーディネートにより、地域の課題解決に活用。 

参

考 

埼玉共助スタイル 
http://kyojo.saitamaken-npo.net/ 
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地域社会貢献／現役・高齢者／県外／区市町村 

16 ひとしごと館（仲間づくり助け合い事業）／大阪市浪速区・コトハナ 

概

要 

 買い物支援や日曜大工など、日常生活のちょっとした困りごとを助け合うボラン

ティアの拠点。特技を活かして誰かの役に立ちたいと考えている人と、近所へ助け

を求められずにいる人をマッチングし、ひとりひとりが輝く社会の実現を目指すも

の。 

基

本

情

報 

実施主体 大阪市浪速区 

協力機関 ＮＰＯ法人 Co.to.hana（コトハナ）（事業委託） 

関連する計画等 ― 

対象地域 大阪市浪速区内 

対象者 大阪市浪速区民 

実施期間 平成27年度～平成29年度 

（ひとしごと館は平成28年２月オープン） 

内

容 

目標/ねらい お互いに助け助けられることで支えあう会員制の有償ボランティ

アの仕組みを構築することによりコミュニティを活性化させる。 

成果・課題 会員同士のトラブル（犯罪や弁償に繋がるケース等）が起きな

いような仕組み作りが課題。 

特徴 ・資格や特技を持ちながら生かす機会がない定年退職後のシニ

アや子育て中の主婦らに注目し、困りごとのニーズに対して

対応できる人を有償ボランティアとして派遣。 

・困りごとを助けてもらいたい人（発注者）が１時間1,000円で

仕事を依頼することができ、うち500円がスキルの提供者（受

注者）に支払われる。 

・「傾聴」「パソコン」「学習支援」「撮影」「料理」「生活

の手伝い」などの得意分野を持つ会員が登録。 

・スキルアップのための勉強会やイベントを開催などにより、

会員同士の交流の機会をつくり、新たな知見の創出を目指し

ている。 

参
考 

ひとしごと館 http://hitoshigotokan.jp/ 
大阪市浪速区役所 保健福祉課 http://www.city.osaka.lg.jp/naniwa/page/0000340895.html 
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１．『２枚目の名刺』とは 

「副業の解禁」は、働き方改革の中でも目下議論されている重要なテーマの一つである。

ところが、この副業解禁に抵抗感を持つ経営者は少なくない。それは、「副業」が、会社に

隠れてやるもの、小遣い稼ぎのためにやるもの、本業に支障を来たすもの、といったイメー

ジをもつことに起因する。2016 年に日経新聞で実施された調査では、約８割の大企業経営

者が副業解禁に反対という立場である。 

一方、ここ数年、そうした「副業」とは異なる社外での活動、すなわち「組織（会社）や

立場を超えて、社会を創る活動」に取り組む人が増えている。こうした人たちの意識は、お

金を得ることだけを目的とした副業でもなく、また自分のためだけの趣味でもない。活動目

的のベクトルを自分に向けるのではなく社会に向け、社会性を持つことに取組むことが特徴

である。こうした人は、いわば「会社人」としてではなく「社会人」として、会社の名刺と

は別の『２枚目の名刺』を持って活動しているといえる。 

彼らは、自分のスキルや専門知識を活かした所謂プロボノとしてボランティア活動を行う

だけでなく、ある社会活動の趣旨に共感したときには自分のスキルや経験とは直接関係がな

くてもそれに参加する、ということも少なくない。「自分自身が関心を寄せる分野で何か活

動をしたい」、「社外で新しいことに挑戦したい」、あるいは「これまで培ってきた経験を社

会に還元したい」といった考えを持つ人が増えている。また、ただ単にプロジェクトを手伝

うのではなく、当事者としてより深く活動に関わり、場合によっては、活動を行うための組

織や場を自ら立ち上げるケースもでてきている。 

２．『２枚目の名刺』を持つきっかけづくり（「NPOサポート・プロジェクト」） 

NPO 法人二枚目の名刺では、「こんな社会を実現したい」というところまで明確になって

いなくても「何らかのかたちで社会を創るアクション」に取り組みたいと考えている社会人

が、『２枚目の名刺』を持つきっかけとして、「NPOサポート・プロジェクト」を実施してい

る。 

「NPO サポート・プロジェクト」では、異業種の社会人５～６名が期間限定（約３か月）

でチームを組んで、社会課題の最前線で奮闘する NPOの事業推進に NPOメンバーとともに取

組むプロジェクトを運営している。 

なぜ今『2枚目の名刺』なのか　 「会社人」が「社会人」になる取組み

NPO法人二枚目の名刺　代表　廣　優樹

現役世代の社会参加の促進に関する取組み
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この活動は、「Common Room」というイベントから始まるが、そこでは、複数の NPOの代表

者が、『２枚目の名刺』を持ちたいと思っている 30～40人の社会人を前に、それぞれ自分の

NPO の行っている活動の内容

や目標を語りながら、今後の展

開に必要な仲間集めをするの

である。 

個々のプロジェクトは、社会

人側が「Common Room」で出会

った中で共感した NPO の活動

に参加することで組成される

が、プロジェクトの具体的な業

務や協働の仕方はプロジェク

ト毎に NPO 側と参加者側とが

一緒になって決めていくこと

となる。 

３．NPO、社会人、企業に同時に生まれる変化 

こうした『２枚目の名刺』を持つ活動によって、NPO、社会人、そして社会人が所属して

いる企業等の三者で同時に好影響が生まれていく。 

まず、NPO側では、プロパーのスタッフだけでは出来なかった対外発信の強化、新たなサ

ービスの展開、資金集めとい

った課題について、社会人と

の協働を通じて取組むこと

ができるようになる。 

また、『２枚目の名刺』を持

って活動した社会人は、情熱

をもった NPOのリーダーたち

と接触することによって、大

きく気持ちが揺さぶられる。

こうした経験によって、自分

が会社生活の中で抑制して

きてしまった熱意を思い出

すことであろう。また、曖昧
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だった自らの価値観をはっきりさせ、自らの仕事や人生を再定義する機会も得られる。NPO

のメンバーと様々な新しい課題に取組んでみて上手くいかないこともある。しかし、そうし

た経験さえも、勤めている企業では得難い貴重な経験であり、前向きにとらえられるものと

なる。 

こうした社会人の変化は、職場の方にも還元されることになる。こうしたことから、近年

ではこの「NPOサポート・プロジェクト」に社員を参加させたいとする企業が増えてきてい

る。企業としては、「企業の社会的責任」（CSR）という観点から社員にボランティア活動を

させたいということだけではなく、むしろ、『２枚目の名刺』を使った活動に、個々の社員

の能力を引き上げる可能性、あるいは、新しい人とのつながりや社会のニーズの発掘、そし

てイノベーションの創出といった様々な面での大きな期待を寄せている。 

このように、『２枚目の名刺』という活動によって、NPO側が変化するばかりでなく、社会

人の変化をもたらし、さらにはそれが勤務先にも還元されていくサイクルが生まれるように

なる。自分のためだけに行う「副業」では生み出されない価値がそこにあるといえよう。 

４．これからの社会を創る仕掛け 

これまでの社会では、行政が主体となって、様々な課題の解決を図ってきたほか、行政の

手の届かない分野については、NPOなどが担ってきていた。今後は、企業なども含め、多く

の関係者が夫々の強みを生かしながら協働して、社会においてより大きな価値をもたらすこ

と（「コレクティブ・インパクト」

の創出）が必要となろう。 

実際、「このような社会を実現し

たい」という強い思いを持った

人々を中心に、既存の組織や枠組

みを超えた協働プロジェクトがい

くつかみられ始めている。 
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例えば、渋谷では、小学生が地域

の大人と対話し、街の課題を見つけ

解決策を提案、実現に向け取り組む

プロジェクト「Social Kids Action 

Project」が 2017年初に立ち上がっ

た。このプロジェクトでは、子ども

たちを中心として、企業・地域（町

会、商店街）・行政（渋谷区）が幅広

くつながる形となっており、個人と

２団体の NPOが主催し、同業の複数

の会社が協賛する、という従来の常

識では考えられない形での協力関

係が出来ている。 

また、汐留でも、「働く」と「生きる」をテーマとして、自分が目指す姿（My Mission）

を宣言した人々が中心となって、汐留に所在する企業（複数の企業の人事社員）、NPO、学生、

行政（港区）が幅広く参加して活動するプロジェクトを 2017年夏に始動させている。 

こうした幅広い主体が協働する

取組みが今後さらに広がっていく

ためには、特定のミッションに共

感した人々が、自分の所属にとら

われずに、組織の壁を越えて協力

していくこと、すなわち「会社人」

ではなく、「社会人」として『２枚

目の名刺』をもつことがとても重

要となる。企業等が、従業員の組

織外での活動を「副業」として禁

止するのではなく、そうした社会

人としての熱い思いを後押しして

いくことを期待したい。 
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１．『き・ず・な活動』とは 

『き・ず・な活動』とは、三菱重工グループにおいて、社会貢献や社員満足度向上につな

がるテーマに賛同する仲間が、時間外に集まって取り組むコミュニティ活動の総称である。 

この活動に取り組む際の基本コンセプトは「自律」と「協働」である。個別テーマは、

社員自らが提案しており、「この指とまれ」式にメンバーを募ってチームを立ち上げてい

る。また、いつまでに何をやるかも全てチームに任されている。会社組織の力を借りるこ

ともなく、成果が出た場合でも見返りはないものとなっている。 

それでも、社内横断的に老若男女が『き・ず・な活動』に集まっており、会社の指揮命

令はなくとも、それぞれのゴールに向けて自律的に活動は持続されている。 

なお、本活動に参加した社員からは、「本来の自分に戻れた」「こんな素晴らしい人た

ちに会えて良かった」「報酬も命令もないのに皆、率先して動いているなんて！」「会社

が改めて好きになった」といった声が聞かれており、退職後も地域活動に参加する意欲を

持っている者が多い。 

 

２．活動の具体例 

『き・ず・な活動』の下では、現在、全 27 チームが活動中である。以下では、主なチ

ームの活動例を紹介することとしたい。 

社員の「自律」と「協働」による業務外の取組み（『き・ず・な活動』）

三菱日立パワーシステムズ株式会社　江島　俊也
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【小学生サッカー大会チーム】 

当社工場６地区の小学生チームを対象に、予選を実施し、地区代表をＪリーグ使用の

スタジアムに招待して大会を行っており、地域の子どもたちや保護者の方々に喜んで頂

いている。 
大会の準備から、試合進行、審判、音響操作、引率等に至るまで、全てを社員スタッ

フのみで行っている。 

 

【写真洗浄ボランティア・チーム】 

災害で傷ついた写真や思い出の品を洗浄、修復しており、持ち主に喜んで頂いている。

当活動は、東日本大震災の津波で散逸、損傷した持ち主不明の写真の洗浄から始めたが、

これは約６年かけて完了したことから、現在では、洗浄の対象を日本各地の損傷写真に

広げながら活動を継続している。 

【理科実験出前授業チーム】 

全国の小学校に出向いて、子どもたちに「くだもの電池」の実験などに取り組んでも

らっている。そうした実験を通じて、子どもたちに科学の面白さを体感してもらうとと

もに、発電の仕組みや省エネルギーへの理解も深めて頂いている。 

【開発途上国の飢餓対策支援チーム】 

社員が社内食堂でヘルシー・メニューを食べる毎に開発途上国の子どもたちに給食が

支援される仕組みを導入して、途上国支援を行っている。ＮＰＯ法人ＴＦＴ事務局と協

力して、対象となるメニューを導入したり、自販機設置を設置したりしている。 
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このほかにも、社内保育園で人形劇を実演するチーム、外国籍社員・女性社員・工場間で

交流を行うチーム、東洋哲学を輪読するチーム、介護やメンタルヘルスに取り組むチーム等、

それぞれが熱心に活動を続けている。 

 

 

 

 

 

 

 

３．活動の意義と効用 

真の幸福とは、持てる力を使わず楽をすることでもなく、疲労困憊するほど働いてお金

を稼ぐことでもないだろう。それは自分が真にやりたい目標に向き合い、自分が持つ能力

を発揮しながら、自律的に取り組むこと、そのような「時間の充実」を感じることではな

いだろうか。 

この幸福感は他者への貢献を実感する時に大きくなり、独りではなく同じ志を持つ仲間

と協働で取り組む時に相乗効果的に大きくなる。そうした喜びは、職業人であれば本来は

本業（会社の職務遂行）の中で感じることが可能なのだが、様々な事情でそれが難しい場

合もあろう。 

『き・ず・な活動』では、社員一人ひとりが、自分が休日を費やしてでも心底やりたい

と思うテーマを対象に、自分の能力を活かし、仲間と共感しながら取り組んでおり、そう

した「真の幸福」を感じることが出来る場となっている。これが、愛社精神の醸成、自己

肯定感とモチベーションの向上をもたらすのである。 

また、『き・ず・な活動』を通じて、人間力も向上するであろう。人は失敗から多くを

学ぶ。ただ、厳しい現代社会にあっては、結果を問われる本業での失敗は許されないもの
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となって来ており、本業でリーダーになるには相当の業務経験を要する。一方、結果より

もプロセスが重視される『き・ず・な活動』では新入社員でもリーダーになれる。リーダ

ーとなった若手社員が、年長者のメンバーを引っ張ってゴールに導くのは至難であるが、

社外や本業に迷惑をかけない限り失敗は許容される。『き・ず・な活動』でのリーダーは、

業務命令や報酬ではなく、情熱、努力、献身によって人を動かすという苦労を経験するこ

ととなる。ここで培われるのが人間力なのである。 

そして、『き・ず・な活動』は、所属地域、職種、年齢、性別を超えた老若男女による

活動であることから、社内に相互理解と相乗効果をもたらす。これが仕事の品質を高め、

製品の品質向上やスピードアップにつながっていくものと信じている。 
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「人生 100 歳時代」にふさわしい地域社会の構築に向けて 

――有識者ヒアリングを踏まえ―― 

 

  

【要 旨】 

○ 「人生 100 歳時代」を迎える中、数十年にも亘る高齢者としての生活をどのように生き生き

と過ごすかが大きな課題となっている。健康寿命等が大幅に延びる一方、近隣との関係や世代

間の関係が希薄化し、生活の基盤となる「地域社会との繋がり」を十分に持てない高齢者も少

なからずみられるなど、社会課題も生まれてきている。 

○ 長い高齢者生活を生き生きとしたものとするためには、若いうちから準備をしていくことが

望まれるが、実際には、現役世代で高齢期への備えを特に行っていない割合は非常に高い。こ

れは、①個々人において早期に備える必要があるという意識が薄いことのほか、②仕事などが

忙しい中で、時間・情報・機会が十分に与えられていないこと、が複合的に影響しているとみ

られる。 

○ このような現状を改善し、「人生 100 歳時代」にふさわしい地域社会を作っていくためには、

どういった点に留意していくべきか、有識者にヒアリングしたところ、「（１）早くから」

（現役世代の参加）「（２）緩やかに」（過干渉のない繋がり）、「（３）役に立つ」（社会

貢献の実感）という３つのキーワードが浮かび上がってきた。 

  現役世代が「（１）早くから」地域活動へ参加できるようにするためには、（１）企業が①

退職後の生活を早期から意識付ける支援体制を強化したり、②従業員に十分な時間的余裕や参

加機会を与えたりしていくことが求められる。また（２）行政は①幅広く情報を提供するとと

もに、②地域活動に積極的に参加している個々人や企業を表彰することなどを通じて、側面支

援していくことが責務となる。 

  また、人間関係が希薄化した現状を出発点にすると、今後は「（２）緩やかに」繋がること

を目指した方が、実現性が高く持続可能な地域活動が期待できるとみられる。 

  そして、個人が前向きに活動に参加していくためには、各々が自分なりに出来る範囲で貢献

して、「（３）役に立つ」実感が持てるような活動内容を中心に据えていくことが望ましい。

そのためには、適切な情報提供や学び直しの場の提供が必要であり、ここには行政からの積極

的な側面支援も求められる。 

○ こうした社会変革は一朝一夕に成果が出るものではなく、息の長い取組みが必要となるが、

まずは、県民との対話を続けながら、今回有識者から聞かれた意見を具体的な政策や対応策に

活かしていくことが、その第一歩となろう。 

神奈川県政策研究・大学連携センター
中村 佐知子
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（はじめに） 

 

わが国では、平均寿命・健康寿命が大幅に延び、超高齢社会となって久しいが、実際の人々の意
識では依然「60 代からは老後・余生」という旧来型の人生を漠然と思い描いており、数十年にも
亘る高齢者生活を充実して過ごすための準備が十分に出来ていない状況にある。 

こうしたことから、神奈川県では、住民一人ひとりが「人生 100 歳時代の設計図」を描いていく
ことが重要であるとの認識を広めるために、昨年度から県民との対話を積極的に進めるとともに、
新しい時代にふさわしい社会はどうあるべきかについて、検討を重ねてきている。 

もとより、高齢者生活を生き生きと暮らしていくための課題や処方箋を網羅的に論ずることは簡
単ではない。こうした中、本調査は、①「地域社会作り」「人々の地域活動への参加」という課題

を中心に、②個々人の意識変革と行動変容を起こすには、どのようなことに留意していくべきかに

焦点を当てて、有識者にヒアリングした内容を中心に、今後の政策形成に資する一つの材料を提供
しようとするものである。 
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1 健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間（「平均寿命」から「日常生活に制限のあ
る期間」を除いた年数）。 

第Ⅰ章 現状と課題 

１．長寿社会の実現 

よく知られているように、我が国では、戦後平均寿命が飛躍的に伸び、1950 年頃には 60 歳位で
あったものが 2014 年には男性 80 歳、女性 86 歳になった（本県でもほぼ同様の傾向）。また、
2060 年には男性 84 歳、女性 90 歳にまで延びると予測されている（【図表Ⅰ－１】）。 

【図表Ⅰ-１】平均寿命の推移と将来推計（全国） 

 （出所）高齢社会白書（平成 28 年度版）（内閣府(2016)）を改変 

健康寿命 1も、ここ 10 年間で男女ともに２年程度伸びており、2013 年には男性 71 歳、女性 74
歳となっている（【図表Ⅰ－２】）。 
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2 かつては、定年は 55 歳が主流であったが、1986（昭和 61）年に成立した「高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律（高年齢者雇用安定法）」により、事業主が定年を定める場合は 60 歳を下回らないようにする努
力義務が課されるようになった。その後、1990（平成２）年改正で定年到達者に対する 65 歳までの継続雇
用が努力義務化され、幾度かの改正を重ね、2012（平成 24）年改正で 65 歳までの雇用確保措置（①定年延
長、②継続雇用制度の導入、③定年撤廃のいずれか）が義務付けられた。 
3 「人生 100 歳時代」となれば、皆が人生多毛作として複数のキャリアを活かせるような、生涯現役社会を
作っていく必要がある。そのためには、高齢になっても活躍し続けることが当たり前となるようなパラダイ
ム・シフトが必要（ニッセイ基礎研究所・前田氏）。 

【図表Ⅰ-２】  健康寿命と平均寿命の推移（全国） 

（出所）高齢社会白書（平成 28 年度版）（内閣府(2016)）を改変 

このように平均寿命・健康寿命が大幅に延び「人生 100 歳時代」を迎えようとしている中では、

もはや高齢期を単純に「余生」として扱うには長すぎるといえる。平均寿命が 60 歳頃であった頃
には、仕事を 55 歳頃に引退 2したあとの人生の残り数年を「余生」として、その過ごし方を考えれ
ばよかったが、これからは、30～40 年にも亘る高齢者生活が生き生きとしたものとなるように、
社会全体で工夫していくことが強く求められている 3。 
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「高齢者」とは「60歳以上」の人のことを指す

同「65歳以上」の人のことを指す

同「70歳以上」の人のことを指す

80

70

60

50

40

30

20

10

0
回答者が
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同30代 同40代 同50代 同60代 同70代以上
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【図表 BOX１】何歳からを「老後」と考えるか

【BOX１】 何歳からを「老後」というか  

若年・中年層では、「60 代になれば十分に『老後』に入った年代といえる」とみている。
しかし、既に実際に高齢になった層からみれば「老後というのは、70 歳あるいは 75 歳以上
のこと」を意味しており、認識に大きな開きがみられる。 

（出所）「高齢期における社会保障に関する意識等調査」（厚生労働省(2014)）を改変 
※「同 70 歳以上」は「70 歳以上」「75 歳以上」「80 歳以上」とした回答を全て足し上げ。 
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（出所）「日本人の意識」（ＮＨＫ(2014)）を改変 
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２．家族構成・人間関係の変化 

この間、社会構造や家族構成も大きく変わってきており、これに伴って新たな社会的課題も生ま
れてきている。 

（１）近隣との人間関係の希薄化 

まず、近隣との人間関係が希薄化している。例えば、ここ 40 年間でみると、①全面的つきあい
（相談したり、助け合える関係）を望む人の割合が減る一方、②形式的つきあい（挨拶程度の関係）
を望む人の比率が増加し、完全に逆転している（【図表Ⅰ－３】）。  

【図表Ⅰ-３】隣近所との人間関係 

共働き家庭が増え、夫婦ともども職場中心の生活になっていることも、地域社会での人間関係が希
薄化していることの一因となっている（【図表Ⅰ－４】）。  

【図表Ⅰ-４】共働き世帯の推移 



特集「人生 100 歳時代」

157かながわ政策研究・大学連携ジャーナル No.12　2018.3

（出所） 「平成27年国民生活基礎調査」 （厚生労働省（2015））を改変

（出所） 高齢社会白書（平成28年度版） （内閣府（2016））を改変
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（２）一人暮らしの高齢者の増加 

また、一人暮らしの高齢者も増えている。核家族化が進行する中で、65 歳以上の人がいる世帯
における「一人暮らしの世帯」の比率が高まっており、1980 年代の１割強から、直近では４分の
１程度となっている（【図表Ⅰ―５】）。 

【図表Ⅰ-５】高齢者世帯に占める一人暮らし世帯の比率の推移 

人数でみるとさらにこの傾向は顕著で、一人暮らしの高齢者は 1980 年代には 100 万人弱であっ
たのが、現在は 600 万人程度にまで増えており、2035 年にはこれが 750 万人にも達すると予測さ
れている（【図表Ⅰ―６】）。 

【図表Ⅰ-６】一人暮らしの高齢者数の推移と将来推計 
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【図表Ⅰ-７】 家族形態別にみた高齢者の外出頻度

（出所） 「高齢者の健康に関する意識調査」（内閣府(2013)）を改変

【図表Ⅰ-８】 孤独死を身近に感じる高齢者の割合

（出所） 「高齢者の健康に関する意識調査」（内閣府(2013)）を改変

こうした一人暮らしの高齢者は、外出の頻度が一般に少なく、社会との接点が少なくなりがち 4であ
って（【図表Ⅰ―７】）、孤独死に至るリスクも相対的に高い 5と考えられる（【図表Ⅰ―８】）。 

                                        
4 高齢者が元気な要因としては、運動・栄養があげられるが、そこに社会参加が加わるとさらに健康寿命が
延びる（東京大学・牧野教授）。 
5 都市部では未婚者が増えていて、定年退職後は周囲との濃い関係を持ちたがらずに閉じこもる人もおり、
孤独死が問題となってきている。孤独死の予備軍である、ひとり暮らしの 40 代～50 代の未婚率は年々高く
なってきている（お茶の水女子大学・袖井名誉教授）。 
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【図表Ⅰ-９】 三世代同居世帯の比率の推移（全国）

（出所） 「平成27年　国民生活基礎調査」（厚生労働省(2016)）より改変
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（３）世代間の関係の希薄さ 

また、これだけ高齢者の数が増えているが、若い世代との関係は希薄な状況にある。 
まず、65 歳以上の者のいる世帯のうち孫世代と同居する比率は激減しており、1980 年代の４割

強から直近では１割程度となっている(【図表Ⅰ―9】)。このように、核家族化・少子化の進展から、
高齢者と若い世代とが家族の中で自然に触れ合う機会は減っている。 
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【図表Ⅰ-10a】 若い世代との交流（参加希望の有無）＊

【図表Ⅰ-10b】 若い世代との交流（実際の参加の有無）＊

＊60歳以上の男女を対象とした調査
（出所） 「高齢者の地域社会への参加に関する意識調査」（内閣府(2014)）を改変

＊60歳以上の男女を対象とした調査
（出所） 「高齢者の地域社会への参加に関する意識調査」（内閣府(2014)）を改変

また、高齢者世代は、「若い世代と交流したい」との意向は持っているものの、実際には交流が
さほど進んでいない（【図表Ⅰ－10a、10b】）。
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（出所） 「高齢期に向けた『備え』に関する意識調査」（内閣府(2014)）を改変

【図表Ⅰ-11】 高齢期の社会活動に特段備えていない人の割合（現役世代）

 

３．長い高齢生活を充実させるための対応の遅れ 

（１）高齢者生活への備えの遅れ 

上述の通り、高齢者としての生活がすでに数十年にも亘る長寿時代になっているが、高齢者の中

には、社会とのつながりを十分に持てないままに、不安や孤独を日常的に感じている人が相当数存

在すると考えられる。 
しかしながら、個々人（特に若年・中年層）・企業・地域社会のいずれをみても、そうした事態

に対して、若いうちから備えていくべきとの意識は必ずしも強くなく、長い高齢者生活を充実させ

るための対応が十分に出来ていない状況にある。50 代になっても「高齢期の社会参加活動への備
えは特に行っていない」とする割合は半数近くにも上っており、男女問わず所謂現役世代において、
高齢期に向けた備えは十分でない状況にあるといえる（【図表Ⅰ－11】）。 

（２）高齢者生活への備えが遅れる主な要因 

現役世代において高齢者生活の対応が遅れる主な要因としては、①個々人において早期に備える
必要があるという意識が薄いほか、②仕事などが忙しい中で、時間・情報や機会が十分に与えられ
ていないことが複合的に影響しているとみられる（【図表Ⅰ－12】）。 
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【図表Ⅰ-12】 高齢期の備えが遅れる主な要因（現役世代）

【図表Ⅰ-13】 高齢期のことを普段意識する程度（現役世代）

（出所） 「高齢期に向けた『備え』に関する意識調査（内閣府(2014)）」を改変
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（１）

①個々人の意識の薄さ 

まず、男女問わず所謂現役世代においては、「自分もいつか高齢者になる」とか、「高齢期に向

けて何らかの備えをしていく必要がある」といった意識をさほど強く有していない。 

自分がいつかは高齢者になるという意識についてみると、30 代・40 代では勿論のこと、50 代に
なっても「よく意識する」割合が「全く意識しない、又はあまり意識しない」割合を上回ることは
ない（【図表Ⅰ－13】）。 
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6 自分が何者であるか、何に所属し、どのような関係を持ち、どのような能力を持っているのかなどを再確
認し、自分自身の状況を知ることで、リタイア後もそのアイデンティティを保つことができるのか、何が不
足しているのかなど考えながらアイデンティティの再構築を行うことが必要（関東学院大学・立山教授）。 
7 個々人としても、地域の中で行われているイベントや、サービス、店舗などの状況を知り、地域の中のニ
ーズや、どのような人たちがいるかなど、地域に埋まっている資源を観察し、自分の住む地域を確認する作
業が必要（関東学院大学・立山教授）。 

勤務先における退職準備教育なども、「高齢期の備えが必要だ」と意識する大きなきっかけとな
りうるが、実態としては、企業等による従業員の将来の生活設計に向けた支援体制は不足している。 

例えば、中小企業では、そうした退職に向けての準備教育を実施する余裕がそもそもない状況に
ある（【図表Ⅰ－14】）。 

【図表Ⅰ-14】生涯生活設計や退職準備プログラムに関する制度の有無 

  ある ない 
 全    体 ３４ ６６ 
 従業員 3,000 人以上 ７０ ３０ 

 従業員 3,000 人未満 ２７ ７３ 

（出所）「産業構造転換と雇用・人材育成政策に関する調査 
（中高齢者の「第二の人生」調査・情報発信事業）」（みずほ情報総研株式会社(2011)）を改変 

また、支援制度は相応に整備している大企業においても、退職後の「生活のしかた」を助言する
ものは決して多くない（【BOX2】）。 

②時間・情報・機会の不足 

また、こうした意識面に加え、高齢期への備えが遅れている要因としては、①時間の不足（日々

の生活が忙しい）、②情報の不足（何を準備したらよいかわからない 6）、③機会の不足（参加す

るきっかけがない 7）が、複合的に影響しているといえる。 

(%)
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例えば、現役世代に「高齢期の備えが出来ない主な理由」をきくと、経済的な理由（足許の収入
が足りず、将来について考える余裕がない）が第一となるが、そのほかでは、①必要な情報が足り
ないこと（社会保障等の仕組みが分からないこと等）と②時間が足りないこと（忙しくて考える時
間がない）とが、大きな要因として挙がっている（【図表Ⅰ－15】）。典型的には、仕事を持って
いる世代では、職場・仕事中心の生活で忙しく、地域の活動に参加する時間をつくることが難しい
ため、地域との接点を持つ機会をなかなか持てずにいる 8、という姿がみられている。 

【図表Ⅰ-15】高齢期の備えができない理由（現役世代＊） 

*35 歳から 64 歳までの男女を対象とした調査 
（出所）「高齢期に向けた『備え』に関する意識調査」(内閣府(2014))を改変 

例えばボランティア活動についてみても、それなりに関心は持っているが、①時間がないことや、
②情報がないことから、個々人の意欲に比べて実際の参加が十分出来ていない（【図表Ⅰ－16、
17、18】）。 

                                        
8 働くことを中心として生活している人は「地域」の概念を持っていないので、地域での生活をスムーズに
送るため、どのように「地域」を発見してもらうかが大切（関東学院大学・立山教授）。 
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時間的理由（家事・育児・介護・仕事等
で忙しく、将来を考える時間がない）

情報の不足（何を準備すればよいか
分からない）

その他（結婚していないので、
将来像が描けない）

その他（長生きするとは思わない）
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【図表Ⅰ-16】 ボランティア活動に
　　対する関心

【図表Ⅰ-17】 実際のボランティア
  活動体験

（出所） 「平成26年度市民の社会貢献に関する実態調査」（内閣府(2015)）

【図表Ⅰ-18】 ボランティア参加の妨げとなっている主な要因（複数回答）

（出所） 「平成26年度市民の社会貢献に関する実態調査」（内閣府(2015)）を改変

また、自治会・町内会 9活動についても同様で、こうした「住民自身による活動」の必要性を認
識している層は相応にはいるものの、①時間がないことや、②情報がないことから、実際の加入率
は低下傾向にある（【図表Ⅰ－19、20、21】）。 
                                        
9 自治会・町内会とは、①市町村内の一定の区域に住む人々の地縁に基づいて形成された団体で、②良好な
地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動（住民相互の連絡、環境整備、集会施設の維持管理等）
を行っている団体をいう。 

時間の不足（参加する時間がない）

経済的理由（交通費等の負担が大きい）

情報の不足（活動に関する十分な情報がない）

情報の不足（参加手続きがわからない）

時間の不足（休暇が取れない）

その他（活動主体が信用できない）

機会の不足（一緒に活動する人がいない）
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【図表Ⅰ-19】 地域作りの担い手の意識

【図表Ⅰ-20】 自治会・町内会に加入をしない（断られる）理由（横浜市。複数回答）

（出所） 「国土形成計画の推進に関する世論調査」（内閣府(2015)）

（出所） 「自治会町内会・地区連合町内会アンケート調査報告書」（横浜市(2017)）を改変
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【図表Ⅰ-21】 自治会・町内会加入率（横浜市）

【図表Ⅰ-22】 自主的活動に参加していない理由（高齢者世代＊）

（出所） 横浜市「自治会・町内会加入率」（毎年４月１日時点）を改変

          *60歳以上の男女を対象とした調査
（出所） 「高齢者の日常生活に関する意識調査」（内閣府(2015)）を改変
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また、実際に高齢者になった年齢層をみても、地域活動等の社会活動に参加しない人も多くみら
れる。これは、高齢者特有の事情として「体力・気力の不足」を訴える向きが目立つが、それに次
いで、やはり①時間的に余裕がないこと、②機会や③情報が不足していることが要因とされている
（【図表Ⅰ－22】）。 
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【BOX２】従業員の退職に備えた支援制度 

 企業による従業員の退職に備えた支援は「セカンド・キャリア形成」のためのものが中心
となっている。具体的には、①経済的支援（退職金割増制度）、②情報提供（再就職・独立
開業支援）、③時間的支援（求職活動のための休暇制度）、④スキル形成（求職活動のため
の能力開発支援）といったものが多い（【図表 BOX２】） 

【図表 BOX２】従業員のセカンド・キャリアに関し用意している制度 

 支援のタイプ 制 度 等 

経済的支援 退職金割増制度、求職活動のための賃金援助 

情報提供 再就職会社を通じた支援、関連会社等への転職公募、 

早期からのキャリアの棚卸、キャリア・カウンセリング、 

独立開業支援 

時間的支援 求職活動のための休暇制度、副業・兼業制度 

スキル形成 求職活動のための能力開発支援 

生活相談 ライフ・プラン相談室の設置 

（出所）「産業構造転換と雇用・人材育成政策に関する調査（中高齢者の「第二の人生」 
調査・情報発信事業）」（みずほ情報総研株式会社(2011)）を改変 
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10 評価軸を自分から他人に変えることで、社会貢献により他者の評価を受けることに喜びを感じることがで
きる社会にするしかけを作ることが重要。「人生 100 歳時代の設計図」には、人のために時間を使う幸せに
気付きを与えられるようなモデルを作ってほしい（東海大学・小林教授）。 
11 具体的なヒアリング先は＜謝辞＞に記載。 

第Ⅱ章 地域社会作りの目指すべき方向（有識者からの意見を踏まえ） 

１．３つのキーワード 

このような現状を改善し、「人生 100 歳時代」にふさわしい地域社会を作っていくためには、
どういった点に留意していくべきか、有識者にヒアリングしたところ、「（１）早くから」（現

役世代の参加）「（２）緩やかに」（過干渉のない繋がり）、「（３）役に立つ」（社会貢献の

実感 10）という３つのキーワードが浮かび上がってきた。 

【図表Ⅱ-１】新しい時代にふさわしい地域社会を作るための３つのキーワード 

（１）早くから（現役時代からの地域活動への参加） 

（２）緩やかに（過干渉のないゆるやかな社会的繋がり） 

（３）役に立つ（社会貢献している実感が持てる活動内容） 

 

この３つのキーワードを念頭に、関係主体が具体的に動いていくことで、高齢化生活への備え
が遅れる前述の二つの要因（（１）意識の薄さ、（２）時間・情報・機会が十分に与えられてい
ないこと）も解決できるものと考えられる。 

以下では、老年社会学、コミュニティ教育、家族社会学等、幅広い分野の有識者意見 11を踏ま
えながら、上記３つのキーワードについて整理していくこととする。 

 

２．「早くから」（現役時代からの地域活動への参加） 

退職して生活環境が変わってから、地域とのつながりを作ろうとしても一朝一夕に出来るもの
ではなく、個々人としては、現役時代から準備していくことが非常に重要である。 
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【現役時代からの早期の準備の重要性】 

・年を取ってからいきなり地域とのつながりを持てと言われてもできない（お茶の水女子大学・袖
井名誉教授）。 

・65 歳位から地域活動を始めようとすると依存的になり、面倒を見てもらうことが中心となって
しまうので遅い（神奈川大学・齊藤准教授）。 

・定年退職する前から、退職後の仕事から離れた生活を見越したソフト・ランディングな取組みが
重要（関東学院大学・立山教授）。 

・ 定年退職後スムーズに社会参加できるかどうかは、現役時代から社会とどうかかわっていたか
で決まる。それには現役の頃から社会参加の大切さを理解してもらうことが重要である（桜美林
大学・杉澤教授）。 

・社会にとって重要なのは、高齢者が活躍できる可能性をどれだけ提供できるか、ということであ
り、たくさんのメニューがあって、若いうちから選べるようになることが理想（ニッセイ基礎研
究所・前田氏）。 

ただ、「早期から備えるべき」との意識を持つことや、実際に活動をすることは、個々人の努
力だけで実現できるものではなく、企業等雇用者も、①従業員に対する「退職準備教育」を早い

時期（40 代頃）から行うとともに、②従業員が社会参加しやすいように、時間的余裕や機会を従

業員に積極的に提供していくべきである。 

【図表Ⅱ-２】「早くから」（現役世代の参加：企業の役割） 

①「退職準備教育」の早期（40 代頃）からの提供 

②時間的余裕の提供 

③参加機会の提供 

【企業：「退職準備教育」の 40 代頃からの提供】 

・企業は早い段階から準備教育を実施する余裕が無いし、本人も目の前の生活があるので忙しいが、
本来は早いうちから準備教育を始める必要がある（東京大学・牧野教授）。 

・企業の退職準備教育は、退職直前では遅く、40 代くらいから実施するのがいい。40 代位で、夫婦
関係、親子関係、地域関係など見直し始めると現実味を帯びてくる（お茶の水女子大学・袖井名
誉教授）。 

【企業：時間的余裕の提供】 

・長時間労働を改善しないと、現役世代は地域活動に参加する余裕がない。欧米では、働き盛りの
男性も地域や教会の活動に参加している（お茶の水女子大学・袖井名誉教授）。 
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【企業：参加機会の提供】 

・現役世代を社会参加に向けさせるには、企業が本気で地域に関わるようにならないと変わりにく
い。日本の企業も、外資系のように「ＣＳＲで職員に地域の中での活動を体験させることは、ビ
ジネスとしても得るものがある」と考えていくべき（ダイヤ高齢社会研究財団・澤岡氏）｡ 

・退職後に地域と結びつくためには、企業が従業員を率先してボランティアとして派遣したりしな
いと難しい（桜美林大学・杉澤教授）。 

・企業から社員等を受け入れる側が、（社員が貢献した記事を広報誌に載せるなど）目に見えるか
たちで積極的に評価すれば、派遣企業側としてもメリットが見えやすくなる（ダイヤ高齢社会研
究財団・澤岡氏）｡ 

また、行政としては、①個々人の意識改革に向けた啓発活動などを進めるとともに、②企業等

に情報提供したり、③個々人や先進企業を表彰することなどにより、側面支援していく必要があ
る。なお、場合によっては④より強力なインセンティブ付けも必要となるとの有識者意見も聞か
れた。 

【図表Ⅱ-３】「早くから」（現役世代の参加：行政の役割） 

①個々人への情報提供、意識改革に向けた啓発 

②企業等への情報提供 
③個々人や先進企業の表彰等 

【行政：個々人への情報提供、意識改革に向けた働きかけ】 

・県は人々の意識改革のため、コミュニケーション講座や、講演会、ワークショップなど、結果的
に意識改革につながるような情報提供を行うべき（関東学院大学・立山教授）。 

・実際に地域活動をするなど貢献活動をした人には正当な評価を与え、地域のために貢献すること
の良さに気付くようなしかけができるとよい（東海大学・小林教授）。 

【行政：企業等への情報提供】 

・行政は企業に働きかけをし、ケースの蓄積や、事例の集積を示すなどして企業の取組みを進める
雰囲気づくりをしていけばよい（桜美林大学・杉澤教授）。 

・まずは自治体が、企業と提携して地域の情報を提供すること12 などから始めるのがよい（お茶の
水女子大学・袖井名誉教授）。 

                                        
12 地域では、様々な活動が行われているが、支援を必要とする人々や、支援活動に関わりたいと思っている
人々へ情報がうまくつたわっておらず、支援を必要としている人と支援の取組がうまく結びついていないと
言われている。 
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【行政：個々人や先進企業の表彰等】 

・超高齢社会にふさわしい地域社会作りに貢献する企業を自治体が表彰するなど、きっかけを提供
することが必要（ニッセイ基礎研究所・前田氏）。 

【行政：より強力なインセンティブ付け】 

・現役世代で地域貢献に参加しない者に対しては、それ相当のコストを負担してもらうのがよい
（東海大学・小林教授）。 

・地域社会と関わりを持とうとしないような人でも最終的には地域のサポートが重要となるので、
65 歳位になったら強制的にでも、もしくは強力なインセンティブを与えるなどして、地域に出
てくるような工夫をすべき（ニッセイ基礎研究所・前田氏）。 

３．「緩やかに」（過干渉のないゆるやかな社会的繋がり）  

このように、現役時代からの地域参加は重要であるとしても、世代の特性や、すでに近隣との
人間関係が相当希薄化してしまっている現状から出発するとすれば、地域活動の責任を重くした
り、濃い人間関係作りを目指したりすべきではなく、過干渉のないゆるやかな社会的繋がりを作
っていくことが望ましい。 

また、そういう新たな関係性を作る上では、社会活動は「住んでいる地域」に必ずしもこだわ
らないとか、地域課題の解決を無理に目指さない、といったように、従来型の「地域コミュニテ

ィ」作りと異なる発想も必要となる。 

【図表Ⅱ-４】「緩やかに」（過干渉のない繋がり） 

①濃密な人間関係を持たない繋がり 

②従来型の「地域コミュニティ」とは異なる関係作り 
・「住んでいる地域」に必ずしもこだわらない 
・地域課題の解決を無理に目指さない 

【中高年層の特性】 

・地域での密接な関係が苦手な団塊世代以降の世代に対しては、干渉されない、地域とのゆるいつ
ながりの中で、ゆるやかな付き合いができる友だちを作る場を提供することも大事（東海大学・
小林教授）。 

・濃密な関係性は良しとされないので、人間関係に深く立ち入るような仕掛けは必要ない（桜美林
大学 ･ 杉澤教授）。 
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【緩やかな社会的つながり】 

・高齢者の１人暮らしや子どものいない老夫婦などが、地域から孤立せずつながりを持てるように
するためには、過度な干渉がなく負担にならない程度の「ゆるやかなつながり 13」を持つことが
望ましい（ダイヤ高齢社会研究財団・澤岡氏）。 

・高齢社会においては、近所に３人～５人程度、ほんの 10 分程度の簡単な手助けを頼むことがで
きる小さな「社会的つながり」があればよい。これまでの地域コミュニティの概念は捨てた方が
良い（東海大学・小林教授）。 

・一度作った組織を保とうと必死になればなるほど人は寄ってこなくなる。やめてもいいという位
の余裕がなければ楽しく続けてもらうことはできない（桜美林大学・杉澤教授）。 

【従来型の「地域コミュニティ」作りと異なる発想の必要性】 

・定年退職後に、居住している地域社会に無理に入っていくより、主要ターミナル駅の近くなどに
拠点を設け、出かけてくるといった感じにした方が参加しやすい場合もある（東京大学・牧野教
授）。 

・行政が、地域課題の解決を目的とした活動を住民に勧めようとするのは住民のニーズと合わない。
住民としては、楽しく役に立つため、居場所が欲しいから社会活動をしているだけなので、行政
とは意識がなかなか合わない（神奈川大学・齊藤准教授）。 

・行政は、骨子や概念を示しても、地域の人と一緒になって仕組みを作っていく方がいい。行政が
全て考えたものを示しても、住民が考え、動ける余白がないとうまく続かない。地域の住民の主
体的な気持ちを引き出していくことから始めるのが大事（ダイヤ高齢社会研究財団・澤岡氏）。 

                                        
13 イギリスやオランダでは、高齢者の３分の１は一人暮らしであり、生き方の選択肢の一つとなっている。

そうした人々は、自分に負担がかからない程度のゆるやかなかたち（月に２、３回ペース位の頻度）で、
地域との関わりを長年に亘って継続させている（ダイヤ高齢社会研究財団・澤岡氏）。 
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４．「役に立つ」（社会貢献している実感が持てる活動内容）  

中高年が社会活動・地域活動をしていくとしても、それがお仕着せであったり、あるいは世話
になるばかりの参加の仕方では長続きしない。個々人が、自分の出来る範囲で「人々に役立って

いる」、「社会貢献している」という実感をもてるような内容を中心に活動していくべきである。 

また、健康状態等によっては支援を受けざるを得ない状況にある人であっても、その人なりに
貢献できる部分があることから、それを活かせるような仕掛け作りが重要となる。 

【図表Ⅱ-５】「役に立つ」（社会貢献：活動の方向性） 

①役立っていることが実感できる活動 

②各々が自分なりに出来る範囲で貢献 

【「社会に役立っている」実感を持つ活動の有用性】 

・自分がいないといけないと思い始めれば定着してくるが、町内会のように役割分担で駆り出され
ているだけのような感覚であると長続きしない（神奈川大学・齊藤准教授）。 

・日本人は働くことが好きなので、社会参加するには有償ボランティア的な形が合っている。ただ
集まっておしゃべりをするだけのような遊びでは飽きてしまう（お茶の水女子大学・袖井名誉教
授）。 

・高齢者は、地域から頼られることで役に立っていると思うことができ、元気になる。高齢者が皆
そうならなければならない、ということではなく、１％でもそういう人がいれば、社会は動いて
いく（東京大学・牧野教授）。 

・ 社会参加は「目的」と「人々の関わりの具合」を見定めていかないと、うまくいかない。社会
参加における仕事や役割の中で、目的に対してどのように達成感を感じてもらえるかどうか考慮
したしかけが必要となる（桜美林大学・杉澤教授）。 

【全面的に支援されるのではなく、各人が自分なりに貢献することの重要性】 

・一方的にサポートを受けるばかりのような状況になると、施しを受けているような感覚が受ける
側に生じてしまい、その取組みは長続きしない（桜美林大学 ･ 杉澤教授）。 

・支援を受けるような状態の人でも社会参加していけるように、できないと決め付けるのではなく
自分からできることをしてもらうことで、その人の健康度が上がる効果が見出せる（労働政策研
究・研修機構・田原氏）。 
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・高齢者が活躍できるコミュニティとなるためには、「高齢者＝ケアしなければならない存在」と
いう考えを払拭する必要がある（東京大学・牧野教授）。 

・外出することが出来ない状況の高齢者でも、ＳＮＳでやりとりを続けることによって疎外感を感じ
ることなくグループに参加できる（ダイヤ高齢社会研究財団・澤岡氏）。 

なお、社会貢献・地域貢献していることが実感できる対象としては、シニア世代から若い世代

への支援や世代間交流があることが鍵となりうる 14。 

【世代間交流の促進】 

・特技を活かす活動や異世代と関わらせることで、役に立っているという実感をもったシニアのボ
ランタリー活動へとつなげていくとよい（神奈川大学・齊藤准教授）。 

・柏市での取組みでは、親が共働きなどで寂しがっている子どもと、生きがいが無くて寂しい思い
をしている元気な高齢者を結びつけ、子どもの見守り、という高齢者の生きがいをつくり出すこ
とができた（東京大学・牧野教授）。 

こうした地域活動を促進するためには、①身近なところにニーズがあるという情報を提供する
とともに、②役立つためのスキルを身につけるのに有効な学び直しの場が必要となる。 

【図表Ⅱ-６】「役に立つ」（社会貢献：促進させる要素） 

①身近なところにニーズがあるという情報の提供 

②役立つスキルを身につける学び直しの場の提供 

【情報の提供】 

・地域の子どもを高齢者が育てる地域づくりが重要で、ちょっとしたことでも子育てママにとって
助かることは何か、それを地域の高齢者（男性等）に周知することだけでもよい（ダイヤ高齢社
会研究財団・澤岡氏）。 

                                        
14 例えば、「特定非営利活動法人キーパーソン 21」では、キャリア教育を軸として、貧困世帯の子どもの
居場所づくり・学習支援などの活動を実施しているが、この活動を通じ、多世代交流が実現している。具体
的には、平成 26 年に川崎市から学習支援・居場所づくり事業を受託して、「中原“わくわく”学習会」（通
称：なかわく）を中学２～３年生を対象に、週２回、一回２時間開講しており、大学生等のほか地域のシニ
アが「学習サポーター」として子供達の学習支援をしている（「平成 28 年版高齢社会白書」より抜粋）。 
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【学び直しの仕方の工夫】 

・学び直しの場は、社会で何が必要とされているかという視点が重要。ただ高齢者側の希望だけ聞
いて開講するのでは、単なるカルチャー講座の延長のようになってしまう（慶應義塾大学・山田
教授）。 

・「プレ・リタイヤ講座」を充実させ、実際に地域のＮＰＯ等に体験研修するなど、個別対応がで
きるような環境作りが必要（ダイヤ高齢社会研究財団・澤岡氏）｡ 

・介護などを担ってもらうために、「リタイヤメント・プログラム」を作り、コミュニティ能力や接
遇関係のトレーニングをしていくことは有用（慶應義塾大学・山田教授）。 

特に、行政としては、登録制度などを作ることなどによって情報提供面で積極的に貢献すると

ともに、個々人を表彰することなどにより側面支援していくことが望まれる。 

【図表Ⅱ-７】「役に立つ」（社会貢献：行政の役割） 

①登録制度の設置等による積極的な情報の提供 

②個々人の表彰等 

【行政：情報提供】 

・「コミュニティ・メンター登録制度」を設けることで、高齢者がメンターとなり、世代間交流や
個人の持つ知識・経験の活用をはかることが期待できる（関東学院大学・立山教授）。 

・都道府県としては、地域貢献を担う好事例を見せたり、助成金をつけたりすることで社会活動を
側面支援できる（労働政策研究・研修機構・田原氏）。 

・神奈川には大企業で経験を積んできた人がたくさんいるはず。県でこうした人材を活かしてバッ
クアップしていくことができれば、高齢者だけでなく、子どもも生き生きとする場を作ることが
できる（東京大学・牧野教授）。 

・シルバー人材センターは、工夫をすればもっと活用できるのではないかと思う。軽作業ばかり取
扱うのではなく、プロフェッショナルな技術を生かせる場を提供できればよい（慶應義塾大学・
山田教授）。 

・教育委員会と連携し、高校生が地域に出て街づくりに関わっていける例が出てきている。また、
小中学校や公民館とも連携できる（東京大学・牧野教授）。 

【行政：個々人の表彰等】 

・公的機関はボランティアという意識がない人でも、地域に貢献している普通の人たちを拾い上げ
て表彰などすると良い（ダイヤ高齢社会研究財団・澤岡氏）。 

・団塊世代は、お仕着せのものを嫌い、何かやりたいことはあるが何をしたらよいのかわからない、
といった思いが強いが、うまく使えばよく動いてくれる。彼らができることを褒め上げていく関係
性を築いていければよい（東京大学・牧野教授）。 
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（おわりに） 

 

地域社会というのは、一種の公共財であり、これは住民一人ひとりが当事者意識をもって参加
し、貢献してこそ成り立つものである。「人生 100 歳時代」にふさわしい地域社会を作るために
は、改めてそうした点を意識して、個々の住民は勿論のこと、企業等の雇用者や行政が一体とな
って協力していく必要がある。 

こうした社会変革は一朝一夕に成果が出るものではなく、息の長い取組みとして粘り強く進め
ていく必要があるが、まずは、県民との対話を引き続き行いながら、今回有識者から聞かれた意
見を具体的な政策や対応策に活かしていくことが、その第一歩となろう。 
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県内大学の立地と地域貢献活動等 

 

神奈川県政策研究・大学連携センター 
鎌田 明日香 

【要 旨】 

〇 県内大学等（大学、短期大学、大学院）の立地動向をみると、人口が密集しており交通の便

利な地域に多く立地している。なお、大学の都心回帰は全国的な傾向となっており、県内大学

等についても、県内・都内の利便性のより高い地域にキャンパスを集約させる動きが近年み

られている。 

○ 当県に立地するメリットについて、県内大学等の声を聞くと、（１）一般に交通アクセスが

よく、また、（２）企業・研究所や他の大学等との連携もしやすいこと、そして、（３）そうし

た人口の集積した地域であっても、大学として必要な広い敷地も比較的確保しやすいこと、

という３点に集約される。 

  このように、当県は大学立地に適した地域であるといえるが、キャンパスが最寄駅から遠

いといった事情から、「現在の立地は不便」と評価している大学も少なからずみられる。これ

は、上記「広い敷地が確保しやすい」という当県の強みと裏腹の関係にあるものといえるが、

今後 18 歳人口が減少していく中では、「交通アクセス」は大学経営上一段と重要な要素とな

ると考えられる。 

○ 次に、県内大学等の教育活動をみると、社会のニーズに応じた新たな学部を設置する動き

のほか、近年は地域課題の解決に資する科目等を設置する事例もみられる。また、社会人を対

象とした生涯学習にも注力している。 

○ また、地域連携活動については、近年、大学等では、地元における大学の認知度の向上や、

学生への教育効果が生まれることを期待して、地元企業や自治体等、近隣の大学との連携や、

生涯学習機会の提供に前向きに取り組んでいる。 

  大学等では、今後とも地域連携活動を強化していく意欲は有しているが、（１）スタッフの

不足、（２）財政面での負担のほか、（３）提携先のニーズ把握や活動の継続性の難しさを主な

課題として認識している。こうした中で、当県に対しても、地域連携活動の強化に資する側面

支援等を期待する声が聞かれる。 

  大学等が、限られた資源の下で効果的に地域連携を進めていくためには、大学の本来機能

である教育・研究活動と繋がりを深めるようなかたちで実施していくことが有効と考えられ

る。県としては、大学等からの期待の大きい情報発信の分野で、そうした大学等の地域連携が

しやすくなるように側面支援をこれまで以上にしていくことが重要となる。 
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（はじめに） 
 

 大学を巡る外部環境をみると、18 歳人口が今後さらに減少していくことが想定されているほか、
教育・研究機関である大学に対する社会の期待も変化してきている。そうした中、大学等（大学、短
期大学、大学院）では、人材育成・学術研究といった主要分野のみならず、地域連携活動を含め、
様々な改革や対応を行ってきている。神奈川県内には、現在、68 校の大学等 （大学：52 校、短期
大学：14 校、大学院：２校）があるが、これら大学等においても同様の動きがみられている。 

 本稿では、県内大学等へのアンケート調査結果 1を中心に、足許における大学等の考えや最近の対
応等について概観している。具体的には、第１章・第２章では県内大学等の立地動向及び県内に立地
するメリットや課題について整理している。また、第３章では、新たな学部や科目の設置など、教育
活動における最近の動向を取り上げている。そして、第４章では、地域連携活動の概要や大学側が当
該活動に期待すること等について整理している。 

もとより、大学経営や大学改革等に関する対応、あるいは大学自身の考え方は、今回のアンケート
結果等をもって全てがカバーできるものではなく、個々の大学の事情等に踏み込んださらなる調査
が必要ではあるが、本稿が大学の経営環境の変化を巡る県内大学等の最近の動きを知る上で、何ら
かの参考となれば幸いである。 

                                                
1 調査期間は平成 29 年 2 月 9 日～2 月 28 日。調査対象は県内にキャンパスを有する大学・短期大学・大学
院大学（県内 62 校〈68 キャンパスのうち、4 年制大学と事務兼任の短期大学６校を除く〉。回答率は 77％（48
校））。 
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第１章 県内における大学等の立地動向 

１．立地 

現在、神奈川県内には、68 校の大学等 2（大学：52 校、短期大学：14 校、大学院：２校）がある。
市町村別に立地状況を見てみると、横浜市、川崎市、相模原市の３政令指定都市に立地する大学等が
全体の 6 割を占めるなど、県東部に多く所在している（【図表１】）。 

【図表１】キャンパス立地数（市町村別） 
市町名 立地数 市町名 立地数 

横浜市 26 小田原市 2 
川崎市 11 茅ヶ崎市 

各 １ 

相模原市 5 秦野市 

藤沢市 5 大和市 
厚木市 5 伊勢原市 
横須賀市 3 葉山町 
平塚市 3 箱根町 
鎌倉市 2   計 68 

（出所）当センター調べ 

すなわち、大学等は、人口が密集していて鉄道網も発達している地域、特に東京からのアクセスが
良い鉄道沿線に多く立地しているということができる（【図表２】）。 

 

【図表２】神奈川県内大学等分布図、県内鉄道網 
 

 

 

（注） 県内に複数の校舎がある場合、本部がある１箇所

のみを掲載している。本部が県外にある場合、学生

数が多い１箇所のみを掲載している。 

平成元年以降に開学した大学等 
平成より前から立地する大学等 

【大学等分布図】 

                                                
2 以下、「（県内）大学等」は、特に断りのない限り「県内にキャンパスを有する大学・短期大学及び大学院（本
部が県外の場合も含む）」を指す。 
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２．県内大学キャンパスの開設・移転等の状況 

（１）増減 

県内大学等の数について、2001 年（平成 13 年）以降の推移をみると、大学では開設が相当数み
られて３割程度増加した一方、短期大学の方は相次ぐ閉学によって半減したことから、全体では概
ね 70 校前後となっている（【図表３】）。なお、大学の数はここ数年横ばいとなっている一方、短大
については近年も減少傾向が続いている。 

 

【県内鉄道網】 
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【図表３】 県内大学等の数の推移



 
                      （出所）当センター調べ 

（２）開設 

県内の大学の開設動向をみると、2001 年（平成 13 年）以降では 16 校 3みられており、このうち
10 校が横浜市内に集中している。また、医療保健系や通信制の大学、あるいは芸術・体育系の大学
の開設が目立っている（【図表４】）。 

【図表４】県内に新規開設された大学等（2001年以降、全 16校） 

大学の 

特徴 

校
数 

大学名  

（立地場所が横浜市以外の場合には《 》内に記載） 

医療保健系 ５ 

2002 年：昭和大           

2003 年：県立保健福祉大《横須賀市》 

2006 年：国際医療福祉大《小田原市》 

2006 年：横浜薬科大 

2012 年：湘南医療大 

・昭和大学医療短期大学を統合 

・栄養短期大等を再編 

 

通信制 ４ 

2004 年：八洲学園大 

2009 年：星槎大     《箱根町》 

2009 年：放送大 

2009 年：SBI 大学院大 

 

 

芸術・ 
体育系 

３ 
2005 年：東京芸術大 

2005 年：日本体育大 

2011 年：日本映画大   《川崎市》 

 

 

 

その他 ４ 

2004 年：情報セキュリティ大学院大 

2005 年：桜美林大   《相模原市》 

2005 年：LEC 東京リーガルマインド大 

2007 年：多摩大       《藤沢市》 

 

 

・2011 年にキャンパス廃止 

・湘南国際女子短期大学を統合 

（出所）各大学 HP等 

 

 

2001年 2011年 2017年 増減 増減

（平成13年） （平成23年） （平成29年） (2001年対比） (2011年対比）

（a) （ｂ) （c) (a)→（c) (b)→（c)

　合計 69 72 68 -1 -4
大学 38 52 52 14 0
短大 30 17 14 -16 -3
大学院 1 3 2 1 -1

                                                
3 うち２校（昭和大学、多摩大学）は、短期大学の統合に伴うものであり、実質的に新規に県内にキャンパス
が開設されたのは 14 校。 
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（３）転出・一部転出 

大学の都心回帰は全国的な傾向となっているが、県内大学等についても、県内のキャンパスから
都内の本キャンパスに一部学科等を集約させる動きが目立っている。 

これは、18 歳人口の減少に対応して学生数を確保すべく、利便性のより高い場所に学部等を集約
していこうとする大学側の経営判断によるものであるが、大学の立地に係る法的制限の緩和（「工業
（場）等制限法」の廃止 4）も影響しているとみられる（【図表５】）。 

【図表５】県内から県外への大学の移転状況（2001年以降。予定分を含む） 

 校
数 

     大学名     
               《移転元→移転先》 

 
 
 
 
県内→23 区内 

転出 ２ 
2012 年：帝京大学 
2015 年：SBI 大学院大学  

相模湖町→板橋区 
横浜市 →千代田区 

 
 

一部 
移転 

 
 
 

８ 

2010 年：国学院大学  
2010 年：女子美術大学  
2012 年：専修大学  
2013 年：青山学院大学  
2014 年：東京工芸大学  
2020 年：専修大学(予定) 
2021 年：日本女子大学(予定) 
2021 年：文教大学(予定) 

相模原市→渋谷区 
相模原市→杉並区 
川崎市 →千代田区 
相模原市→渋谷区 
厚木市 →中野区 
川崎市 →千代田区 
川崎市 →文京区 
茅ヶ崎市→足立区 

県内→都下 転出 １ 2014 年：日本医科大学  川崎市 →武蔵野市 
その他 １ 2011 年：LEC 東京ﾘｰｶﾞﾙﾏｲﾝﾄﾞ大学 横浜キャンパス廃止 

（出所）各大学 HP等 

 

2017 年には、東京一極集中の是正の観点から、東京都の 23 区内の私立大学と短期大学の定員増
加を原則として認めない方針が文部科学省から打ち出されており、今後はこうした都心キャンパス
への学部・学科の集約の動きには一定の制約がかかるとみられる（【図表６】）。 

                                                
4 それまで工場や大学等の都市部（県内では横浜市及び川崎市の一部）への新設・増設を制限してきた「工業
（場）等制限法」が 2002 年（平成 14 年）に廃止された以降、多くの大学が 23 区内にキャンパスを移転し
た（第 11 回地方大学の振興及び若者雇用等に関する有識者会議（平成 29 年 10 月５日）資料２）

-10 -https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/meeting/daigaku_yuushikishakaigi/h29 -05 shiryou2.pdf 
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【図表６】東京都 23区内の大学等の定員増や設置の抑制措置 5の概要 

文部科学省は、学生の過度の東京集中を避けるため、下記の通り、東京都 23 区におけ
る私立大学、私立短期大学の定員増と設置を原則として認めない方針を示している。 

   2018 年度開設   定員増を認可しない 
   2019 年度開設   大学・短期大学の設置を認可しない 
   2020 年度以降   期間を限定し、設置及び定員増を原則として認めない見込み 
  （施設整備等を伴い、認可申請の意思決定が既に示されている場合などを除く） 

なお、一部の県内大学等では、県内において、人口密集地域にあって交通の利便性のより高い地域
（大学の本キャンパス等）に学部・学科を集約する動きがみられている（【図表７】）。 

【図表７】県内での大学キャンパスの移転状況（2017年以降。予定分を含む） 

 校数 大学名       《移転元→移転先》 

県内→県内 ２ 

2017 年：関東学院大学 

2021 年：神奈川大学（予定）

 
小田原市   →横浜市金沢区 

横浜市神奈川区、 
→横浜市西区 平塚市

 

（出所）各大学 HP等 

                                                
5 平成 29 年文部科学省告示第 127 号。2020 年度以降の見込みについては、2018 年 1 月 19 日現在。 
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（出所）文部科学省「学校基本調査」を改変

                                                
6 18 歳人口は、1992 年をピークに減少に転じ、2010 年頃からはほぼ横ばいで推移している。なお、2018 年
からは再度減少が始まると予測されている。 
7 文部科学省「学校基本調査」（各年５月１日時点調査）による。当調査における「県内大学等」は、「県内に
本部を有する大学等」を指す。 
8 国は、多様な社会のニーズに対応するため、大学設置認可制度の規制緩和を進めてきた。1991 年には、大
学設置基準を大綱化し、学部名称の例示（文学、法学、経済学等）の撤廃、授業科目の区分とその最低取得単
位数の廃止などを行った。2003 年には、設置認可の見直しとして、大学設置抑制方針の原則撤廃、許認可事
項の縮減・届出制の導入、審査基準の準則化を実施した。 
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【BOX１】全国の大学進学者数と大学数の推移 

全国の動向を見ると、まず、大学進学者数は、18 歳人口の減少 6がはじまってからも、大学
進学率の上昇などを受けて増加を続けたが、2010 年にピークを迎えた後、微減となっている
（【図表 BOX1－1】）。 

大学等の数 7をみると、2016 年現在、大学は 777 校、短期大学は 341 校ある。1992 年の
18 歳人口の減少開始後も、大学設置認可の規制緩和 8を受けて、大学の数は増加を続けた。
2001 年（平成 13 年）時点からの増減をみると、大学は２割弱増加している一方、短期大学
が閉学により約４割減少している。ここ数年では大学の数の増加は一服して概ね横ばい圏内
に推移しているが、短大の方の減少傾向は続いている（【図表 BOX1－2】）。 

【図表BOX１-１】 大学進学者数、進学率の推移
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（出所）文部科学省「学校基本調査」を改変

2001年 2011年 2016年 増減 増減
（平成13年） （平成23年） （平成28年） (2001年対比） (2011年対比）

（a) （ｂ) （c) (a)→（c) (b)→（c)

大学 669 780 777 108 -3
うち神奈川県内 23 28 31 8 3

短期大学 559 372 341 -218 -31
うち神奈川県内 30 18 15 -15 -3

合計 1,228 1,152 1,118 -110 -34
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【図表BOX１-２】 大学・短期大学の数の推移



第２章 県内に立地するメリットと課題 

１．メリット 

当県に大学等を立地するメリットをみると、人口が集積していることから、（１）交通アクセスが
良く、（２）企業・研究所や他の大学等との連携もしやすい一方で、（３）大学として必要な広い敷地
を比較的確保しやすい、という３点に集約される。当県ではそれらのメリットを同時に得やすいと
評価されており、大学立地に適した地域であるといえる。 

（１）交通アクセスの良さ 

すでにみたように、大学等は、交通アクセスが良い鉄道沿線地域に多く立地しているが、大学等の
方でも、「東京 23 区に近い」「通勤通学に便利」といったように、人口が集積していることに伴う交
通アクセスのよさを立地のメリットとして多く挙げている（【図表８】）。 

【図表８】神奈川県に立地するにあたり重視した点 

大学等からは「地方出身の受験生とその保護者に大きくアピールできる」、「就職活動の際の企業
訪問などが容易」、「２つのキャンパスの間で、教授が講義や会議のかけもちができる」といった声が
きかれている。 

（２）企業・研究所等の集積 

また、県内に立地するメリットとして、大学等では「企業・研究所・大学などが集積している」と
いう点も挙げている（前掲【図表８】）。すなわち、近隣企業等との連携がしやすいことから、当県は
大学にとって教育面・産学連携面で魅力的な地域となっているが、これも人口集積によって得られ
る利点の一部といえる（【図表９】）。 

 

20

16

9

8

5

4

4

0 5 10 15 20 25

広い敷地を確保しやすい

交通網が発達

東京２３区に近い

イメージが良く、学生募集等で有利

企業、研究機関、大学等が集積

若者人口が多い

自治体からの誘致による

（件、複数回答）

（出所）当センター調べ（県内大学等へのアンケート）
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【図表９】教育面、産学連携面における当県の強み 

（件、複数回答） 

 
 

 

 

 

 

 

 

（出所）当センター調べ（県内大学等へのアンケート） 
 

全国的にみても、当県は企業や研究機関が相当集積している地域の一つであり、それが大学立地
という面でも強みとなっているといえる（【図表 10】）。 

【図表10】企業、学術・開発研究機関の事業所数等         
  神奈川県 （国内シェア、％） 都道府県内順位 

全業種 事業所数 323,560 5.5 ４位 
従業者数（人） 3,725,924 6.0 ４位 

学術・開発

研究機関 
事業所数 491 7.4 ２位 

従業者数（人） 62,907 21.5 １位 
（出所）経済センサス基礎調査 

実際、アンケートに回答した大学等のうちの約７割において、何らかの共同研究・受託研究や技術
移転事業等の取組がなされており、また、県内の大学・企業が連携して、特色ある研究開発等が行わ
れている（【図表 11】、【図表 12】）。 
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大学、企業、自治体等の連携相手先が多い

外部人材、教員確保が容易
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その他

28
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3
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その他

教育面

産学連携面
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【図表 11】大学間連携、産学官の連携事例（県内） 

連携方法 主な事例 

大学間 

・横浜市内大学間単位互換制度 

・横浜市内大学間学術・教育交流協議会 

・神奈川県内大学院学術交流協定 

産官学 

・かながわ産学公連携推進協議会 

・よこはま大学・都市パートナーシップ協議会 

・相模原・町田大学地域コンソーシアム（さがまちコンソーシアム）                  
（出所）各大学 HP等 

【図表 12】特色ある産学連携の取組事例（県内企業） 

名称 概要 

新産業を創出する拠
点の整備 

３拠点（大学キャンパス 2 箇所、殿町国際戦略拠点キン
グスカイフロント）の既存施設を活用しながら、IoT 社会
実証と起業のための空間を整備。 

企業からの受託研究 
大学が川崎市および市内の事業者と連携し、植物による

土壌汚染浄化について、臨海部地域の実環境下での実証実
験を実施。 

植物の機能性試験 新たな品種を育種開発するため、さまざまな試験を実施
し、従来の品種との機能性の違いを検証。 

食品開発 理化学研究所との共同研究の成果に基づき、栄養関連学
部のゼミで、地元企業と連携し新商品を開発。 

３Ｄプリンターと鋳
造技術を使った新た
な製品デザイン 

横浜市・市内中小企業と連携し、３Ｄプリンターの特性
を利用したオリジナル製品を開発。 

（出所）当センター調べ（県内大学等へのアンケート） 

大学等からは、「近隣に企業集積等があることで、大学の教育・研究の成果発表の際に、近隣企業
の研究者などが集まりやすい」「産学連携の相手先が豊富であること、近隣の大学同士で学生間の交
流があることは、学生募集における魅力となる」といった声が寄せられている。 

（３）広い敷地の確保 

県内大学等へのアンケートをみると、県に立地するにあたって重視した第一の理由として、大学
等では「広い敷地を比較的確保しやすいこと」を挙げている（前掲【図表 8】）。 
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9 神奈川県土地利用調整条例 審査指針（1996年制定）。 

県内大学等が、首都圏に位置する当県で広い敷地を確保できたのは、市街化調整区域においても、
特例的に大学や研究施設の立地を県が積極的に受け入れてきたこと9が寄与していると考えられる。 
 

２．県内立地の課題―最寄り駅からの交通アクセス 

このように、当県は大学立地に適した地域であるといえるが、アンケートによると、「現在の立地
で不便を感じている」としている大学等が約半数強（45 校中 24 校）みられる（【図表 13】）。 

「不便」と回答した殆どの大学(24 校中 21 校)が、その理由として、最寄り駅からキャンパスが遠
いといった「交通アクセスの悪さ」を挙げている。さらに、そうした立地を選んだ背景をみると、主
に（A）そもそもそこが創業の地であったり、以前から保有していた土地など大学にとって縁のある
場所であったこと（７校）や、（B）広い敷地を獲得するために、結果的に駅近くではない場所を選
択したこと（11 校）の２点が浮かび上がってくる。 

 

【図表 13】現在の立地が不便とする背景等 

【現在の立地は不便】（24校）     【特段不便なし】（21校） 

         《広い敷地が確保でき 

《その他》 

②校        ①校 
《創業の地等：７校》 

 

  

⑥校  ①校   ⑨校 
  

 

             ⑤校 
 

 《駅等からのアクセスが不便：21校》 

るメリット:20 校》 

          《その他》 

     ②校   ⑧校 
 

      

 

    ⑦校 
 

 

     ④校 
 

《人口集積等のメリット：11 校》 

（出所）当センター調べ（県内大学等へのアンケート。一部改変） 

   ①校
７校》

        
   ②校

    

    ④校

    

   ⑦校

            ⑤校

⑨校⑥校 ①校
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10 例えば、「広い敷地が得られること」をメリットとして挙げた大学等の半数（20校中９校）は、上記の質
問に対して「特段不便なし」と回答している（前掲【図表 13】）。 

「広い敷地を確保出来ること」は、前述の通り、当県の大学立地における強みであって、現在の
立地を「不便」とみるかの判断は、大学各々の個別の事情が強く反映されている 10といえるが、今
後 18 歳人口が減少していく中では、「交通アクセス」は、大学経営上一段と重要な要素となると考
えられる（大学の個別事情の例については【図表 14】）。 

【図表 14】「立地が不便」と回答した大学等の個別事情（例） 

立地の理由 現在、不便を感じている点 最寄駅からのアクセス 

創 業 の
地等 
 

創業家の保有していた土地 徒歩圏内に駅がない バス 21 分＋徒歩 2 分 

実習農場として保有してい
た土地 

丘の上にある バス 10 分＋徒歩 2 分 

大学の母体となった病院の
近隣 

徒歩圏内に駅がない バス 10 分＋徒歩 8 分 

設立母体となった企業の隣
接地 

スクールバスの渋滞が大変 バス 8 分＋徒歩 0 分 

広 い 敷
地 の 確
保等 

価格面で折り合い 最寄りのバス停から遠い 
複数のバス 5～20 分＋
徒歩 5 分 

自治体からの誘致 徒歩圏内に駅がない バス 10 分＋徒歩 0 分 

土地の払い下げ 
通学路の幅員が狭い 
最寄り駅に急行が停車しない 
周辺に飲食店がない 

バス 4 分＋徒歩 7 分 

イメージ 
「東京 23 区に近い」というイ
メージが学生募集上有利 

丘の上にある バス 13 分＋徒歩 4 分 

（出所）当センター調べ（県内大学等へのアンケート）及び各大学 HP  

今回のアンケートにおいても、立地当時については「好景気で大学進学率も上昇傾向にあったた
め、通勤通学の利便性は特に考慮しなかった」と振り返る一方、今後については、18 歳人口の減少
や留学生の受け入れ促進等を念頭に、「学生たちの『通いやすさ』の向上を、経営課題の一つと捉え
ている」といった声がきかれている。 
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第３章 教育活動 

１．大学等における新たな取組み 

（１）学部・学科の設置・再編 

若年人口の減少問題に直面する大学では、教育活動において、それぞれの特色を活かした改革を
進めようとしているが、県内大学等においても、時代の変化に伴って需要が高まることが想定され
る分野の人材を育成するため、新たな学部の設置や学部再編を行う様々な動きが見られている（【図
表 15】）。 

 

【図表15】近年の学部設置、再編等の事例 

設置年 大学名 名  称 

2017 年 横浜国立大学 都市科学部 

2018 年（予定） 東海大学 文化社会学部、健康学部 

2018 年（予定） 横浜市立大学 データサイエンス学部 

2018 年（予定） 明治学院大学 法学部グローバル法学科 

2021 年（予定） 神奈川大学 グローバル関連学部の集約 

（出所）各大学HP等                
 

 国では、産業構造の転換や社会のニーズの変化等を踏まえて、優れた専門技能を持つ人材を育成
するため、新たに専門職大学などの制度を設ける11としており、今後の県内の動きについても注目
される。 

 

（２）地域課題の解決に資する科目の設置等 

また、県内大学等では、卒業後に地域等で活躍する人材の育成を目指し、地域の特性や課題を学
び、実践的な解決力を養う学科や科目を設置する動きが見られる（【図表 16】）。 

                                                
11 専門職大学等については【BOX２】参照。 
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12 ユニークな例としては、「韓国歴史の旅 宿坊体験で学ぶ韓国文化と世界遺産 3 泊 4 日」など宿泊を伴う講

座もある。 

【図表16】地域人材の育成を目指す科目等の設置事例 

設置年 大学名 学科など 概要
 
地
域
課
題
解
決
一
般 

2017 年 関東学院大学 法学部地域創生学科
法学領域の知識・技能の実際の地域
における活用力、実践力を養成し、地
方公務員や NPO、地域企業などで活
躍できる人材を育成する

2018 年 
(予定) 東海大学

パブリック･アチー
ブメント型教育

若者が社会活動を通して市民性を獲
得していくための実践・学習プログ
ラム全学導入（必修の教養科目に「シ
ティズンシップ」「ボランティア」「地
域理解」「国際理解」の 4 科目を設置）

県
内
事
情
の
学
習 

2016 年 関東学院大学 「かながわ学」
神奈川県の経済、政治、文化、自然な
ど９分野の地域特性を学内外の専門
家の講義により学ぶ

2017 年 横浜国立大学 「かながわの未来」
知事・県職員が、神奈川県の現状と課
題、未来に向けめざす姿について、
「かながわグランドデザイン」をも
とに講義する

（出所）各大学 HP 等 

 

２．社会人向け生涯学習プログラムの推進 

社会人を対象とした生涯学習プログラムについては、アンケート調査に回答した殆どの大学等
(45 校)において、何らかのかたちで実施している。 

まず、公開講座は、大半の大学等(37 校)で開設しており、学生数を多く抱え、多様な学部を擁
する大学等を中心に、年間 100 講座以上を開催しているケースも多数みられる（【図表 17】）。一
般的な大学公開講座としては、大学施設などを利用し、歴史、経済、語学など様々なテーマを座学
で行うことが多い 12。 

また、社会人が一般の学生向けの授業等を履修できる制度としては、多くの大学で、①科目等履
修生制度（40 校）、②社会人特別入学者選抜（31 校）、といった制度を導入しているほか、③夜
間・昼間開講制（11 校） 、④長期履修学生制度（同）、さらには⑤履修証明制度（同）を導入し
ている大学もみられる。 
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13 県内大学等で社会人入学特別選抜制度を実施していた学校の割合は、2007 年度の 55％から、2017 年度に
は 67％にまで上昇した（神奈川県立図書館「神奈川の大学における生涯学習関連事業実施状況調査」）。  

【図表17】県内大学等における社会人受け入れの仕組みと実施状況 

名称 概要 実施校数 

大学公開講座 
大学等における教育・研究の成果
を直接社会に開放し、地域住民等
に高度な学習機会を提供する講座 

37 校 

 
通
常
の
学
生
の
授
業
を
受
講 

科目等履修生制度 
大学等の正規の授業科目のうち、
必要な科目のみを履修し､正規の
単位まで修得できる制度 

40 校 

社会人特別入学者選抜 13 社会人を対象に、小論文や面接な
どを中心に行う入試 31 校 

夜間・昼夜開講制 
昼間主コース、夜間主コースを設
け、どちらのコースでも同じカリ
キュラムの授業を行う制度 

11 校 

長期履修学生制度 
通常の年数（学部：４年、修士課程：
２年）を超えた期間でのカリキュ
ラムの履修を予め認める制度 

11 校 

履修証明制度 
体系的な教育プログラム（120 時
間以上） を編成し、修了者に対
し、大学・専修学校等が履修証明
書を交付する制度 

11 校 

（出所）当センター調べ（県内大学等へのアンケート）         

国では、大学改革の一環として、生涯を通じて学習に取り組める環境の整備をめざしているが、
若年人口が減少する中、大学側としても、社会人学生の受入れを拡大していく可能性が高い(大学
改革の最近の動きについては【BOX２】参照)。 
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【BOX２】大学改革にかかる最近の動き 

下記の通り、大学のあり方や制度等については様々な改革や検討が進められている。地域
連携を深めていく上では、関係主体は、これらの大学改革を巡る動きにも注目していくこと
も必要と言えよう。 

１ 「高大接続改革実行プラン」における大学教育の改革 

  文部科学省は、これからの時代に求められる力の育成をめざし、「高大接続改革実行プラ
ン」を策定して（2015 年１月）、①高等学校教育、②大学教育、③大学入学者選抜の一体的
改革を進めている。この大学教育の改革の一つとして、社会人の学び直しに道を開くことな
どによる、生涯を通じて学修に取り組める環境の実現が掲げられている。 

 

２ 専門職大学、専門職短期大学の新設 

  産業構造の急速な転換を受け、優れた専門技能等をもって価値創造ができる専門職業人
材を育成するため、新たな高等教育機関として、「専門職大学」及び「専門職短期大学」の
制度が 2019 年度から設けられる 14。 

３ 大学のあり方についての検討 

中央教育審議会においては、大学など高等教育機関に関する審議が進められている。その
中で、大学などが地域の産業界や地方公共団体とともに、将来像や具体的な交流等の方策に
ついて議論する「地域連携プラットフォーム（仮称）」の構築について、検討を行うことが
必要という指摘がなされている 15。 

                                                
14 従来の大学が比較的、学問的色彩の強い教育が行われる傾向にあるのに対し、専門職大学は、特定職種に
おける業務能力の育成に加え、企業での長期実習等を通じ、高度な実践力や豊かな創造性を培う教育に重点を
置く点が特色であるとされる。 
15 中央教育審議会大学分科会将来構想部会(2017 年 12 月 28 日現在) 。 
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第４章 地域連携活動 

１．活動の現状 

（１）概要 

大学等では、社会環境や大学に期待される役割の変化 16を踏まえ、教育・研究の分野から活動の
範囲を広げており、現在では、様々な地域連携活動を積極的に実施している。アンケートに回答し
た大学等においても、何らかの形で「地域と連携した取組み」を実施しており、教員や研究者の派
遣をはじめ、地域ニーズに応じた取組み、ボランティア活動への学生の派遣などを行っている（【図
表 18】）。 

【図表18】地域と連携した活動の内容（件、複数回答） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）当センター調べ（県内大学等へのアンケート）   
 

 

（２）自治体との連携 

こうした地域連携活動の中には、産学連携・大学連携（第２章参照）のほか、自治体とともに地
域課題の解決をめざす連携事業も多く含まれている（【図表 19】）。 

自治体と大学との連携については、(1)自治体側では、大学の高度な専門性を活用することがで
き、事業の推進や地域の活性化などの効果が得られる一方、(2)大学側でも、自治体の持つ情報を
活用できたり、地域を研究フィールドとすることが容易となったりするという利点もあることか
ら、県内で盛んに行われている。 

 

39

36

34

19

11

0 10 20 30 40

教員、研究者の派遣

地域ニーズに応じた取組

学生ボランティア活動

調査研究

その他

                                                
16  学校教育法の改正（2007 年）により、大学が果たすべき役割に、従来の学術研究や人材育成のほか 、
「教育研究の成果を広く社会へ提供すること」が加わった（文部科学省（2008））。 
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【図表 19】県・県内基礎自治体と県内大学等との連携事例 

自治体 内容   （括弧内は連携している大学名） 

神奈川県 ・大学包括連携協定（横浜市立大学、東海大学、横浜国立大学、関東学院
大学） 

・大学との連携事業：191 件（平成 28 年度） 
横浜市 ・大学包括連携協定（横浜国立大学） 

・大学・都市パートナーシップ協議会（市内の 28 大学及び鎌倉女子大学） 
川崎市 ・連携・協力に関する基本協定（明治大学） 

・多摩区・３大学連絡協議会 
相模原市 ・大学包括連携協定（横浜国立大学） 

・相模原・町田大学地域コンソーシアム 
横須賀市 ・連携と協力に関する協定（県立保健福祉大学） 

・包括的パートナーシップ協定（関東学院大学<大学と市議会間の協定>） 
平塚市 ・交流事業に関する申し合わせ（東海大学） 
鎌倉市 ・連携及び協力に関する協定（関東学院大学） 
藤沢市 ・湘南藤沢コンソーシアムに係る基本協定 

・連携等協力協定（日本大学） 
（出所）各大学HP等 

 

２．大学等が地域連携活動に期待する効果と取組み意欲 

大学等では、こうした地域連携活動を積極的に行うことを通じて、(1)地域における大学の認知
度が向上したり、(2)学生への教育効果が生まれることを期待している（【図表 20】）。 

【図表 20】地域連携活動により期待される効果（件、複数回答） 
 
 

（出所）当センター調べ（県内大学等へのアンケート）
 

37

37

34

29

18

2

0 10 20 30 40

地域における大学の認知度向上

学生への教育効果の創出

地域、自治体、企業等との連携の創出

地域の活性化が大学の活性化につながる

新たな学生の獲得につながる

その他
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こうしたことから、多くの大学等が今後の地域連携強化に非常に前向きな姿勢を示している。
今後の方向として、地元市町村や企業との連携を一段と強化することに留まらず、地元以外の市
町村との連携や、大学間での連携を進めていきたいとする声もきかれている（【図表 21】）。 

【図表 21】地域連携推進に関する声（県内大学等） 

 大学等の意向や主な意見 

連携強化の
意向  

・県との連携を強化 

・地元市との連携を強化、将来的には包括連携協定を締結 

・地元市以外の市町村との連携を強化 

・地元企業との連携を検討 

・他大学との連携を強化 

・大学間での学生交流の機会を創出 

連携強化へ
の期待 

・産官学による地域連携は、今後の研究教育活動の核の１つ 

・新たなシーズ創出・研究発展につながることを期待 

その他 ・大学の地域における役割にかかる関係主体との対話の継続 

（出所）当センター調べ（県内大学等へのアンケート） 

３. 地域連携の推進に向けて 

（１）大学における県への期待 

地域連携を進める上で、大学等が県に期待する役割をみると、(1)大学等の地域連携活動にかか
る情報発信、(2)連携活動のための財政面での支援、(3)大学と企業・市町村との仲介、の主に３つ
が挙げられている（【図表 22】）。 

【図表 22】地域連携を進める上での県への要望 （件、複数回答） 

 
（出所）当センター調べ（県内大学等へのアンケート）  

29

28

12

8

4

0 5 10 15 20 25 30

情報発信に協力してほしい

連携活動のための財政面での支援

企業や市町村と連携する際の仲介役

行政機関と大学の人的交流

その他
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このうち、県に期待する具体的な協力事項としては、県の広報紙などを活用した情報発信や、連
携ニーズの把握や出会いの場の設定などが聞かれている（【図表 23】）。 

【図表 23】県の協力にかかる具体的な期待（大学等の意見） 

情報発信 
・大学イベントや公開講座の情報の「県のたより」等への定期的な掲載 

・その他、地域に向けた情報発信の側面支援 

地域、企業との
連携支援 

・企業・団体と大学等とが一堂に会するような場の設定 

・自治体（県・市町村）のニーズの取りまとめ 

・県内企業・団体様等の連携ニーズの把握と、大学等との協働の推進 
（出所）当センター調べ（県内大学等へのアンケート） 

（２）地域連携の推進に当たっての課題と今後の対応 

地域連携の推進に向けての課題としては、大学等からは、対応する人員に余裕がないことや、連
携先のニーズの把握が難しいなどといった指摘がみられる（【図表 24】）。地域連携事業は、近年、
特に盛んになってきた取組みであるため、人員や財政面でのバックアップが少なく、その結果、連
携事業の実施が大学教職員や学生の負担につながることもあることが反映しているものと考えら
れる。 

また、地域連携を行うことが大学等にとってコストのかかる活動であるということにつき、自
治体側であまり意識しておらず、仮に意識があったとしても自治体の財政事情が厳しく、結果と
して自治体の財政支援などが少ない 17という声も聞かれる。 

【図表 24】地域連携にかかる課題（大学等の意見） 

（出所）当センター調べ（県内大学等へのアンケート及び個別ヒアリング）  

こうした課題に対しては、地元自治体としては、連携する大学等の協力に過度に期待したり依
存したりするのではなく、研究や教育という大学本来の機能の延長線において、地域連携活動を
構築していくことが重要であろう 18。 

○ 学内の人員に余裕がなく、連携事業の拡大は困難。 
○ 連携先のニーズの把握が難しい。 
○ 連携事業は断続的なものが主であり、継続的ではない。 
○ 地域と連携した取組みは大学にとって新しい試みであることが多く、活動に必要な経費

の捻出が難しい。 

                                                
17 都市問題 2017．2「自治体と大学の連携について」福知山公立大学副学長 富野暉一郎 
18 『日経グローカル（No.327）』（p.22）、筑波大学・大学研究センター講師 稲永由紀 
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そして、県としては、大学から期待の大きい「情報発信」の分野で、大学が人材育成のみならず、
地域貢献や産学連携でも大きな役割を果たしていることを地域等に広く伝えていくことがまず重
要である。 

特に、地域との連携事業の好事例などの具体的な情報を紹介することで、①大学等のどのよう
な機能が地域連携で効果を上げてきているのか、②自治体や企業としては、大学等のどういった
研究や機能に期待できるのか、についての関係者の理解が深まると考えられる。大学等で行って
いる研究分野は、自治体が抱える様々な地域課題や企業のニーズに直接的に対応しているとは限
らないことから、各大学の強みや特色に合わせ、他の連携事例なども参考にしながら、双方にとっ
て有益な連携の分野や方策を探していくことが重要である。 

また、こうした情報発信を積極的に行っていく中で、県が大学と県内市町村や企業との仲介役
をより積極的に果たすことも求められよう。 

このほか、財政面での支援については、県は「大学発・政策提案制度 19」において、費用を負担
しながら大学との協働事業を行ってきているが、今後は、県との連携事業を希望する大学におい
て当事業が一段と効果的に活用されるように、大学へのさらなる周知や有効な連携事業の例示な
どを行っていくことが必要である。 

 
 

（おわりに） 

2018 年以降は、大学進学者数が再び減少していくことが予想されているが、これに伴い、県内
大学も他地域の大学と同様に、学生確保に厳しさが生じることが見込まれる。こうした中で、県内
大学等では、教育・研究、地域連携等様々な分野において新たな対応を迫られていく可能性が大き
い。 

当県や県内自治体としては、そうした大学を取り巻く環境の変化について十分に理解しつつ、
大学との対話や地域連携を一段と深めていくことが重要になっていると言える。 

                                                
19 県が大学と一層連携を強化することを目的として、県内に所在する大学（短期大学・大学院大学を含む）
から県政に関わる政策提案を募集し、公開コンペ方式の審査により選ばれた提案について、大学と県が協働で
事業を実施するもの。県ホームページ（http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5902/ ) 等を参照。 
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《アンケートの概要》 

～県内大学と神奈川県の関わりについて～ 

（１）調査目的 

県内に立地する大学等と県とが相互にどのような関係にあるのかを確認し、今
後の県と大学等との連携をさらに推進するための参考資料とする。 

（２）調査期間 

平成 29 年２月９日（木）～平成 29 年２月 28 日（火） 

（３）調査対象 

   神奈川県内にキャンパスを有する大学、短期大学、大学院大学（68 校） 

（４）調査事項 

１．大学の立地状況 

２．「教育」「研究」「社会貢献」に関する各大学の状況 

３．地域連携を進める上での県への要望、今後の方針等 

（５）回答数 

48 校（回答率：77 ％） 

 

県内大学の立地と地域貢献活動等
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神奈川の知的資源 
 

 神奈川県内には、大学をはじめ、国や民間の研究所などが多く立地しており、そ
の豊かな人材により、まさに神奈川は知的資源の宝庫となっています。 

その中から、県内の大学で活躍されている研究者及び大学が所有する施設につい
て紹介いたします。 

 

 [研究者紹介] 
    東京都市大学 
    東京農業大学 

東洋英和女学院大学 
日本映画大学 
 

 
[博物館紹介] 
   神奈川大学 展示ホール 

 

 

 
【横浜みなとみらい 21 地区の風景】 
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氏  名 関 良明（せき よしあき） 

 

現  職 東京都市大学メディア情報学部 教授 博士（情報科学） 

主な経歴 

1985年 東北大学工学部通信工学科卒業、NTT入社 
2013年まで電気通信大学大学院客員准教授 
2014年までNTTセキュアプラットフォーム研究所勤務 

専攻分野・

研究テーマ 

情報セキュリティ行動支援，知識共有ネットワーク． 
“つながる”にもっと安心を！ 

主要業績 

（これまで発

表した著

書、論文、

行政委員の

経験等） 

【著書】 
「ネットワークセキュリティ」共著、共立出版（2017） 
「はじめての情報通信技術と情報セキュリティ」共著、丸善出版（2015） 
「知的触発に向かう情報社会 -グループウェア維新-」共著、共立出版
（1994） 

【論文】 
従業員のTwitter利用における情報漏えいリスクアセスメント-投稿経験と
投 稿 意 識 - ， 電子 情報 通 信 学 会 論文 誌 ,Vol.J97-D,No.12,pp.1709-1713
（2014） 
情報セキュリティ行動をツイートする情報共有手法の提案と受信者の情報接
触行動の考察,情報処理学会論文誌,Vol.55,No.1,pp.210-220（2014） 

神奈川県と

の関わり 

1985年から神奈川県内に居住・勤務 

2003年から神奈川県横浜市神奈川区在住 

メッセージ 

【関心を持っている領域】 

スマートフォンの急速な普及とSNSの世界的な拡大に伴い、インターネット

を活用した簡便なツールが、情報リテラシーの乏しい利用者層へ浸透していま

す。特に認証機能は、利用者がその仕組みを十分理解していないと、プライバ

シーに関する情報を第三者に漏洩する危険があります。JSPS科研費の助成を受

け、認証機能のリスクアセスメント、誤用検知技術、安全対策技術の提案と評

価に取り組んでいます。 

【神奈川県との連携に期待すること】 

横浜キャンパスは、港北ニュータウンの閑静な住宅の中、緑豊かな自然に囲

まれた環境にあります。本学では、誰もが快適で安全に利用できる情報システ

ムの構築技術を探求し、より豊かな情報社会の実現を目指しています。住み働

き慣れた神奈川県に貢献したいと考えています。研究室ホームページやキャン

パスを是非ご覧ください。 

連 絡 先 

〒224-8551 神奈川県横浜市都筑区牛久保西3-3-1 

東京都市大学 メディア情報学部情報システム学科 

E-mail: seki@tcu.ac.jp 

URL: http://www.yc.tcu.ac.jp/~seki_lab/ 
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氏  名 室田 昌子（むろた まさこ） 

 

現  職 東京都市大学環境学部環境創生学科 教授 博士（工学・2000） 

主な経歴 

1982 年 三菱総合研究所社会開発部都市経営研究室 
2003 年 武蔵工業大学環境情報学部環境情報学科講師 
2013 年 東京都市大学環境学部環境創生学科教授 

専攻分野・
研究テーマ 

居住環境デザイン、都市計画、コミュニティ再生、まちづくり 
居住環境意識・評価、空き家・空き地、郊外、住宅と緑 

主要業績 

（これまで発

表した著

書、論文、

行政委員の

経験等） 

【著書】 
「持続可能な都市・コミュニティへの再生：SDGｓと環境教育」、学文社
（2017） 

「生活の視点でとく都市計画」、彰国社（2016） 
「都市自治体と空き家―課題・対策・展望―」、日本都市センター（2015） 
「東京の住宅地第４版」、日本建築学会（2014） 
「ドイツの地域再生戦略・コミュニティ・マネジメント」、学芸出版社
（2010）、ほか 

【論文】 
「環境配慮型商店街の形成に向けた地域住民の参加促進要因に関する研究-川崎市

登戸地区を対象として」日本建築学会計画系論文集、2017 
「地区計画策定手続きの意義と実態に関する研究」日本都市計画学会論文集、

2017 
「駅前大型商業施設と駅前空間の滞留行動の関係性に関する研究―港北ニュータウ

ンセンター北・南を事例として」日本建築学会計画系論文集、2017 
「大型商業施設等の競争力強化手段としての地域商業地における BID の活用可能

性―ドイツ・ハンブルク市での試みをもとにして」日本建築学会計画系論文集、
2017 

【2017 年時点での神奈川県内の行政委員会委員】 
神奈川県総合計画審議会委員、神奈川県地方創生会議委員、神奈川県環境影響評価
審査会委員、神奈川県土地利用審査会委員、横浜市公共事業評価委員会委員、横浜
市地域まちづくり推進委員会副委員長、川崎市空き家対策協議会会長、相模原市環
境影響評価審査会委員 

神奈川県と

の関わり 

大学が横浜市にあり、横浜市や神奈川県を対象とした調査研究を行っている。 

神奈川県や横浜市・川崎市・相模原市などの行政の委員会での委員を行っている。 

メッセージ 

①毎年、郊外住宅地等で住民意識調査や商業者意識調査を実施しており、自治会町内
会からの依頼により実施することもあります。地域の居住環境問題や持続性への懸
念、空き家・空き地問題、緑化や地域魅力づくり、コミュニティ活動などの意識調
査や実態調査をしたい場合があれば声をかけてください。 

②大学地元の港北ニュータウンでの研究調査、神奈川県内や東京都にある数大学と港
北ニュータウン住民の研究会の事務局をしており、他の全国ニュータウンとの研究
交流も行っています。ご関心があれば是非、一緒に交流等をしたいと思います。 

連絡先 
東京都市大学 環境学部環境創生学科 室田昌子 

電話（大学） 045-910-0104 

神奈川の知的資源
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氏  名 石川 一憲（いしかわ かずのり） 

 

現  職 東京農業大学農学部 教授 

主な経歴 
東京農業大学短期大学 副手、助手、 
東京農業大学農学部 講師、助教授(准教授)を経て現職 

専攻分野・
研究テーマ 

４倍体ブドウの無核化に関する研究 
ラズベリ－の新品種登録出願に向けた調査 

主要業績 

（これまで発

表した著

書、論文、

行政委員の

経験等） 

【著書】 
「小さな庭でも実がつく家庭果樹の育て方」、成美堂 (2003) 
「趣味の園芸ダイアリ－」(共著)、 NHK 出版 (2007, 2008) 

【論文】 
１.花穂整形方法を異にするブドウ‘藤稔’の摘心と環状剥皮が果粒肥大，品質

に及ぼす影響 (2016) 
２.ブル－ベリ－の挿し木接ぎにおける台木系統・接ぎ木時期の違いが活着、発

根および生育に及ぼす影響 (2007) 
【委員・役員】 

伊勢原市みどりの町振興財団 評議員 (2011～現在に至る) 

神奈川県と

の関わり 

ブル－ベリ－研修会 講師 (神奈川県普及指導員の新技術研修) 神奈川県農業振興

研究会主催 (2008) 

メッセージ 

【現在研究している領域】 
1. ブドウ‘藤稔’の一連の研究から、ストレプトマイシン(SM)が無種子化剤

として 2003 年に登録認可された。現在、消費志向が高い‘シャインマス
カット’においても SM が無種子化剤として広く利用されている。SM に
よる無種子化は処理期間に幅があることから生産者の気持にゆとりがで
き、開花期前後に集中する多くの管理作業にも意欲的な取り組みが期待で
きる。さらに高品質果房生産を可能にし、規模拡大にも貢献できる。 

2. 大果(6g を越える)で食味の良いラズベリ－品種を開発した。この品種の特
徴は収穫開始時期が 7 月上旬と早く、収穫期間が長いこと、良品果の割合
が高く、樹高が 150cm 程度と低く、副梢への結実が良好であり、生鮮果
実としての普及が見込める。 

【神奈川県との連携に期待すること】 
‘藤稔’を通して農業技術センタ－との研究連携ができており、今後も推進して
いく。 

連 絡 先 

〒259-1103 神奈川県伊勢原市三ノ宮前畑1499-1 

東京農業大学 農学部伊勢原農場 

電話 0463-74-5437 

E-mail：kazuishi@nodai.ac.jp 
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氏  名 土橋 豊（つちはし ゆたか）  

現  職 東京農業大学農学部 教授 博士（農学） 

主な経歴 

京都大学大学院農学研究科修士課程修了後、京都府立植物園

温室係長、京都府農業総合研究所主任研究員、甲子園短期大

学教授などを経て平成28年4月から現職 

専攻分野・

研究テーマ 

園芸によるQOL（生活の質）の向上 

園芸において注意すべき有毒植物 

主要業績 

（これまで発

表した著

書、論文、

行政委員の

経験等） 

【著書】 

「人もペットも気をつけたい園芸有毒植物図鑑」、淡交社（2015） 

【論文】 

「社会人学習者および短期大学生の有毒植物の知識と学習意欲に関する比較検

討」人間・植物関係学会雑誌15 ( 2 ) 、土橋 豊・原 千明（2016） 

「雑誌『郊外生活』に見る阪神間の大正時代初期における園芸文化」人間・植

物関係学会雑誌 15 ( 1 ) （2015） 

【委員・役員】 

西宮市花と緑のまちづくりリーダー選任講習会講師（平成17～27年）など多

数。人間・植物関係学会会長 

神奈川県と

の関わり 

厚木市都市農業振興計画策定検討委員会委員長、公益財団法人厚木市環境みどり公社

「緑の講座」講師（平成28、29）、神奈川県住宅供給公社との地域交流事業等 

メッセージ 

【現在関心を持つ領域】 

1. 園芸活動と生活満足度、社会活動、生活習慣との関係 

2. 園芸活動と自律神経との関係 

3. 園芸活動による地域連携活動 

4. 園芸活動におけるリスクマネジメント 

【神奈川県との連携に期待すること】 

これまで園芸活動を行う人たちは生活満足度が高く、園芸活動の経験年数が

長いほど、人と交流する社会活動が多いことを明らかにしている。今後は、神

奈川県が推進する未病改善対策との連携により、園芸活動による健康寿命の延

長や、疲労軽減、生活習慣の改善などを明らかにできればと考えている。ま

た、これまで生涯学習のお手伝いをしてきたので、神奈川県においても貢献し

ていきたい。 

連 絡 先 

〒243-0034 神奈川県厚木市船子1737 

東京農業大学 農学部バイオセラピー学科 植物介在療法学研究室 

電話 046-270-6540 E-mail: yt206183@nodai.ac.jp 

神奈川の知的資源
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氏  名 小久保 康之（こくぼ やすゆき） 

 

現  職 東洋英和女学院大学国際社会学部 学部長 

主な経歴 

慶應義塾大学大学院法学研究科博士課程 

静岡県立大学国際関係学部教授、ブリュッセル自由大学客員

研究員などを経て、現職 

専攻分野・

研究テーマ 
国際政治学、特にＥＵ統合・ヨーロッパ国際政治論 

主要業績 

（これまで発

表した著

書、論文、

行政委員の

経験等） 

【著書】 

「ＥＵ統合を読む」（編著）、春風社（2016） 

「国際関係論［第2版］」（共著）、弘文堂（2016） 

「現代の国際政治［第3版］」（共著）、ミネルヴァ書房（2014） 

「ＥＵ（欧州連合）を知るための63章」（共著）、明石書店（2013） 

「ＥＵ・西欧」（編著）、ミネルヴァ書房（2012） 

「ＥＵの国際政治」（編著）、慶應義塾大学出版会（2007） 

「ＥＵスタディーズ３」（共著）、勁草書房（2007）、など 

神奈川県と

の関わり 

公益財団法人かながわ国際交流財団主催『インカレ国際セミナー』の組織委員 

（2005～2013、2016～2017） 

メッセージ 

【現在関心を持っている領域】 

主権国家間の超国家的な協調枠組みとして機能してきたＥＵ（欧州連合）が

今後どのように発展していくのか、ヨーロッパ地域に平和と安定、経済的繁栄

を維持し、国際社会にどのような影響力を与えるのか、といった点について研

究をしている。反ＥＵ統合勢力が急増し、排斥主義の流れが強まっているヨー

ロッパがこの動乱の時期をどのように乗り切るか注目している。 

【神奈川県との連携に期待すること】 

諸外国との関わりが多い神奈川県が、これからも海外で活躍する若者の育成

や留学生の受け入れなどを、地方自治体として様々な形で応援し、国際交流の

中核となっていくことを期待している。そのための支援を国際関係の専門家と

して連携して行っていきたいと考えている。 

連 絡 先 

〒226-0015 神奈川県横浜市緑区三保町32 

東洋英和女学院大学 国際社会学部 

電話：045-922-5511（代表） 

E-mail: kokubo@toyoeiwa.ac.jp 
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氏  名 石渡 和実（いしわた かずみ） 

 

現  職 東洋英和女学院大学人間科学部保育子ども学科 教授 

主な経歴 

埼玉県障害者リハビリテーションセンター、横浜市総合リハビ
リテーションセンターで、障害者の就労相談などを10年担当。 
その後、関東学院大学文学部助教授を経て、1997年より現職。 

専攻分野・
研究テーマ 

社会福祉学・障害者の地域生活支援について、社会福祉や人権
の立場から、現場の実践と関わりながら研究を続けている。 

主要業績 

（これまで発

表した著

書、論文、

行政委員の

経験等） 

【著書】 
「子どものリハビリテーション」（分担執筆）、医学書院（2017） 
「系統看護学講座専門基礎⑬社会保障・社会福祉」（分担執筆）、医学書院
（2017） 

「障害者差別解消法の施行が開く『共生社会』～横浜市障害者差別解消検討部会
をへて～」『賃金と社会保障』第1651号（単著）、旬報社（2016） 

「成年後見制度と『意思決定支援』―障害者権利条約の批准を踏まえて―」『成
年後見法研究』第12号（単著）、日本成年後見法学会（2015） 

「Ｑ＆Ａ障害者問題の基礎知識」（単著）、明石書店（1997） 
【委員・役員】 

独立行政法人国立のぞみの園研究会議評価委員（平成23年～現在まで） 
厚生労働省独立行政法人評価委員会医療・福祉部会評価委員（平成24年～現在ま
で） 

神奈川県と

の関わり 

神奈川県障害者施策検討委員会の元会長、神奈川県手話言語普及推進協議会会長、 

2016年7月に起こった津久井やまゆり園事件の神奈川県検証委員長など。 

メッセージ 

【関心領域】 
障害者権利条約が批准された今、条約の理念であるインクルージョン社会、神

奈川県がめざす共生社会実現のために、当事者を中心に、行政や支援者が協力
し、市民を巻き込んでの活動をいかに展開していくか。 

【神奈川県との連携の期待】 
20年以上前から神奈川県行政とは、障害がある方々の地域生活を展開するため

の支援を、「当事者主体」という視点に立って、権利擁護活動などを中心に連携
してきた。2016年7月26日、これまでの蓄積を覆すような津久井やまゆり園事件
が起こった。検証委員長としては十分に役割が果たせなかったとの思いから、県
内の障害当事者、家族、支援者、行政職員など、様々な立場の方々と検討を続け
ている。こうした活動とも関連させ、神奈川県行政との連携を強化し、障害者権
利条約の理念を実現できる地域生活支援のシステムを築き上げるための検討を続
けたい。 

連 絡 先 

〒226-0015 神奈川県横浜市緑区三保町32 東洋英和女学院大学7号館2階 

東洋英和女学院大学 人間科学部 石渡研究室 

電話  045-922-7748  E-mail: ishiwata@toyoeiwa.ac.jp 

神奈川の知的資源
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氏  名 ハン・トンヒョン（韓 東賢）  

現  職 日本映画大学映画学部映画学科 准教授 

主な経歴 

1968年東京生まれ。大学まで16年間、朝鮮学校に通う。卒

業後、朝鮮新報記者を経て立教大学大学院、東京大学大学院

で学び、現職。 

専攻分野・

研究テーマ 

専攻は社会学。専門はナショナリズムとエスニシティ、マイ

ノリティ・マジョリティの関係やアイデンティティの問題。 

主要業績 

（これまで発

表した著

書、論文、

行政委員の

経験等） 

【単著】 

「チマ・チョゴリ制服の民族誌―チマ・チョゴリ制服の誕生と朝鮮学校の女性

たち」、双風舎（2006）＊現在は電子版発売中 

【共著】 

「ジェンダーとセクシュアリティで見る東アジア」瀬地山角編、勁草書房

（2017） 

「社会の芸術／芸術という社会」北田暁大・神野真吾・竹田恵子（社会の芸術

フォーラム運営委員会）編、フィルムアート社（2016） 

「平成史【増補新版】」小熊英二編著、河出書房新社（2014） 

「コスプレする社会―サブカルチャーの身体文化」成実弘至編、せりか書房

（2009） 

神奈川県と

の関わり 

とくにありませんが、多文化共生・ヘイトスピーチ規制と関連して、川崎市の動

向に注目しています。学生が実習で訪ねたりもしました。 

メッセージ 

【現在、関心を持っている領域】 

日本社会における在日外国人をはじめとしたエスニック・マイノリティに対

する差別や多文化主義の問題。制度的、社会的にのみならず、アートやエンタ

ーテインメントにおける表象、またその制作プロセスや評価においても、この

問題について考えています。 

【神奈川県との連携に期待すること】 

市民による多文化共生の先駆的な地域である川崎市や、日本を代表する国際

都市である横浜市を抱える一方で、芸術・文化の拠点も少なくありません。こ

うした資源を活用しながら社会の多様性をさらにはかり、真の多文化主義的な

政策をリードしていける可能性がある自治体だと思っています。 

連 絡 先 

〒215-0014  神奈川県川崎市麻生区白山2-1-1 

日本映画大学 

電話 044-328-9123 

212 かながわ政策研究・大学連携ジャーナルNo.12　2018.3

神奈川の研究者紹介



氏  名 熊澤 誓人（くまざわ まこと）  

 

現  職 日本映画大学映画学部映画学科 准教授 

主な経歴 

成城大学文芸学部国文学科卒業。東宝株式会社に入社

後東宝映画へ出向。2011年長編映画監督デビュー。同

年より日本映画大学講師を経て現職。 

専攻分野・

研究テーマ 

映画演出 

こども映画教育の実践 

主要業績 

（これまで発

表した著

書、論文、

行政委員の

経験等） 

【監督作品】 

テレビドラマ「ここはグリーンウッド」 

劇場用長編映画「天国からのエール」 

日本・ラオス国交６０周年記念映画「ラオス 竜の奇跡」 

【文筆】 

「ジュニア映画制作ワークショップ」（『映画教育の実践的研究』～シネリテラシ

ー教育の可能性を探る～ 独立行政法人日本学術振興会 平成２５年度科学研究費

助成事業） 

神奈川県と

の関わり 

神奈川県出身。川崎市麻生区役所共催事業「こども映画大学」指導講師。 

KAWASAKIしんゆり映画祭「ジュニア映画制作ワークショップ」指導講師。 

メッセージ 

【現在関心を持っている領域】 

一言で映画といってもその中にはシナリオや演技・演出・撮影・照明・録音・

編集・音楽と多岐にわたるものが組み合わさっています。子供達が自分の可能性

や関心事を見つけること、知らなかった世界や価値観を見つけることに映画制作

はとてもむいていると感じます。そして完成した映画を他人に見せることにより

「ふりかえり考えること」ができるのです。映画制作を通して想像力やチームワ

ーク、ものを作り出す楽しさが芽生えると思います。 

【神奈川県との連携に期待すること】 

「映像の街かわさき」として各地でこども映画制作ワークショップが行われてい

ます。しかしその活動を支えているのは市民ボランティアです。少しでも負担を

軽減すべく組織支援をしていただき「映像の街かわさき」が全国に先駆け映像教

育の素晴らしさを伝えていければと思っています。 

連 絡 先 

〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-16-30 

日本映画大学 映画学部映画学科 

電話 044-951-2511 

神奈川の知的資源
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アチックミューゼアムと日本常民文化研究所の歴史的変遷  

創立者 米田吉盛 

和船の構造と航海技術 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．創立者・神奈川大学史展示室 

 創立者 米田吉盛と学校創

立の協力者を顕彰し、横浜専

門学校の誕生から新制神奈川

大学の創設・拡充・展開まで

を、激動・転変する時代の歩

みとともに様々な資料によっ

て跡づけ、本学の建学の精神

と教育の理念を再確認し、社会と時代の課題に

応え、「真の実学」を指針とした教育と研究の

歴史を鳥瞰します。学生と教職員はもとより、

卒業生の方々をはじめ広く社会一般の方々が、

本学の来し方行く末に思いを致し、交流する場

です。 

 

２．神奈川大学日本常民文化研究所展示室 

日本常民文化研究所は、1921 年澁澤敬三によ

り創設されて以来、民具の収集・分類・古文書の

収集・整理、漁業史研究など、日本常民社会の多

様な領域を対象とし、他に類を見ない独創的業績

を上げてきました。1982 年本学の付属研究所と

して再出発した後も、伝統を受け継ぎつつ学際

的・国際的研究センターとして一層の発展を見せ

ています。その先駆的活動の歴史と今後の展望を

探ります。 

 

 

 

 

 

 

 

３．企画展示室 

日本常民文化研究所は早くから「海」の視点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

から日本文化をとらえる重要性に着目してきまし

た。本企画展では、神奈川大学が所蔵する「近藤

和船研究所コレクション」を紹介します。船大工

近藤雄一郎氏の、卓越した技術と研究によって制

作された和船模型をとおして、船を介した海との

かかわりの重要性を考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．ご利用案内 

・場  所：神奈川大学 

      横浜キャンパス 3号館 

・開館日時：月～土 10:00～17：00  

・休 館 日：日、祝日、大学所定の休日 

授業期間外の土曜日 

・入 館 料：無料 

・問合せ先：3号館展示ホール受付 

045-481-5661（代表） 

exhibition-hall@kanagawa-u.ac.jp 

・アクセス：東急東横線「白楽駅」または 

「東白楽駅」から徒歩約 13分 

     横浜西口バスターミナルから 

横浜市営バス 36系統または 

82 系統「神奈川大学入口」下車 

 

 

神奈川の博物館紹介  

神奈川大学展示ホール  

 ―世界へ、そして未来へ― 
海により開かれ、世界との接点となった横浜に生まれた神奈川大学は、建学の精神である「質実剛健・
積極進取・中正堅実」に基づき、その歴史と伝統をもとに、グローバル世界の進展の中で、主体的に新
たな価値を創造する人材を育成し、地域、日本そして世界の発展と安定に寄与します。神奈川大学展示
ホールは、こうした使命のもと、将来に向け、教育研究の創造的成果を社会に還元していきます。 
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